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「知的障害」概念の脱構築

一筆談援助法(FC)利用の社会的障壁と専門科学一

要田 洋江ホ

1 .問題提起

-fディスアピリティとインペアメントの

社会モデルjを求めてー

1970年代の新しい社会運動としての隊害当事

者運動に端を発して、アカデミズムの分野に新

たに構築された障害学は、社会的抑圧の一種と

して 「障害Jを分析するという挑戦をしてきた

[パーンズほか、 1999=2∞4]。

マイケル ・オリ バーら初期のイギリス障害学

者たちは、従来の「障害」概念を脱構築し、社

会的抑圧としての「ディスアピリティJと個人

が体験する「イ ンペアメント」とを分けて、新

たな二つの鍵概念を創出するとともに、重要な

理論モデルを提唱した [オリバー、 1990=2006; 

Oliver，l的6]。すなわち、従来一般に考えられて

きた、 「障害Jは個人の側にあるものにはかな

らず、したがって「障害Jがもたらす帰結を甘

受するのも個人の側にあるとする 「障害の個人

(個体)モデル (individualmodel) J、このモデル

は、 医療、教育、福祉の専門家たちが準拠する

従来の医学理論から導き出されているので、主

としてアメリカ障害学では医学モデル (medical

m吋 el)とも呼ばれるが、を否定し、それに代えて、

「障害J(ディスアピリティ )とはインペアメン

トのある人を社会的に排除する「社会的障壁J

にほかならず、社会的障壁を取り除く貨任が社

会の側にあるとする「障害の社会モデル (social

model) Jを提唱した。そして、初期の理鎗モデ

Jレを定式化したオリバーらは、ディスアピリテイ

や依存を生成する仕組みゃ社会構造の分析に勢

力を注いだ。

しかしながら、その後の障害学の展開をみる

と、障害学研究者の問から、オリバーらの初期

の社会モデルでは障害問題を社会における 「機

会と結果の不平等J問題として扱うあまり、無

能力化過程 (disablingprocess)におけるインペ

アメントの役割や、とくに障害者のなかでも周

縁化された人々の無能力化の経験を無視してい

るとして、初期社会モデルへの批判が相次いだ

[杉野、2∞7]。確かに、それまでの障害学がディ

スアピリティの分析に重きを置くあまり、当事

者のインペアメントの語りやリアリティが無視

され、体験するインペアメントの多様性など「当

事者のリアリティJに迫れておらず、インペア

メントの分析が十分でないという批判はも っと

もである。その理由の一つには、イギリス障害

当事者運動の理論的中心を担ってきた 「隔離に

反対する身体障害者連盟 (UPIAS)J [1976]の

インペアメントの定義(それは初期社会モデル

にも反映されている)が、「身体の器官、機能の

欠損jという医学的な生理学的、解剖学的なイ

ンペアメント理解にとどま っていたこととも関

連があろう。そのようなインペアメント理解、

ひいては人間理解では、社会的な人間を生物個

体のなかに閉じ込めることとなり、現実世界の
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社会的事象のなかに現れるインペアメントの問

題を分析することは難しいと考える。

筆者の立場は、オリバーらの初期社会モデル

の中心的な理論基盤を引き継ぎながら、あらゆ

るインペアメントのある人々の日常生活の取り

戻し、主流社会への参加 (s∞ialinclusion)を促

進するために、インペアメントの解明をさらに

深め、「障害の社会モデル」を次のさらなるス

テップに進めるべきであると考える。オリバー

[Oliver，l卯6Jもまた、 「障害の社会モデルの側

に立つインペアメントの社会モデルを発展させ

よう。しかし、どちらか一方、あるいは両方が

社会理論であるふりをするのはやめようJ(42頁)

と述べている。すなわち、オリバーが、社会的

抑圧としてのディスアピリティ概念によって、

すでに定式化された 「障害の社会モデルJをよ

り発展させることを求めていることに、筆者は

同意する。

ところで、筆者はすでに、障害の社会モデル

を発展させるべく、 「障害の社会モデル」のなか

に「障害の個人(個体)モデルJを組み込んだ

図式を提出した[要因、 2013J。以下、図式を説

明すると次のようになる。すなわち、最初に、

オリバーらが提起したとおり、 「隊筈の社会モデ

jレJのディスアピリティを、インベアメントが

ある人々を社会の主流から排除する「社会的障

壁jと捉え、また、インペアメントを当事者傭

人が体験するものと捉える。そして、インペア

メン トのある人は、当該社会の 「社会的障壁J

によ って「社会的排除Jされる、つまり、「社会

的排除Jによって社会に周縁化されるのである。

言い換えれば、いわゆる障害者 (tbedisabled : 

無能力化された人々)とは、 「社会的障壁によっ

て潜在的能力を発揮、発現する機会を奪われた

人々 」であり、当該社会のインベアメン トのあ

る人々への対応から生まれるその無能力化過程

は、インペアメントのある人々を主流社会から

排除し周縁化させていく過程でもある。

その無能力化過程に大きな役割を果たすのは、

社会秩序形成に重要な役割を果たしている、社

会規範としての 「障害J概念 1)にほかならない。

そして、その「障害J概念には、三つのレベル

(日常生活レベル、専門科学レベル、社会政策レ

ベル)でそれぞれの概念枠組みがあり[要因、

l悌9J、その枠組みに添って文化が構築され、現

実世界は動いている。現代社会において、社会

構成員は自覚することなく、日々刻々と変化す

る現実の日常生活を送るなかで、それらの「障

害J概念枠組みを用いて人簡を把握、カテゴリー

化することによって、インペアメントのある人々

を社会的に排除する仕組みを形成していると捉

える。つまり、それらは、社会制度によって具

現化されたり、人々の関係性のなかで習慣化 (ハ

ピタス)されたりしているものであり、当該社

会のすべての構成員は、当該社会の文化を通し

て、そのことを意識することなく生活している。

以上の理解のうえに、筆者が「障害の社会モ

デルJを次のステップに進めるために新たに組

み込んだことは、ディスアピ リティとインペア

メン トの関係を明らかにした点である。筆者が

提唱するモデルは、「障害の社会モデJレjと「障

害の個人 (個体)モデルjとの関係を次のよう

に捉えた[要回、 2013J。すなわち、これまで媛

味となっていたディスアピリティとインペアメ

ントの関係を「インペアメントをどのように捉

えるかjによ って、「社会的障壁Jが異なること

を指摘する。この図式を 「ディスアピリティと

インペアメントの社会モデル」と呼ぼう。すな

わち、現実生活におけるインペアメン トのある

人への対応には、「降客J概念が深く関与してい
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るが、現代社会では、その 「障害j概念のあり

方が、インペアメントのある人の社会的排除を

促す 「社会的障壁Jとなる「障害の個人 (個体)

モデル」であるがゆえに、インペアメン トのあ

る人たちの社会的排除に結びっくことを指摘し

たい。とりわけ、「障害J概念の相互に関連し合

う三つのレベル (日常生活レベル、専門科学レ

ベル、社会政策レベル)の中でも、現代社会に

おいて基底的な役割を果たしているのは、専門

科学レベルの「障害J概念の枠組みである。

すなわち、インペアメントのある人々を排除

する社会は、その三つの社会的水準の概念的枠

組みによって権成される 「障害J概念の把握が

一定の形で現実社会に適用されることによ って

生みだされている。つまり、現代社会の「降客」

をめぐる「社会的排除Jの仕組みは、その社会

に生きる人々の価値観や社会制度設計に深く関

わる、これら三つの社会的水準がいずれも 「障

害の個人 (個体) モデル」に碁づいているため

に生まれていると考えられる。 例えば、 rr~聖書の

個人 (個体)モデルjに特徴的な、健常者/陵

害者二分法、あるいは「健常者=普通jという

思考様式は主として、 「人間jの条件を規定す

る、現在主流の専門科学、 ならびにそれらの専

門科学を構築する、その時代の文化がインペア

メントのある人々との現実 (いま、ここ)の関

係を形成する役割の一端を担っている。ところ

で、こ こで確認しておかなければならないこと

は、現実世界において、インペアメントのある

人たちといっても、 必ずしも外部から客観的に

同定できるとは限らず、また、顕在化している

とは限らないことである。インペアメントのあ

る当事者の社会生活における「生きづらさJを

判定することによってインペアメントは顕在し

同定することができる。

本稿では、以上の 「ディスアピリティとイン

ペアメン トの社会モデルjの図式を理論的枠組

みとして、「障害jを定義する「専門科学のレベルJ

に焦点を当て、「障害の個人 (個体)モデルJに

基づく専門科学が、いかなる形でインペアメン

トのある人の社会的排除に寄与しているかを明

らかにしたい。加えて、インペアメントのある

人のリアリテイに真に迫る専門科学の方向性を、

つまり、「障害の社会モデル」の側に立つ 「イン

ペアメントの社会モデル」になり得る、言い換

えれば、新しい人間続に基づく専門科学の方向

性を提示したい。

2.専門科学の問い直し

オリバーら初期の障害学のうねりを 「第一波J

とするならば、インペアメントの概念を再考し、

インペアメントを分析枠組みに組み込もうとす

る障害学は、「第二波Jとなるであろ う。第二

波障害学者の一人でもある、ダン ・グッドレイ

[Goodley，2∞1]は、身体的インペアメントを持

つ人々が社会モデルのなかで正当な地位を持ち得

た一方で、 「知的障害 (LeamingDifficulues) J 2 Iが

ある人々の描写はあいかわらず不十分であると

言う。インペアメント を再考する上で最も大き

な関心を、とりわけ 「知的障害」概念に置くべ

きだとして、その概念の認識論的検討をおこなっ

ている。すなわち、知的障害ーがある人は、障害

当事者運動のなかでも、差別に直面している。

知的障害を持たない人は、知的障害を持つ人と

関わるうえで医学モデルを用い、知的障害があ

る人とない人とでは、異なる社会的障壁をもっ

存在として扱う。つまり、知的障害がある人は、

障害理論のなかでも「人間Jとして不当な扱い

を受けていると述べる。グッドレイは、 「障害の
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社会モデル」は身体的インペアメントのある人

たちだけのものではない。インペアメント再考

に向かう モメントとして、 f知的障害j者と呼ば

れている人々の 「当事者のリアリティJに迫る

ことが重要である。そして、現在の「障害の社

会モデル」の謀題は、「知的障害jというラベル

を貼られた人々に対して、 「開かれた、 インクルー

シプな、相互が包摂されたディスア ピリ ティと

インペアメン トの社会モデルJに向かわなけれ

ばならないと指摘する。

日本においても同様な問いかけが行われ、現

在、障害学研究において、「知的障害jのある人々

をいかに 「障害の社会モデルjに包摂するかが

議論されている。すなわち、田中耕一郎 [2007]

は、従来の障害学では、インペアメント自体の

理解が十分でないこともあって、障害者のなか

でも周縁化された人々、とりわけ意思疎通に困

難がある重度知的障害者はまったく考慮されて

いないのではないかと指摘する。 しかしながら、

いまのところ現状の障害学研究では、課題が提

示されただけで、ディスアピリティとインペア

メントの関係が不明であるだけでなく、インペ

アメント自体の再考の議論に止まり、どのよう

にして重度知的障害者を社会モデルに包摂する

か、方向性が定まっていないと言えよう。

一方、経済学者である川越敏司 [却08]は、

近代経済学の限界を見つめたうえで経済学の近

年の知見を踏まえ、近代的な個人観を否定して

いるはずの障害学が、当事者主権や自己決定を

強調するあまり、精神・知的障害者を抑圧する

面が否定できないとして、 「障害の社会モデルJ

は、精神・知的障害者の解放のためには近代的

な個人観を乗り越えるべきであるこ とを主張し

ている。}II越による現状の障害学への批判は、

新たなステージに立つ f障害の社会モデルJが、

インペアメン トのある人たちの聞にヒエラル

キーをつくること、 また、人間を、健常者/障

害者に二分し、隔てる理論であってはならない

こと を指摘している。言い換えれば、現時点の「隊

害の社会モデルJが用いているインペアメント

理論は、従来の近代的な人間観に基づく専門科

学を用いていること、つまり、インペアメント

の理論にかかわる従来の専門科学が用いる人間

観には問題があると思われるのに対して、障害

学研究者はそれを無批判に取り込んでいるとい

う事実を指摘したと言えよう。

「障害の社会モデルJの側に立つ、新しい人間

観に基づく専門科学の方向性を模索するには、

現をもなお、大きな社会的障壁となっている 「知

的障害j概念を脱構築することが不可欠である。

そのために本節では、インペアメント のある人

たちに対する個別援助技術に重要な影響を与え

ている専門科学、とりわけ医学、心理学の現在

に焦点を当て、「重度知的障害者」と呼ばれる人

のインペアメン トが、現代の専門科学ではどの

ように捉えられているか、その理論的前提を検

討していきたい3)。

( 1 )重度知的障害者と呼ばれる人々の

「インベアメントJとFC論争

現状の 「障害の社会モデル」では 「意思疎通

に困難がある重度知的障害者はま ったく考慮さ

れていないのではないか」と、田中耕一郎 [2∞7]

が指摘した、障害者のなかで最も周縁化された

人々である「重度知的障害者Jとはどのような

人々なのであろうか。

重度知的障害者に対する医学的診断について

は、典型的には自閉症診断をめぐってなされた

ように、さまざまな変遷があるが、重度心身障害、
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早期幼児自閉症、強度行動障害など、医学や心

理学、あるいは療育の専門家や医師、研究者の

問でさまざまな診断名が適用されてきた。日常

生活の場面においては、通常の場合、「意思疎

通が困難なJと形容されるように、言葉による

応答を期待することができず、 言語でコミュニ

ケートすることが困難な人々であると理解され

ている。また、外見からも、どのようにかかわっ

たらよいのか、日頃から親しい関わりを持った

人でないと関わりを持つこと自体難しいと思わ

れるだろう。親しい関わりを持っている人でも

生存のための最小限の関わりになりがちであり、

とりわけ、第三者なら、何を考えているのか分

からない、関わることができないとして、関わ

ること自体を拒否してしまうこともあるだろう。

日々の生活のなかで、そのような存在として、

重度知的障害者と呼ばれる人々は生きている。

ところで、 1970年代から80年代にかけて、こ

のような 「意思疎通が困難なJと見なされた重

度知的障害者と呼ばれる人々と文字を介しての

会話を可能にするコミュニケーション援助技法

が、支援の現場・において療育に携わる人々を中

心に見出され、定式化された。1990年代に普及

する、このコミュニケーション援助技法は、筆

談援助法 (FacilitatedCommunication: FC)と呼

ばれる。このコミュニケー ション援助技法は、

ファシリテーター(瞥字表出援助者)がFC利用

者 (本人)の手首や肘、あるいは肩に触れて (支

えて)、歩人の言葉を口話でなく筈字で表出するこ

とを促す援助技法である 4】。欧米ではタイプライ

ターを用いる方法 (本人がアルフ ァベッ トを打

つこ とを援助する)が一般的であるが、日本で

は、伝統的に、本人の書く手を筆談援助者が保

持し、紙と鉛筆で文字 (ひらがな、ないし漢字)

を書く方法、あるいは簡便性から援助者が支え

た本人の指で援助者の掌に文字を舎いてもらう

「指談」が一般的である (欧米と同様にパソコン

を使用する形もある)。 なお、筆談援助利用者は

自己コントロールできない不自由な身体をもっ

ゆえに、とりわけ本人あるいはファシリテーター

の筆談学習初期段階においては、ファシリテー

ター側に、本人の書字表出に寄り添うための技

、筆談援助の 「構えJが必要と見られる [要因、

2009]。

なお、筆談援助法を過して本人は長じて、文

章の読み書きも可能となる 5)。実際の事例から

みると、本人の成長と共に最終的にはひとりで

タイプすることも可能とされる。なお、書字表

出された文は、あくまでも会話であり、本人が

畿談援助法によって寄字表出して会話するもの

で、当然のことながら、もう一方の側の人々は

口頭で会話する。したがって、第三者は、フ ァ

シリテーターを介して本人との会話も可能であ

る。また、ファシリテーターが一人ひとりの会

話を紡ぎ出せば、筆談援助利用者同士の会話も

可能である [三浦千賀子、 2∞6]。日本では、筆

談援助者に表出文字を読み上げてもらう形にな

るが、欧米で実際に用いられている携管用のタ

イプライター (コミュニケーター)は、文章標

示すると同時に機械が音声出力する形態の機器

(VOCA)が多く、本人と会話する相手は、応答

した文章を読むことも、また、集団であっても

その場にいる全員が本人からの応答の会話を聞

くこともでき、皆が会話に参加できる。

ところで、言語を通してのコ ミュニケーショ

ンを可能にさせる、この画期的な支援的コ ミュ

ニケーション技法 (以下、欧米での技法をFC、

そして日本での技法を筆談援助法と呼ぶ)は、

支援の現場において、事見や障害当事者と関わる

人々の問で確かな手応えがあると評価され大き
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な注目を浴びる一方、言葉を持たないと思われ

ている人々が、ファシリテーター (筆談援助者)

という支援者を介しての文字による言葉の表出

に対して、理論的にありないことである、また、

「身体的保持」をするため本人の言葉であるかが

疑わしいとして、主として行動分析の心理学の

立場に立つ専門家から大きな疑義が出された。

なぜこのような形でのコミュニケーションが

可能であるのかという理論的根拠をめぐって、

FC (室長談援助法)が普及するにつれ、従来の療

育の理論的根拠を担ってきた心理学者を巻き込

んでl的0年代に大きな理論論争 (以下、 FC論争

と呼ぶ)が生まれた 61。

本項では、 「知的障害」概念を脱構築するため

に、意思疎通に困難があると見なされる重度知

的障害者という最も周縁化された人々を、従来

の専門科学がどのように捉えてきたかについて

考察するために、 FC論争を取り上げる。FC批判

派、 FC擁護派双方の主張を分析することによっ

て、 FC論争で何が問題とされ、何が争われたの

か、そして論争の根拠としてどのような理論的

前提が用いられているのかを考察する。言い換

えれば、従来の心理学の理論的枠組みが、イン

ペアメントのある人々をどのように捉え、どの

ようにインペアメン トを定義しているかを明ら

かにすることである。その後に、その前提とな

る理論の哲学的枠組みを検討することによって、

インペアメン トを再考することとしたい。また、

このことは主流の専門科学の人間観、さ らには

これまでの専門科学の人間観が想定するコミュ

ニケーションとは何かの科学的解明を促すこと

になるであろう。

FC論争

-FC (筆蹟援助法)はコミュニケーション援

助技法として評価できるのかー

(FC批判派の主張〉

FC利用者とその技法について、主としてアメ

リカ、オーストラリアでなされたFC論争に関す

る文献をまとめた、毛塚恵美子 [2∞2]は、 FC

への疑問を抱く状況を次のように指摘してい

る。すなわち、「ことばがない、あるいはオウ

ム返しでしか応答しないで、知的障害があると

考えられていた人たちが、ファシリテイター

(faciIitator)と呼ばれる介助者に肘や前腕を支え

られた状態で、文字盤やコンピュータのキーボー

ドなどを使ってこ とばや文を綴りコ ミュニケー

ションができるという。徐々に介助を減らして

いくと、フ ァシ リテイターが軽くその人の肩に

手を置いているだけで文字を綴ることが可能に

なるという。しかし、多くのAAC (Augmentative 

and Altemative Communication)と異なり、コミュ

ニケーションのための道具 (文字盤など)とそ

れを利用する人との関にファ シリテイターが手

を触れるという形でかかわること、そして多く

の利用者が介助の手を必要としない独立した形

態になかなか到達し待ないことなどから、その

妥当性に疑問が持たれている。J(313頁)つま

り、FC論争の焦点は、「知的障害と診断された

人々が文字盤やキーボードを通して正常な、時

にはきわめて高度な内容の洗練した会話をする

という現象自体がセンセーショナルであるこ

と」などや、 rr心の理論J[バロン=コーエン、

1995=2∞2]を欠くとか、多くが知的障害を伴う

といわれるような、これまでの自閉症研究が描

き出した障害像とは大きな隔たりJがある結果、

「キーボードを通したメッセージはいったい誰が



「知的障害j概念の脱構築

発しているのかという点(Authorship問題)にあっ

たJ(313頁)と指摘している。

加えて、 FC論争の始まりとして、毛塚は、さ

らに次のように経過を述べている。すなわち、

アメリカでFCの普及活動を行っていたダグラ

ス・ピクリン [Biklen，1990]が「自閉症は従来

考えられているような言語、認知、ひいては知

能の問題ではなく、知っていることや感じてい

ることを表出することに問題がある統合運動障

害、失行であるという考えを提起した」ことに

対し、巳ショプラ ーが、 1992年の雑誌 rJournal

of Autism and Developmental Disorded の編集者

コメントで rFCのイデオローグは自閉症児に対

する特別なニーズを否定し、かれらが正常な知

能を持っていて、脳性麻縛様の言語障害によっ

てこれがブロ ックされていると主張することで、

これまでに培われた自閉症児に対するサーピス

を40年前に戻してしまう J[毛塚、2∞'2:313]と

いう非難文を寄せたことから、本格的な理論的

論争が始まったと指摘している。つまり、いわ

ゆるFC論争は、重度の「知的障害」をもっと見

なされていた子どもたちが言葉を持つことがで

きるか (識字能力があるか)をめぐっての議論

であり、言い換えれば、知能ないし言語能力の

有無をはじめとする「知的障害J概念をめぐる

議論であると言えよう。

話し言葉を身につける前に文字を知ることな

どありえないという学習理論を前提にして、実

際には、 FCによるメ ッセー ジが本人の言葉で

あるかどうか、 FC批判派がまず、その妥当性を

めぐって科学的検証のために実験心理学が用い

ているブラインド・テストを行った。それに対

し、 FC擁護派は、そのような実験室で行う科学

的検証方法の問題性を提起する形で、双方の論

争が展開されていった。このFC論争に関連する

結果をまとめた毛塚は2度にわたり論文 [2∞2.

au4]で、批判的な意見表明をしている。

重度知的障害がある本人がFCによ って書いた

文字が、本人の言葉であるかどうか、 FC批判派

の毛塚 [2∞2]自身の理論的立場から指摘した

主な問題点を列挙すると次の5つである。すな

わち、 1)プラインド・テストという科学的検

証法をFC擁護派が批判する ことへの疑問、 2) 

FCの有効性を証拠立てる科学的理論がない点、

3 )触れる、支える状態 (1身体が保持」されて

いる状態)では 「自力」とはいえない点、 4) 

FCによ る文は、ファシリテーターの無意識 (暗

示、 希望的観測、固定観念)によるコントロー

ルによると考えられる点、 5)FCによる会話を、

会話する人々が本人の真のメ ッセージとして 「錯

覚Jする問題点、である。

FC批判派の検証過程を見ると、 FCの有効性を

検討する際に、まず、 FCによって讐字会話でき

るとされた重度知的障害のある個人のもつ「コ

ミュニケーション能力jの有無を問題視したこ

とである。つまり、 FCの有効性を検証するため

には、 理論的には、対象となる個人 (個体)が

言語能力を持っているかどうかであり、言葉を

持つことができる個体能力としての 「コミュニ

ケーション能力Jがなければ、 FCによる文章は

ファシリテーターの誘導であり FCは偽物である、

という結論を導こうとする。したがって、FCが

成立したかどうかを見るには、一つに、文字を

綴るために必要な 「個体能力Jがあることが 「科

学的Jに検証できなければならない7¥次いで、

FCによるコ ミュニケーションを 「説明するj科

学的理論があるかどうか、である。毛塚は結論

として、そもそもFC自体が自力での言語表出で

はないという点で個体能力とは言えないだけで

なく、いまだ、 FCはどのような現象なのかを説
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明する理論がないと主張した。

(FC擁護派の主張〉

ピクリンらは、これまでのFC論争に関わった

研究をまとめ、一方的にFC利用者を断罪するこ

とは問題であると指摘する [Bik1en& Cardinal， 

1997]0 FCの信頼性 (一致と一貫性)の評価は、

「伝言方式J(ファシリテーターが知り得ない情

報を被験者に伝言させる)によって実験された

が、 l回限りの実験で行った多くの研究の場合

は失敗したが、実験を一度きりでなく繰り返し

行った場合はFCによって打ち出された言葉が

確かにFC利用者の言葉であったことを示すこと

に成功した多くの研究がある[ピクリンほか、

2∞5=2∞9:21]と述べている 8)。

ピクリン [ピクリンほか、 2∞5=2∞9]は、「自

閉症J当事者は 「話しことばの障害や欠如が f知

能に障害があるjもしくは f遅滞しているjこ

との証拠であると解釈され、そこに起因する不

幸な結果をおわされているJ(12頁)と述べてい

る。そうではなく、「自閉症Jと名づけられた人々

を、話せる/話せないにかかわらず、自分自身

の人生に対して、そして自分が置かれた社会的

な位置や社会との関係性についてさまざまな知

見と深い考察をも った 〈能力のある存在〉とし

て捉えることが重要である こと を指摘している。

そしてそのような態度で当事者と接しなければ

ならないとする。このよう な当事者に対する態

度をピクリンは、 rpresumption of competence (能

力存在の前提)Jと呼んでいる。すでに述べたよ

うに、「自閉症は従来考えられているよう な言語、

認知、ひいては知能の問題ではなく、知ってい

ることや感じていることを表出することに問題

がある統合運動障害、失行である可能性が高い」

と捉えるピクリンは、言葉の表出が困難な人々

に対して、 FCによる書字表出の学習機会をもた

せ、教科教育の機会を与えるためには、 従来の

心理学が提唱する個体能力観と は別の、新しい

能力観を必要とすると述べる。そ して、 FCから

得られる知見は実際に、これまでの科学理論を

書き換える可能性すら認めうると述べている。

とりわけ、 ピクリン[ピクリンほ治、、 2005=2009]

は、専門的な文献のなかで 「自閉症j当事者の

声がこれまでずっと置き去りにされ、聴かれる

ことがなかったという事実は重大であると指摘

する。それゆえ、従来の心理学理論に基づいて

演縁的に専門家が当事者の能力を判定すると

いう研究方法ではなく、当事者研究の方法とし

て、 FCを通して話すことが可能となった当事者

たちのなかでも、とりわけ妥当性を保証するた

めに、独力でタイプを打つことが可能となった

当事者たちに、自分たちの視点から自分と自己

をとりまく世界をどのように解釈しているのか

を綴ってもらう「当事者の語り」を集めた研究

を進めていると いう。その研究で、当事者たち

は、「自閉症jと呼ばれる現象を 「社会と個人と

の間の複雑多重な関係のなかで形づく られる社

会的な産物jとして記述している[ピクリンほか、

2∞5=2009]と、ピクリ ンは、述べている。

自閉症と診断された人々に限らず「話せないJ

人々とのFC訓練に長年取り組んできたRクロス

リーは、発話できない、もしくは発話困難と知

的能力のなさとを同一視する、 従来の心理学の

あり方自体が問題である [Bo巾 wick& Crossley， 

l的9]と指摘する。

ここで確認しておきたいことは、 FCを実践し、

普及する立場にある、ピクリンやクロスリーな

どのFC擁護派の人々について興味深い事実は、

多くの一般の人々と同様に当初は彼らも当事者

とFC(筆談援助法)を通 して会話できるとは



「知的障害J概念の脱梅築

思っていなかったことである。偶然起きた当事

者との関わりのなかで事実を発見し、さらに日

常レベルのコミュニケーションによって本人と

ことばのやりとりを何度も確認しながら実感し

たのである [Biklen，l993;Crossley， 1997]。つまり、

FC (筆談援助法)は、人と人との関わり合いの

なかで、コ ミュニケーションができたと実感し

た人々から援助技法として発展して きたのであ

る。日本においても、関わりのなかから紡ぎ出

されたことは、片倉信夫の著書 [1995]からみ

ても明らかである。自分自身がもっ「常識」と

反する事実を真室長に見つめ、自らの思い込みを

捨て、目の前の当事者と関わろうとして筆談援

助が可能となったという事実である。これらの

事例において、当事者に対してファシリ テー ター

(筆談援助者)がもった態度が、ビ クリンの言

う ipresume competenceJの (能力があることを

想定する)態度と呼ぶものと言えないだろうか。

要因 [2∞9]が指摘した、当事者の筆談を可能

とするファシリテーター側の筆談援助法の 「構

えjのー要素がそのような態度であることは推

測できる。なぜなら、ファシリテータ ーとなる

人々が本人のコミュニケーションを紡ぎ出そう

とする態度は、意思疎通の困難な重度知的障害

者と呼ばれる人々も同じ 「人間であるという原

点jに立ち戻る ことを意味するからである。ま

た逆に、どの人も「ひとりの人Jとして遇して

もらえない関わりでは関係は成立できない (関

係を拒否する)ことは、日常生活においては当

たり前の事実である。なぜか「知的障害」があ

るとされた人々は、関係不成立を本人が 「拒否J

していると捉えてもらえず、 外見から一方的に、

人と関わる能力がないこと、つまり、知的能力

がないこととがイコールで結びつけられるので

ある。

能力がないと疑われたよでの実験手法による

本人の能力の検証と、人と人との関わ りを前提

としたコミュニケーションの事実の検証と の研

究手法の違いには何があるのだろうか。人間科

学における「客観性Jとは何か、そ して、 その

前提となる理論を問われなければならないだろ

つ。

とこ ろで、実際に、 当事者と筆談援助法で関

わる親、ないし関係者は皆一様に、 FC(筆談援

助法)の肯定的な側面は、本人の生活の質の向

上であることに言及している [片倉、 1997:三浦、

2(胤;筆談援助の会、 2∞8:要因、 2∞9)。と同

時に、専門家がどのように言おうと、 シロウ ト

と呼ばれる親たちは、筆談援助法を使用して親

子でコミュニケーションをとれることの意義に

言及する [筆談援助の会、 2008]。子育て過程に

おける会話を通しての親子の関わりの質は重要

であり、筆談援助法による会話の成立を、親の

満足感だけでなく、とりわけ子ども本人の生活

の質の高さ (生活充実度)を支えることである

という実感が筆談援助法を行う親たちの評価判

定基準ともなっている。

FC批判派が問題として取り上げる理論的前提

その後ふたたび、筆談援助法がマスコミで取

り上げられたことを問題視した、応用行動心理

学に立つ毛塚 [2∞4)は、 FC擁護派の主張に反

論する形で、次のことを重ねて主張する。 1) 

科学的検証方法についての疑問:援助技法の性

質上、介助者が無意識でコントロールする可能

性を排除できないため、科学的検証ができない。

筆談援助法の真偽は、個体能力の有無を厳密に

条件統制されたブラインド・テス トによって 「科

学的Jに穣かめられるべきであり、妥当性が保

証されないかぎりにおいて利用者の表出文であ
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ることを認めない。 2)対象者の能力の疑問 ・

外見からは、とうてい情感豊かな詩を書く人と

も思われないこと、外見と文章の内実のギャッ

プから、本人の言葉であるとは認められない。3)

筆談援助利用者の行動は、基本的にオペラント

条件付け 9)と理解され、 FCの習得過程で起きる

文章の巧みさは、知的発達と言う よりもポイン

テイング行為の巧級化である。4)FCメッセー

ジは、筆談援助者が無意識的に利用者の手の運

動をコントロールしているものであり、何が舎

かれているかは、援助者の代弁機能のようなも

のであると断じている。

なお、毛塚 [2∞4]は、 FCによる文字表現と

本人の日常行動のギャップから、本人の言葉を

表出しようとする「動きJは、ファシリテーター

の錯覚にすぎないとしつつも、現実に現れた他

の幾多の事例を100%否定することもできず、現

実妥当性のある提案として、暫定的に、畿談援

助法による書字表出を、「共同行為Jとしてなら

認めうると主張する。しかしながら、「自立した

行為へ向けての発達の一過程である本来の共同

行為とは異なるJ(297頁)と立場の違いを表明

している。

そして、社会的にもっとも重大な問題として

毛塚 [2∞4:2偽 2引が挙げたことは、入学試

験や学力テストにおいて筆談援助法を用いるべ

きではないと主張していることである。つまり、

入学試験や学カテストなど、個人の個体能力が

問われている現場では、 FCのような共同作業に

よる行為は個人の能力を表したものではなく、

それでもって個人の能力を評価することは他の

人々に不公平であり、 FCを用いるべきではない

と主張している10)。

以上の主張をまとめると、毛塚の理論的立場

からは、発話できない当事者には「個体能力J

としてのコミュニケーション能力はなく、した

がって、言葉を操ることのできない者の知的発

達はないとされる。あくまでも、意思疎通の困

難な重度知的障害者の知的発達はありえず、し

たがって、言葉の理解も生成もありえないとい

う立場に立っていることが理解される。

FC論争から何が読み取れるのか

以上のことから、 FC論争は、 「知的障害Jと概

念化されるインペアメントをめぐって意見が大

きく分かれ、 FCの真偽論争となったことが理解

されよう。従来の理論から導かれる「高次脳機

能とされる言葉を持つ個体能力がない」ことが、

FCによる書字表出を否定する根拠でもあったが、

それも、人間の能力をそのように捉えるという

理論的前提から導き出されたものであり、また

現代で最も流通している理論仮説でしかないこ

とも忘れてはならない。

FC批判派、 FC擁護派の議論がかみ合わなかっ

た点の一つは、科学的方法論が異なる点である。

かたや批判派は、 これまでに心理学において用

いられた理論を前提とした演縁法的アプローチ

をとり、「科学的検証」とは条件を厳しく統制し

たなかでの実験室でなされる検証でなければな

らないとする立場であるし、一方、擁護派は、

社会的現実にある事実を観察することによって

えた質的データから、新たな理論を模索し、理

論を構築する、帰納法的アプローチをとる立場

である。

FC批判派では、「言語能力Jは個体内の「脳機能j

と関わりがあり、それは知的能力と関わりがあ

ると言う理論的前提をもち、また、言語発達は、

発話から害字へと向かうものであって、害字が

先になることはありえないという理論に立つ。

しかしながら、 FC擁護派においても、どのよ
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うにインペアメント を記述するかについて、「知

的障害」というインペアメントは社会的に構築

されたものであると指摘したにとどまる。つま

り、当事者は思考する存在であり、当事者のイ

ンペアメントは、身体の何らかの異常、統合運

動障害、失行にあるのではないかとして語られ

ているだけで、まだ十分には理論的に解明され

ていない。

日本においてFCに関する理論的究明を行った

研究報告[国立特殊教育総合研究所、 2α刈を

見ると、これまでFC批判を積極的におこなって

きた行動分析 (徹底的行動主義)の立場に立つ

望月昭 [20∞]は、 iFCのミラクル感Jとして、

次のように指摘する。iFCというのは、これま

で言語的な行動を殆ど見せなかったような個人

が、いきなり“援助つきの表出行為"というモー

ドで『言語行動』を成立させることである。(中

略)さらにミラク Jレ感を覚えるのは、そこで表

出されてくる文字が単に物理的な運動反応とし

て模倣され再生されるというようなシロモノで

はなく、ほとんど我々が日常で使用する言語と

同等に単語や概念が使われ文章が表されている

点である。果たして、それまで他の表現モード

でも言語的な表出をしたことがなかった子供が、

それまでずっと『理解』の部分だけ貯め込んで

おいて (かなり“いきなり"という形で)一転

してそれらについて表出するということが可能

なのだろうかという疑問である。それは、年齢

にしたがった『発達段階jに対する従来の知見

をひきあいに出すまでもなく 、われわれ自分自

身の臼常的体験としても違和感があろう。(中

略)つまり FCにおけるミラクルな感じというの

は、いわゆる言語の f理解j と f産出j、あるい

は、 言語刺激によ って然るべき行動をとる f聞

き手jとしての行動と、そのような言語刺激を

社会的機能を持った言語行動として発する 『話

し手j としての行動との関係のアンバランスに

あるとも言えよう。J(84頁)ここで、望月がFC

現象理解の前提として用いているのは、自ら依

拠する心理学理論、つまり行動分析理論から導

き出された知識であり、問題としたのはそれら

の知識とのズレである。加えて、先天的に話せ

ない人が文字でなら話すことができるという事

実について、つまり、書字という口話より高次

の能力を必要とする行動を、未だ話したことが

ない人ができるのかという日常的次元での人々

の常識とのズレからも、ありえない事実である

と述べる。

他方、現場から報告された事例が信頼される

べき報告であるかぎり、 FCの「ミステリー」は

何らかの形で説明されなければならないとする

河野哲也 [2(削 b]の指摘は、大変興味深い。つ

まり、 FCの効果が不思議に思えるのは、われわ

れが、人間の知党と行動、あるいは身体の働き

に関して誤った思い込みゃ前提をもっているか

らではないだろうかと指摘する。すなわち、そ

の前提ないし思い込みとは、第一に、発話しな

い子どもはいかなる言語能力も持っていない、

と言う思い込みであり、第二に、 言葉を聞いた

り読んだりする 「理解j と、言葉を話したり書

いたりする 「表現J行為とはまったく異なった

過程であり、 「理解Jと「表現Jは別個に学ばな

ければならないとする前提である。

FCの効果を説明するには、とくに、第二の前

提が正しいかどうかを検討しなおす必要があり、

言語の理解のなかには表現への準備が含まれて

いると考えなければならないと、河野はFC批判

派の依拠する行動分析の心理学を批判する。そ

して、河野は、現象学的身体論の立場では、言

語には、 「話す」という行為と「聞く Jという知
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覚の二つが共に含まれていることを指摘する。

すなわち、話すことも聞くことも、共に知覚と

運動の両過程を含んだ過程であるとする。つま

り、これまでの主流の心理学と はま ったく異な

る、新たな人間の行動理解の理論を示唆してい

る。

さらに河野は、そもそも、 FCの効果を「ミス

テリー」と感じるのは、 「言語の意味を理解する

ことは内的概念を所有することであって、それ

を運動へと表出する変換 (発声 ・書字行為)を

一度も実行したことのないものは突然に言語表

現できるはずがない、と。この想定では、言語

を理解する過程と表現の過程はまったく無干渉

であり、それぞれ学ばなくてはならないのであ

るJ(96頁)と指摘して、伝統的心理学がとる理

論的立場の再考を促している。

以上見てきたように、 FC論争は、第一に対象

者像、第二に、対象者のインペアメン トに関す

る理論、とりわけ、 言語とコミュニケーション、

そしてそのことに関わる知的能力に焦点を当て

てきた心理学理論をめぐって展開されたもので

あると理解することができる。しかし、これら

の論点は、「不思議なJ現象をどのように理解す

るかも含め、基盤となる理論的前提と密接に結

びついているため、それぞれの理論の認識論的

基盤を検討する作業が必要である。

(2) r知的障害Jカテゴリーが意味するもの

一排除されるべき人々一

意思疎通の困難な重度知的障害がある人々と

して範略化されている中核には、「自閉症jと診

断されてきた人々がいる。「自閉症Jという診断

については、これまでさまざまに議論されてき

たが、現在もその議論は続いていると言ってよ

し、。

「自閉症jと医学モデル

診断基準の国際的な標準化を試みている精神

医学領域1りでは、「自閉症Jは症候群として取り

扱われるようになり、 2013年に、米国精神医学

会が新たに出した診断基準 (DSM-5)で採用さ

れた「自閉症Jを含む発達障害について、千住

淳[2014]は、次のように説明している。すなわち、

「子どもの発達のきわめて早い時期から現れ、そ

の発達過程(育ち方)に大きな影響を与えるこ

とから発達障害と呼ばれています。発達障害は、

体の一部である f脳jの発達の軌跡が発達障害

をもたない 『その他大勢』の人たちと違ってく

ることにより、日常生活や他人との関わり、学

業などに影響が出てくる状態としてとらえるこ

とができます。J(16頁)そして、このような発

達障害の定義の下位カテゴリーに、「自閉症スペ

クトラム障害 (自閉症IASD)Jf注意欠陥/多動

症 (AD/HD)Jf特定学習障害 (LD)Jf発達性協

調運動障害Jfチック障害Jf知的発達障害 (IDD)J

f言語発達障害Jが置かれることとなった。

そして、新たなDSM-5の発達隊害に関する医学

的診断基準の特徴について、千住は、次のように

述べている。DSM-5では、 「自閉症Jは、 2つの行

動特徴 (対人コミュニケーションの困難さ、こ

だわり ・常同行動の重さ)があり、重症度を支

援の必要な程度(レベル1:サポートが必要、レ

ベル2:多くのサポートが必要、レベル 3:非常

に多くのサポートが必要の三段階)によって

把握される、「自閉症スペクトラム障害 (Autism

S阿 国mD即時r)Jという診断名に統一されたへ

また、新たな診断基準が設けられた背景には、

これまでの診断基準 (1994年に発表されたDSM-

W、2∞0年のDSM-N-TR)では、 「広範性発達際
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害」というカテゴリーの中に、発達初期に言葉

のおく れが見られれば 「自問性障害J、見られな

ければ[アスペルガー障害J、さらに自間性障害

やアスペルガ一際筈の基準にやや満たない場合

は 「その他特定不能の広範性発達障害」といっ

た分け方がなされていた。しかしながら、分類

することに主眼がおかれた、この診断方法につ

いては、たとえば、 「自問性障害Jの診断を受け

ても「アスペルガー障害Jの診断を受けた人と

ほとんど変わらないことばの発達を見せる人も

多く、「高機能自閉症Jと呼ぶ動きがみられるな

ど、同じ診断名においても個人差が広く批判も

あったという。そこで、新しい診断基準 (DSM・

5)では、同じ個人に対して複数の診断を行うこ

とが可能になり、「自閉症Jと診断される人々に

も多様性があることが認められることになった

と言う。このことで、例えば 「自閉症Jと 「注

意欠陥/多動性障害 (AD/HD)J、あるいは 「自

閉症」と 「学習障害」といったように二つ以上

の診断を受けることができるようになり、 一人

ひとりの個人に対して、「知的発達障害を伴う自

閉症Jr学習障害を伴う自閉症Jなど診断の組み

合わせと障害の重さを総合的に記述することが

可能となったと言う。

以上の説明から推測されることは、症候群と

して捉えられた 「自閉症」は、病因論でない、

統計的手法を用いたDSMによって、これまでは、

ことばの発達と知的障害 ([Q)を捉えて、知的

障害がある自閉性障害と知的際筈がないアスペ

1レガー症候群 (高機能自閉症)の診断を区分し

てきたが、発達期の個人の経過を見ると必ずし

も 「ことばの発達Jと 「知的障害 ([Q)Jでは予

測がつかないことから、 DSMの特徴である多紬

診断をより強め、「自閉症スペクトラム障害」と

命名された「自閉症Jの2つの中核症状 (対人

コミュニケーションの困難さ、こだわり ・常同

行動の重さのスペクトラム)と 「知的障害jの

併記を認めることによって個人の診断のむずか

しさ (医師問の不一致)を回避するようにした

こと、また、「知的障害」と誤診する可能性を低

めることを狙ったと考えられる問。

ところで、精神科医である小湾勲は、著書 『自

閉症とは何かJ[198412∞7]において、そもそも

「自閉症」とは何を目的として対象化されたので

あろうか、そしてなにゆえにそのような医学が

成立しているのか、研究者は何をしようとして

いるのかと問いかけ、自らの研究 [小淳、 1974]

にあった能力主義的思考法への自己批判も含め

て、これまでの医学的概念、医学的枠組みにつ

いて批判的検討を加えている。そして、自閉症

診断をめぐって理論を形成してきた諸学説が、

どのような社会的背景において唱えられてきた

か、また、医師や研究者といった専門家集団は

どのような態度で対象となる子どもたちを扱っ

てきたかについて言及し、さらに、その背景と

なる国家の意図について疑問を呈した。

まず、小津は、日本における f自閉症」に関

する学説の受容の歴史を分析するなかで、 196。
年代の学説および日本の学界の状況について、

次のように述べている。すなわち、日本におい

ては1950年代に、特有な言語症状、良好な認知

能力、脳障害の否定、特有な家族的背景などを

あげたレオ ・カナーの自閉症概念叫が紹介され

受容されていくなかで、 fl960年に日本児童精神

医学会が設立されてからは自閉症がつねに学会

のメインテーマの一つでありつづけた。(中略)

わが国の学会では、自閉症というものの存在の

認否から論議が始まり、その存在が認められる

や、自閉症の疾病給的位置づけをめぐって延々

と議論が続けられていった。(中略)そしてこの

199 



200 

『人権問題研究J14号

ような事態をさらに錯綜させたのは、アスペルガー

の『自問的精神病質』概念の輸入であった15)。ヵ

ナー・牧田 (清志:精神科医一引用者注)に代

表される自閉症=分裂病説16)と、アスペルガー・

平井 (信義:小鬼科医一引用者注)に代表され

る自閉症=性格偏街説とが論争の中心舞台で火

花を散らし、ついには自閉症にはカナー型とア

スペルガー型という類型が存在するかのごとき

奇妙な様相さえ呈したのであったJ(19頁)と言

う。小j撃は、 1965年の第6回日本児童精神医学

会で特別講演に招かれたハンス・アスペルガー

が、「自閉症にカナー型とアスペルガー型がある

ことを力説し、カナー型には、重度の伝達障害

があり知的能力が低いのに対して、アスペルガー

型では言語習得も早く、知的能力の優位性、思考・

体験の独創性がある、と述べた。そして、この

アスペルガー型こそ、自閉症の中核症例と考え

るべきである、と主張したJ(58頁)と言う。こ

のことから、「アスペルガーあるいは平井が、 『知

能の高いj症例をその典型例と考えたことはほ

ぼ間違いがないJ(66頁)と指摘する。平井は、「治

療教育論Jの立場に立つ 「アスペJレガーと同様、

自閉症を正常の偏傍(variant)と見なす立場をと

りたいJと明言するが、結果的には、平井は、「予

後の悪いJカナー型 (精神科担当)、「予後の良いJ

アスペルガー型 (小児科担当)としてそれぞれ

が棲み分ける奇妙な類型学を作ることによって、

自らは 「予後の良いJ<アスペルガー型〉症例に

しがみつくことで能力主義的教育論へと傾斜し

てしまった、と小湾[19悦12∞7: 60-71]は分析

する。そして、 「分裂病といわれると疎外的に扱

われる」から分裂病と言わない方がよいという

認識に見るような、現代精神医療の根幹にある

分裂病観の問題性だけでなく、 〈重度〉の自閉症

児には、絶対的予後不良の熔印が押され、平井

の治療教育論の枠組みから排除されていったと

言う。つまり、この時点で治療効果の有無は 「知

能の高さjと関連があり、「予後の悪いJ自閉症児、

言い換えれば、意思疎通が困難な 「知能が低い」

重度知的障害児は、治療教育論の枠組みから排

除されたと理解できょう。

こうした学界の動きについて小津は、f1970年

代以降、自閉症は生得的能力欠損に基づく発達

障害であるとする通説が一般化してきているが、

ここにあげたような不毛の議論が1960年代には

くりひろげられたのである。しかもこの不毛を

総括することなく、 70年代以降の通説へとのり

移り的に転向した研究者が多く、その安易さが

現在の通説のもつ論理的脆弱さに結びつき、人

と人との関係性を排除した生物学主義への道を

掃き清めたJ(20頁)と分析している。

小津によれば、 1960年代自閉症論が大きな改

変を余儀なくされていく、その変化のきっかけ

は二つあり、第一の衝撃は、自閉症児における

脳障害所見の頻発によってもたらされたことで

あると言う。それまで、自閉症=分裂病説を唱

えた人々にとって、分裂病には器質的要因はな

いとされ、脳障害の発現と思われる所見が認め

られれば、その症例は自閉症概念から排除され

るべきものとされていた。それが、脳波所見な

ど脳器質性障害の所見がつぎつぎと出されたこ

とにより、誤診と見なすことができな くなり、

自閉症=非器質説=分裂病説が崩壊した。

そして第二の衝撃は自閉症児の予後研究に

よってもたらされたと言う。1971年に、カナー

自身が、最初の論文で 「情緒的接触の自閉性障害J

として報告した対象者への約27年後を調査した

予後報告で、社会適応という点から 「予後が悪

いjという悲観的結論が出たこと、加えて、精

神分析的治療、オペラント条件付け、向精神薬、
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治療教育、両親の精神療法などの治療手段がす

べて一時的あるいは断片的効果をあげたにすぎ

ないという結果が出たことによって、学説は 「心

理学主義から生物学主義へ」と大きく方向転換

をとげたと言う。そうして、 1970年中期以降、

わが国の自閉症論は生物学主義的色彩を濃くし

ていき、そして 「自閉症とは脳降客に基づく能

力欠損、あるいは発達障害であるJという考え

がほぼ定式化し、精神遅滞や言語障害あるいは

学習障害に近い発達障害という位置へと移動し

たと述べる。

カナーによる自閉症児の 「予後が悪いjとい

う追跡調査の結果が出たことによ って、 1970年

代の自閉症論は、「脳損傷に起因する言語 ・認知

能力の欠陥を一次隊筈とする発達障害Jとして、

自閉症を脳障害に還元したイギリスの児童精神

医学者マイケル・ラターの f言語 ・認知降客説J

が主流となる。ラターらは、 1960年代の自閉症

論への疑問から研究を進めていたが、 1967年の

論文で、予後を規定する因子を、fIQと話しこと

ばの有無であるJとした。すなわち、予後に関

与するすべての項目の中でもっとも重要なもの

は症児の知能テストに対する反応であり、テス

ト不能の症例は長期の追跡調査によっても実際

に重度の遅滞児であることが明らかになったと

いう。また、証明{まされていないが、言語・認

知の欠陥が自閉症の一次的障害であり、社会的、

行動的異常は二次的結果として生ずることを示

唆しているとして、従来の、精神病児の言語 ・

認知提言害は病児の自問的引きこもりから二次的

に生ずるという考え方から、自閉と認知障害の

因果関連が逆転されることになった。

ラターは、その後、「自閉症Jを一つの疾患単

位と見なすことはもはや不可能であるという結

論に立ち、症候群という考え方に移行する。こ

のラターの考えは、イギリスにおいて1980年代

に普及する、「知的に遅れがなくことばを流暢に

話せるが対人関係において深刻な問題を抱える

成人症例」に対して 「アスペJレガー症候群Jと

いう診断名を提唱し、その後、現在の「自閉症

スペクトラム症候群J概念を最初に提唱した、

ローナ・ウイングの学説171につながっていく。

現在の多勃診断法に基づく DMS-5では、発達

障害の下位カテゴリーとして「自閉症スペクト

ラム障害 (ASD)J概念が提唱され、 「知的障害」

の有無が併記されるようになったことはすでに

述べたとおりである。

これら「自閉症Jをめ ぐる学説史を見ても、

現代の 「自閉症」論は、 1970年代の脳障害に還

元された自閉症論が定式化され、生物学的原因

についても、 「自閉症Jの本態をめぐる問題は解

明されないまま今日まで来ており、また、 DSM

の社会的役割は、対象となる子どもの分別のた

めに、医師問の診断結果の一致をより目指して、

診断結果を多様な社会的場面で利用可能にして

いく道具として求められてきたと言えよう。

「医学モデルjの問題

ところで、現状の医学的研究について、小湾

勲 [1984/2∞7Jは、「自閉症」に関しでも諸説

が入り乱れ収拾がつかない状態にあるとして、

1970年代の心理学主義から生物学主義への移行

については科学的知見による蓄積によ って理論

を構築するという姿勢に対しては評価しつつも、

現在流通している近代医学の枠組みである「医

学モデルJに関する重要な問題の指摘を行って

いる。小i撃は個々の学説を詳細に議論している

が、主に次の 3点を、 「医学モデルjの問題とし

て取り上げている。すなわち、第一に、予後研

究に内在する基本的問題について、第二に、近
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代医学方法論について、第三に、実験室研究に

おける研究者の対象児へのまなざしについてで

ある。

まず、 1970年代の自閉症論の転回をもたらし

た予後研究についてである。すでに述べたよう

カナーの症例の「予後が悪い」とされた研

究結果が注目され、また、ラターが予後を規定

する要因として、fIQとことばの発達」を挙げた

ことから、 「言語 ・認知障害説」という自閉症論

が定式化されていく。しかしながら、この「予

後Jという考え方にひそむ問題について、小津は、

次のように述べる。すなわち、 「予後J概念は、

〈個体内〉が前提とされた近代医学思想という明

確な立場性を持った抽象過程を認容することに

よってはじめて成立するものである。つまり、

「現代医学において、一個体を医学・医療の対象

とするとき、その個体が置かれた系あるいは関

係性から切り離し、他を捨象するのを常とする。

その抽象化が正当とされる範囲においてのみ予

後研究の前提は成立する。何故ならば、われわ

れのように自閉という現象を関係性のなかでと

らえようとすれば、 その くなりゆき〉は関係性

の展開のなかに求められるのであって、それが

関係性の一つの極である症児のもつ条件によっ

て規定を受けることを否定するものではないが、

本質的には予後という考え方にはなじまないも

のとなろう。次に 〈疾病過程〉とはある事態が

個体内の異常に帰せられ、さらにその異常性が

身体性へと還元されたときの概念と考えられる。

(中略)(異常〉が固定的であり、変動しないも

のと見られるならば、一般的には予後という概

念は適用されない。例えば、精神遅滞の予後と

いういい方は一般的にはなされない。アカデミ

ズムにおいて発達による変化は想定されても、

精神遅滞そのものの特異な経過と転婦という考

え方は成立し得ないと考えられているからであ

るJ(192頁)と、 そもそも人と人との関係性に

関わる社会的人間についての研究課題を、関係

から閉じた個体内での発想しか持ち得ない医学

的枠組みを適用する研究のあり方について問題

提起する。

第二の問題は、近代医学方法論にかかわる問

題である。「言語 ・認知障害説」の立場にいる研

究者に対して、小津は次の疑問を述べる。一つに、

各研究者間でデータの一つ一つについても食い

違いや解釈の違いがあり、断片的知見でしかな

く、 自閉症に特異な言語障害、認知障害の本質

がなんら明確にされていない。少なくとも、生

物学的基礎と関連づけようとすれば、少なくと

も心的現象に対する厳密な把握が前提にされな

ければならない。二つに、提示されている笑験

結果が対象の相対的な構造の中でいかに位置づ

けられるのかについてはま ったく論じられてい

ない。さらに、 これほど相反する結果が提出さ

れ、その結果に基づく推論に対しでも反論が数

多く出されていながら、各研究者が「言語・認

知障害説jに立つ同類として認め合っている不

思議さを指摘する。これは、 「結果や推論のくい

違いを超えて存在するかれらの方法論上の共通

性にあると思われる。つまり、かれらは近代科

学の操作可能性、数量化可能性に依拠する立場

に立ち、近代医学の生物学主義への信仰を武器

に試行錯誤を繰り返していけば、いつかは自閉

痕の病態解明にいたることができると考える同

ーのストラテジーを保持しているのである。か

れらの研究は、 (中略)生物学主義を先鋭化し、

脳神話18)の復活にいたるのである (傍点引用者)J

(243-244頁)と、そして、 むしろ、 「その方法論

に基本的な誤謬が存在するのではないかと疑っ

てみた方がよいJ(258頁)と述べる。



「知的障害j概念の脱梅築

第三の問題は、実験室研究における研究者の

自閉症児へのまなざしについてである。小i事は、

「実験室につれこまれた自閉症児のとまどいと拒

絶にかれら(研究者一引用者注)があまりに無

自覚であり、自らの行為が人体実験の最低の原

則からさえ逸脱していることに対する反省がな

いことであるJ(244頁)と述べ、自閉症児が実

験研究の対象として扱われ、人間として扱われ

ない問題を指摘する。「かれら (研究者一引用者

注)のまなざしは結局のところ健全者の欠如態

として症児を見る差別者のそれである。だから

こそ、言語 ・認知障害説によって捉えられた自

閉症児の姿は、テスターの前でのとまどいであ

り、実験室の中でのおびえであり、行動分析の

冷たい視線にさらされた不自然きなのである。

そして、何よりも問題とすべきは、(中略)言語・

認知障害説が人と人とのかかわりあいのなかで

症児を見つめる眼を失ってしまったことであるj

(308頁)と述べ、とりわけ、研究が言語問題か

ら、認知の問題へ、さらには脳損傷の部位へと、

抽象度を高め、生物学的課題に近づくにしたがっ

て、自閉症児が生物学的侵襲にさらされている

と指摘する問。

さらに、上記の 「医学モデルjの問題と同様

に、小i事勲は、認知心理学という学問の問題が、

「言語 ・認知障害説」に歪みをもたらしていると

指摘する。すなわち、第一に、認知心理学は、

対象とする領域を知的機能に限定していること、

ピア ジェは認知の発達を追うことに専念した。

第二に、 「人と人とのかかわりあいjを全く等閑

に付していること、そして、個体内の情報処理

過程にすべてを還元しようとする。確かに、認

知心理学も対人認知の問題は語るが、対人認知

や対人関係論ということによ って示されること

は、小i撃が 「人と人とのかかわりあい」として

示そうとすることとは異質なものであると指摘

する。また、個体内→個人間→社会という発達

についての考え方そのものについても賛同しが

たいと述べる。

なぜなら、近年の乳児に対する実験心理学的

研究の知見の多くは、イノセント (無知)な赤

ん坊というイメージを払拭しようとしているこ

とを指摘する。例えば、 「共鳴動作Jと呼ばれる

ものは、赤ん坊が感覚の洪水のなかに受け身に

おかれているのではなく、刺激を選択し、能動

的に反応していることを示すものである。つま

り、人と物との弁別は学習して習得するものと

いうより、エソロジカルな意味において赤ん坊

に備わっているのではないかと論ずる。

小浮は、「人は生まれ出たその瞬間から社会的

存在として、人と人とのかかわり合いのなかで

生きるべく定められているとすれば、まさに誕

生の瞬間からその社会の文化にさらされて、そ

の文化を何らかの形で受けつぐ以外に生きてい

く術はないのである。J(293頁)そして文化的所

産が「人を介して赤ん坊の前にもたらされ、赤

ん坊の能動的活動によ って彼らの内なる世界に

取り入れられていく 。J(293頁)rモノとの関係

と人びととのかかわりあい、外界を知ることと

感情の動き、生理的レベルと文化的レベルはそ

れぞれ相互に畿然と分かち得るものでないとい

うことであるJ(295頁)と述べ、 「言語 ・認知

隊筈説は発達連関の考祭ぬきに言語・認知障害

を一次的隊筈として取り出し、対人関係の問題

や情動の問題を二次的なものとして説明してみ

せるという、本来、解きょうのない難題を自ら

のうちに抱えこんでしま った。おそらく、それ

は言語 ・認知障害説のもつ生物学主義的偏向の

必然的帰結であったろうし、発達論的に見れば、

ある段階以降は情動と認知、対人関係と対物関
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係とが一見裁然と区別されているかに見える正

常発達の見かけにとらわれてしまった結果であ

ろう。それはまた、障害児を正常発達からの歪

みあるいは欠陥とみる思想性に起因するもので

ある。いうまでもなく、 われわれにとっては障

害児の発達も健常児の発達も、本質的にはそれ

ぞれに特殊なー形態にすぎない (傍点引用者)J

(296頁)とする。つまり、「正常発達Jする健常

児とは違う生物学的異種として、障害児を、「欠

陥Jカテゴリーとして括りだし、理論仮説を立

てる研究方法に対する疑問の指摘であり、結局

のところ、それでは人間の本質、 ひいては 「白

閉症」を説明することはできないと断ずる。

認知にしても、 言語にしても、子どもの生活

世界の中で位置づけられることによって、はじ

めて意味をもつことであり、言語・認知障害説は、

人と人との 〈交通性〉も、子どもの生活世界も

捨象していると、小湾は、認知心理学の根本的

問題を指摘する。

さらに、 ことばの獲得については、小i撃は次

のように述べる。「コトパは突然獲得されるもの

ではなく、 コトパ以前に生起するさまざまな出

来事を重んじなければならないということであ

る。(中略) コトパを考えていくためにはその基

盤として記号的行動を解き明かすという課題、

つまり個別の感性的体験から対象の共通性や代

表性を抽出していく過程を考えていく必要があ

る。それは体験のなかからある一群を他から分

節化し、差異づける行為と言い換えてもよい。

次いで、それらの一群に命名することが必要と

され、命名することによって 〈差異づけ〉はか

なり明確になっていく 。(中略)その過程はけっ

して抽象能力、概念化の能力といった個体内の

知的能力に還元されるものではなく、深い情動

性の関与と、人と人とのかかわりあいを場とし

た子どもの生活世界の分節化のなかで形成され

る筈のものである。J(298頁)と述べる。

以上のように、小浮は、いまや定説になった

かに見える言語 ・認知隊害説も、いまだ仮説の

域を出ず、正確には、言語・認知障害説は自問

症へのアプローチに際してなされた、生物学主

義的な方法論的選択にすぎないと結論する加。

このように、すべての事象を個や実体に還元

する近代主義的発想による「医学モデルJの問

題を指摘した小津勲は、自閉症児に対する理解、

そして向かうべき研究はどのような研究枠組み

であるべきだと考えているのだろうか。小津は、

すべてを脳に還元する生物学主義的な個体に限

定した研究モデルではなく、人と人との関わり

の場である子どもの生活世界のなかで子どもの

発達を全体的に捉えるモデル、つま り、個体的

モデルではなく、関係論的モデルでなければな

らず、また、障害児を正常発達の欠損と捉える

ものではなく、障害児も健常児もともに人間発

達のー特殊型として捉える全体論的なアプロー

チの研究枠組みでなければならないとする。

1960年代、 1970年代の自閉症論を総括して、

小津 [1984/2∞7]は医学モデルによる専門科学

の役割が、当事者支援に向かわず、重度知的障

害児を社会から排除するために障害児と健常児

を、あるいは自閉症児のなかでも知的障害があ

る子どもとそうでない子どもを選り分ける道具

を提供してきたと、次のように分析した。すな

わち、 「児童精神医学界は自閉症論に限らず、脳

神話の復活を思わせるかのようにすべてを脳に

還元しつくしてみせる生物学主義と病児あるい

はその家族への社会的、道徳的非難を基調とす

る心理主義とに分解しつつ退廃の極みに達して

いる。そして国家はこのような傾向をきわめて

巧妙に障害児・者差別と管理に利用しているの
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であるJ(10頁)と述べる。そして、「障害児処

遇をつらぬく国家の意思あるいは思想的原理は、

端的に言えば能力主義と社会防衛鎗である。もっ

とも、能力主義とは基本的には人間を労働力商

品としてみるところから発生するものであり、

社会防衛論とは権力が狭義には治安の問題とし

て被支配者に社会的規範を強制する構造である

から、単に障害児処遇に関するものとしてみる

べきではない。だが、障害児処遇において、こ

のよう な国家的意思はも っとも鮮明な形で現れ

ているJ(380頁)として自閉症児は、排除すべ

き人間として先に定められていた、と述べる。

「自閉症という範暗は、 『自閉症と言っても普

通の子どもと変わりないjという見方によって

成立したものではなく、その対極になる 『取扱

が困難であるという行動上の難点jを持つ子ど

もを分類し、隔離、排除しようとする現実状況

を基盤にしてはじめて成立するものであるJ(555 

頁)と小津が総括したところの、これらの問題

はいずれも、現在の「隊筈の医学モデル」の問

題として引き継がれている。

排除カテゴリーとしての「知的障害J概念

クリストファー・クリーワーら [Klieweret al.， 

2006]は、これまでのアメリカの歴史において、

知性が劣る存在であるとされたマイノリティ ー

の経験を例に取り上げ、個人の綴字能力 (読み

書きすることができる能力)の有禁が、その時

代の文化が作る人間観を反映していることを明

らかにしている。

著者らが識字能力を疑われた例として取り上

げた 2事例は、ひとりは思春期の黒人女性奴隷

という立場の18世紀の詩人であり、もうひとり

は盲聾唖という障害をもっ20世紀の10代の女性

作家である。二人とも当時の社会において、 一

人前の人間 (市民)として認められていない存

在であり、創造的な作品を作ることは不可能と

された存在であった。そのことが、識字能力を

疑われた理由であった。

まず、最初の事例は、アメリカの奴隷制度時

代のことである。7歳の時に西アフリカから奴

隷として逮れてこられた17歳の女性 (フィリス ・

ウイートリー)は、ポストンに着いて 4年後の

11歳の時に初めての詩を書いてから何百もの詩

を書き記していた。1772年のこと、彼女が才能

ある詩人であることをウイートリ一家の主人が

見抜き、彼女の詩集を出版したいと思いつくが、

その際、主人は、アフリカからの奴隷が、文字

での高い芸術を生みだすことができる識字能力

があることを皆に証明するために、後々疑われ

ないように法廷でマサチューセッツ州知事らを

含む18人の有識者白人男性を前に、彼女に対し

て識字能力を示すことを促した。つまり、出版

するに当たって、その詩の作者が本当に彼女で

あるかどうかを証明する責任を、彼女自らが負

わなければならなかったのである。当時、 ヨー

ロッパと13の植民地 (アメリカ建国の州)の社

会の主流にいる白人にとって、多くのアフリカ

の人々とかれらの子孫は人間的知性が全くない

と広く思われていた。例えば、 18世紀半ばの哲

学者であり歴史学者のデビッド・ヒュームは、 『国

民性について(OfNational Characlers) Jというエッ

セイ で、アフリカ人は「先天的に白人より劣っ

ており、意図的行動や推論を行うことができな

い。かれらの聞に精巧な物を作る者はおらず、

芸術も科学もないJと断言し、また、ウイート

リーと同時期の哲学者のエマニュエル・カント

は、アフリカ人は「先天的につまらないもの以

外の感情を持たない」と断言した、という時代

である。仮に彼女が文字を舎けたとしても、そ
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れはたんなる反応にすぎないとされた。この時

代の文化は、黒人や女性を人間として低く見る

ことによって、想像力や批判的思考を含む、本

当の識字能力を手に入れることは不可能だとい

う前提に立っていたのである。

二つ自の事例は、ウイ ートリーの時代から約

120年後、盲聾唖という障害をもち小説を舎いた

ヘレン・ケラーの例である。生後すぐの病気で

盲ろう者となった11歳のへレン ・ケラーも同様

にして、彼女の小説が盗作ではないかとの疑い

に対し、パーキンス盲学校の 9人の高等役員の

前で、彼女自らが、オリジナルのフィクション

を書くことができるかどうかを証明する糞任を

負わされた。ヘレン・ケラーの場合は、匿名の

読者から彼女の小説が盗作であると疑われ、彼

女の教師であるアン・サリヴァンは、ペテン師

とされた。当時の心理学者からは彼女の舎いた

ものは文学的価値がないと酷評されるが、これ

らは、へレン・ケラーの創作能力と、当時の人

びとが盲ろう者というイメージから想像した能

力とのギャ ップから起きたことにほかならない

と著者らは分析する。

以上から、クリーワー らは「知性の定義は伝

統的に識字能力に根ざしている」こと、そして、

マイノリティーの立場に置かれている人々はつ

ねに知性が劣るとその時代の文化によって安易

に決めつけられ、教育不可能であるという社会

的偏見から識字へアクセスすることが制度的に

制限されていたという事実があったこと を指摘

する。このことを、 クリーワーらは「文化的に

非人間化されることによ って見えなくされた識

字能力」と論じている。そして、翻って現在は、

「知的障害Jがあると見なされている人々の識字

へのアクセス困難な状況が作られ、これら二つ

の歴史的事実と重なると述べる。つまり、外見

と識字能力とが容易に結びつけられ、かりに何

かを創作したとしても、低く評価されるか、あ

るいは、ありえないこと だと断言されることに

なると言う。

つまり、かつての奴隷制度時代の黒人奴隷と

同様に、また、重度の隊害があるとされ、また

外観からも容易に知性があると認められなかっ

たへレン・ケラーの例のように、現在においては、

「知的障害jがあると見なされている人々が、識

字能力を持つ市民であることを否定され、教育

を受ける権利を奪われている現実があることを

指摘している。

そこでクリーワーらは、 「知的障害Jがあると

診断された結果でもって、専門家が本人にどの

ような態度を取るのかについて、かつて 「知的

障害Jがあると診断されたが現在は識字能力を

持つと認められている人々を対象に事例研究を

行った。その結果、特別教育教師は、担当する

生徒に 「知的障害Jがあると知ったときからす

でに識字教育を放棄している事実があった。つ

まり、知的障害児を前に多くの専門家は、専門

家の権限を形作るルールによって、現実に起こっ

ている目の前の事実をありのままにとらえるこ

とができない。「知的障害Jがあるということは、

知的発達をする潜在能力はなく、識字能力はな

いと言うことを意味し、その思い込みによって、

識字教育が放棄される。つまり、思い込みが先

行し、現実に起こっていることをありのままに

見ることができない。この不可視性は識字能力

を育てる活動に出会う機会の欠如でもあると指

摘する。つまり、 「知的障害がある者jというカ

テゴリーに入れられた途端、文字で創造的表現

することは不可能であり、知的に成長すること

は不可能である、というカテゴリーに入れられ、

社会から放置されてしまうとクリーワーらは指
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摘している。仮に識字能力が証明されることに

なったとしても、その当事者の能力は認められ

でも、その事例は 「例外」と処理されてしまう。

ところで、欧米の例のみならず日本の近代の歴

史を振り返ってみても、先天的に話し言葉(口話)

が不自由なため、当初 「精神薄弱 (知的際害)J 

として精神遅滞の障害者カテゴリーに入れられ

た人々が、自らの立場を社会に承認させるため

に、例えば、 1950年代における脳性マヒ者の初

期の運動のように、脳性マヒ者と知的障害者を

混同する社会の風潮に対して 「迷惑このうえも

ないJr我々は知的障害者ではないJという社会

における知的障害と脳性マヒの同一視への抗議

があった[庚野俊輔、 2∞9a: 2∞9b]。

近代国家の成立の歴史において、国民教育の

ための近代学校教育制度導入に際して、生徒が

教育可能か否かを判断するためにIQテストの前

史が生まれたことはよく知られた事実である211。

学校教育制度における教育理論は、 19世紀、す

べての国民に対して教育を施すために生まれた

ヘルバル ト型教育にはじまり、 20世紀初頭に、

産業主義の原理に基づいた学習過程の合理化が

追求された社会的効率主義幼 に基づいた学校教

育の効率性を推進する基準を作り出す教育理論

として、それはまた分離特別教育を推進する教

育理論でもあったが、それら教育理論から障害

研究領域が成立したことは歴史の事実である。

近代国家側からすれば、 IQテストは、まさに、

排除されるべき人々(無能力者 ・成長不可能な

人々 )を特定する 「科学的J尺度の典型として

使用された。このことから明らかなように、社

会において、有用な人々でない、排除されるべ

き人々の医学カテゴリーとして「精神遅滞 (知

的It~答)J 概念がある。

一方、近代科学の進展とともに、 医学カテゴ

リーでいったんは無能力者として排除されるべ

き知的障害者の中に入れられた分類カテゴリー

から、つまり、「精神遅滞 (知的障害)Jのカ テ

ゴリーから再び拾いだされ、身体障害のカテゴ

リーに入れられて、識字能力を持つ人 と々 して

処遇されていく歴史が存在するル。例えば、時

代順に、ろう者 ・聴覚障害者、脳性マヒ者と続

く [要因、 2013]。それは、専門科学において、

話し言葉 (口話)の不十分さから、いったんは

健常児ではない集団 (障害児群)として括られ

知的能力が劣ると見なされた中から、科学的研

究の進展と共に、医学的理論からも、 雷語を理

解する知性をもっ人間として、排除カテゴリ ー

から脱出できた人々のグループでもあると言え

よう。 しかしながら、あくまでも教育は国家の

意図として行われることは変わらない。

このような近代教育史、ひいては近代社会史

から捉えれば、主流社会から、知的障害者と同

じカテゴリーに入ると見なされた人々から主張

された 「我々は知的障害者ではない」という当

事者の叫ぴは、 一面では、 主流社会による人間

へのまなざしと同様の「知的障害jがあるとみ

なされた人びとを排除する思想につながるもの

と理解されるが、 当時の彼らの視点から捉える

と、 主流社会に対し fわれわれは人間であるJ

という叫びであったとも解釈できる。しかしな

がら、そのような、人聞を差別する、社会的排

除のカテゴリーとして「知的障害j概念がある

ことを指摘しておかなければならない。

f観事実者からの視点」と 「当事者からの視点J

デヴィッド ・グード [Goode，1992]は、ダウ

ン症であると診断されたボピーという50歳の男

性の事例をもとに、観察者の視点から語られる

か、 当事者の視点から語られるか、どちらの視
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点から語られるかによって、彼の能力が異なっ

て理解されることを明らかにしている。すなわ

ち、文化人類学の方法論において、文化や人間

の営みを理解するための客観的、分析的、ある

いは臨床的なアプローチは、「エティック(観察

者)Jの視点 (eticperspective)と呼ばれている。

エティ ック(観察者)の視点は、その人の主観

的な、内部者からの視点である 「イーミ ック (当

事者)Jの視点 (emicperspective)とは区別される。

障害者への臨床的枠組みはもっぱらエティック

(観察者)の視点である傾向があり、欠陥を見つ

け除去する明確な指向性があり、対照的に、イー

ミック (当事者)の視点は、必然的に逸脱とさ

れた行動の価値や創造性を重視する。

例えば、ボピーの臨床記録は、次のようなも

のであったという。医療評価として、「ダウン症

であるJことが記され、コミュニケーション評

価は、「発話や言語のセラピーは、改善の予後診

断が乏しいため推奨できない・・・。クライアント

は基本的なニーズを満たすコミュニケーション

はできるが、複雑なアイデアを表現することは

できず、ほとんど理解することができない…。

彼とコミュニケーションをとることが難しい」、

認知的評価は「簡易版lQテストは、彼の精神年

齢がおよそ2.8歳であることを示した。臨床医は

ボピーが 『重度の脳障害を伴った重度の精神遅

滞である』と結論づけたJとあり、作業療法は、

「この領域で時間と労力を費やすことは予後診断

が不良のため推奨されない。彼は自力で機能す

ることは決してないため、クライアントは保護

された環境に置かれる必要があるJという、典

型的な記載であり、慢性的なインペアメントの

ある人の欠点探しをする観点が用いられたもの

である。グードは、これを、彼の人生につての 「観

察者からの評価Jと指摘する。

一方、当初、グードの研究チームは、参与観

察において彼とのコミュニケーションをビデオ

テープで記録していく中で、彼と会話をするこ

とは難しく、彼はやはり十分に物事を理解でき

ない人であり、周聞の人々から子どものような

関係を取らされる被害者であるとしか思えな

かった。しかし、同じ施設の仲間との会話を取っ

たビデオテープを機械的なスピードで処理して

聞く (発音のったなさを気にせず意味内容だけ

を取り出す)と、その話の内容がよくわかり、

その会話は、友人を配慮した非常に理にかなっ

た会話であることが了解された。つまり、知性

が感じられる複雑さを表現していたのである。

グードらは、いったん彼をそのように理解す

ることが出来るようになってからは、彼を知的

障害がある障害者としてではなく、彼を生活者

としてみることが出来るようになったと述べる。

そして、いったん生活者としての彼をとらえる

ことができるようになると、その後は、彼を、

単なる被害者ではなく、あらゆる情況下におい

て、 50歳の生活の知恵を発嫁している生活者と

して理解することができたと言う。とりわけ、

彼は親密な人々との関わりにおいて、なおいっ

そう能力ある人として生活していることを理解

することができたと指摘している刻。

「知的障害jをどのように捉えるのか

-AAMRの挑戦と課題一

専門家集団は「知的障害」をどのように

理解してきた のだろうか。時代を反映させ

て、定義を変化させてきた米国精神遅滞協会

(the American Assoc凶

AAMR)の近年の動きを見ておきたい [AAMR，

2002; 2∞'2=2∞4)0 1876年に創設された米国精

神遅滞協会は、 「精神遅滞 (知的障害)Jという



「知的障害」綴念の脱構築

状態の理解、定義および分類について基準を fマ

ニュアルjとして策定し、現在のDSMにも影響

を与える、「精神遅滞 (知的障害)Jの領域をリー

ドしてきた機関であるお)0 AAMR (1日AAMD)は、

1921年に精神衛生全国委員会と共同で、『マニユ

アルjの第 l版を出版して以来、ほほ10年おき

に 『マニュアルjの見直しをしてきた。この『マ

ニュアルjの変遺をたどることによって、「精神

遅滞 (知的障害)J概念が専門家集団からどのよ

うに捉えられてきたかの歴史をたどることがで

きる。

AAMRの 「精神遅滞 (知的障害)Jの定義の変

遷は、次の通りである [AAMR，2∞2=2004:序文]。

すなわち、 1957年には、病因論的分類体系と し

て第4版が出版され、 1959年には、用語と分類

に関した包括的なマニュアルとして第5版が出

版された。第5版の大きな変化は、 IQの上限を

平均より 1標準備差下に上げたこと (つまり、

IQがおよそ85以下)と知的態害の定義に適応行

動基準を加えたことであった。さらに、 1973年

の第6版は、 IQの上限を平均より 2標準備差に

下げた (およそIQ70以下)だけでなく、次のよ

うな、重要な変更を行った。すなわち、 1)平

均以下の全般的知的機能という用語の前に、明

らかにという語を挿入したこと、 2)発達期の

上限を16歳から18歳にあげたこと、 3)境界水

準の遅滞 (すなわち、 IQがおよそ70から85)を

除去したことである。そして、1983年の第8版は、

診断のためのIQ範囲の上限は、 ガイドラインで

あって、臨床的判断によっておよそ75まで延長

可能であることをさらに明確にした。

ところで、 以上のように、 AAMRの 「マニュ

アル (第8版)J までは、「精神遅滞 (知的障

どのIQの範囲害)Jの有無を決定するために、

までとするかの基準の議論、 とりわけIQの境界

域の議論が中心であり、 IQテストとあわせて適

応行動をみるという、 「医学モデルJに基づいて

きた。すなわち、「精神遅滞 (知的障害)Jを測

るIQテストの得点から、 同一年齢の全体の母集

団から相対的に範略化され、 「精神遅滞 (知的際

筈)Jの有無が判定されてきたのである。そして、

IQテストの不十分さを補うために、さらに日常

生活における適応行動を補足することによって、

「精神遅滞 (知的障害)Jを捉えてきたことが分

かる。

しかしながら、障害者の 「権利の章典 (SiII

of Rights) Jとも呼ばれる、 1990年に制定され

た [障害のあるアメリカ人法 (Americanswith 

Disabilities Act: ADA) Jが成立して後の、第9版

以降は、 「精神遅滞 (知的障害)Jの理解に、 さ

まざまな点で大きな変化が見られるようになる。

1992年の第9版になると、 IQガイドライン (上

限は70から75以下)は変更しないものの、以前

の定義と分類体系から次の4つの点が大きく異

なった [AAMR，2002=2∞4:序文]。 すなわち、

1 )知的障害は機能の状態であるという理解を表

明したこと、 2)知的隊害をもっ人びとが必要

としている支援体系を記述するとともに、支援

の強度で分類されるべきことを明確に述べたこ

と、 3 )知的障害を、個人によってのみ表現さ

れる絶対的な形質という見方 (医学モデlレー引

用者注)から、制約された知的機能を有する倒

人と環境との聞の相互作用の表現へのモデル (生

態学的アプローチー引用者注)への転換を表す

こと、 そして、 4)適応行動の概念を全般的な

記述から特定の適応スキルの明確化へと、 もう

一段階進めたことである。

さらに、 2∞2年に出版された第10版 f精神遅

滞:定義、分類および支援体系』は、第9版か

らの10年間の経験と批判を反映させ、公開討論
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会を開いて最終版を作成した。公開討論会を通

しての最も大きな批判は、「精神遅滞(知的障

害)Jという用語の使用についてである [AAMR，

2∞2:幻i-"iiiJと言う。とりわけ、専門家と当事

者の間での立場の違いが大きいことが推測され

る。すなわち、 「この際害を有する多くの人たち

は、それが熔印を押すものであることと、複雑

な人間についての包括的な要約としてしばしば

誤って用いられることから、この用語の除去を

力説している。多くのグループの慎重な審議の

結果、同じことを意味する受け入れ可能な変わ

るべき用語についての合意がなかった。したがっ

て、この時J点で、われわれはこの用語を、その

認められた欠点にもかかわらず、除去でき なかっ

た(傍線引用者)J [AAMR， 2002=2004: "iv Jと

して、 AAMR用語と分類委員会は、 「精神遅滞 (知

的障害)Jという用語をそのまま残したと述べる。

つま り、このように、知的障害の領域は、 「知的

障害J概念の問題に寄り添いつつも、命名、定義、

および分類に関しでも、現在のところ流動的で

あり、議論のまっただ中にあると言えよう。

しかしながら、知的障害を有する人びとを理

解し援助することを意図して作成したと述べる

第9版、第10版の興味深い変更点は、前述した

第9版の大きな変更点の 3)に見るように、 「障

害jを、「社会的情況における当該億人の機能制

約の表現であり、その個人の実在する不利益を

表現するものJと捉え、医学モデルそのものを

採用するのではなく、「生態学的アプローチJを

採用しようとしている点にある。その点がもっ

ともよく反映されている記述は、 『マニュアル (第

10版)jの第3章 「知的障害の多次元性Jの「次

元V:情況 (Context)一諸環境と文化一J[AAMR， 

2002: 47-49Jについてと、第9章 「知的障害を

有する人への支援の適用」に記述された、生態

学的かっ平等主義を基礎においた支援を明確に

した「支援モデル」である [AAMR，2002:145-

168J。その影響は、支援のあり方にあり、支援モ

デJレは、次の4つの幅広い運動から現実化する

[AAMR，2∞2: 204J と言う。すなわち、 1)本

人の成長、発達、選択、決定、およびエンパワー

メントを重視する本人中心の計画、 2)個人一

環境の相互作用の力と本人中心支援計画による

機能制約軽減を強調する障害への生態学的アプ

ローチ、 3)生活の質、質を高める技術、およ

び質に関する成果を強調する質の変革、および、

4)インクルージョンと機会の開発の原則に基

づいた、普通の環境の中でのサーピスと支援の

提供である。この支援モデルによって、知的障

害を有する人に対するサービスや支援が地域社

会のなかへと移り、そして、地域社会のなかに

いること (beingin)と地域社会の一員として存

在すること (beingof) との違いが明らかになる

につれて、 M 自然な支援 (natura)support)" もま

た実践されはじめている [AAMR、2∞2=2∞4:

192] と言う。生態学的アプローチにおいて

AAMRが採用した、 「情況 (context)Jは次の三

つのレベルであり、(1)当該個人と家族そして

/あるいは擁護者の直接的な社会情況(ミクロ

システム)のレベル、 (2)近隣、地域や、教育

ないしハピリテーションサーピスあるいは支援

機関(メゾシステム)のレベル、 (3)文化、社

会、地方自治体、国あるいは社会政治的勢力 (マ

クロシステムないしメガシステム)のレベルで

ある。そして、個人の支援ニーズの強度は、そ

の人が支援を必要とする生活環境によって異な

る可能性をもち、支援提供の制度を、知的障害

を有する人のために特別なサービスをできるだ

け多くっくり、利用させるという従来の制度中

心の方式 (system-centeredapproach)から、本人
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中心の支援 (person・cenleredsupport)に実践目標

を変革する必要を訴えている EAAMR，2∞2=2004・
172-173J。

以上のように、アメリカにおいては、近年少

しずつ変化を見せている「精神遅滞 (知的隊害)J

概念ではあるが、歴史的に見て、近代社会の社

会秩序構築、およびそれを支える学校教育制度

の構築に当たって導入されたIQテスト による人

間の分別(統計的にみて教育不可能なー鮮を特

別に囲い込む)によって、名づけられた 「精神

遅滞 (知的障害)Jという用語は、知的障害があ

ると診断された人々を「非文化的な存在Jとし

てスティグマ化してきた。古い分類システム (軽

度、中度、重度、最重度)ではなく、生態学的

アプローチによる個別支援システムの構築は、

真の支援が明らかとなり、個人のニーズと個別

的な支援の間の不整合をなくしていくことに挑

戦している。

しかしながら、 AAMRは、 「精神遅滞 (知的障

害)Jの定義を変化させてきたとはいえ、 医学的、

心理学的および社会的な能力障害モデルを統合

しようとしている点において同じであるとして、

lCF E世界保健機構、 2∞lJの 「健康状態の (疾

病や障害)J r身体機能と構造 (機能障害)Jの

なかに能力障害として、個体論的なアプローチ

で 「知的障害Jが位置づけられている。したがっ

て、現在のところ、知能とは全般的な精神的能

力 (ageneral menlal capability)であり、 IQ得点

によって最もよく表されるとしてIQテストによ

る診断を採用している ことに変化はない。現在

においても医学モデルを用いて研究する専門家、

および行政が従来型のサービス提供の範囲を決

めるために、知能の評価と適応行動の評価を精

神遅滞 (知的障害)の操作的基準とした医学モ

デルは用いられている。つまり、人間の中の統

計的一群を括りだすことに変化はなく、その点

において、人間を生物学的個体アプローチによっ

て見る医学モデルと、環境に埋め込まれた身体

と見る生態学的アプローチの並立が見られ、し

たがって、支援モデjレに理論的矛盾が見られ

る。このことが、定義において、専門家と当事

者のグループにおいて合意が得られない理由で

あろう。その理由の一つには、医学モデルに基

づく診断を保持しなければならない社会的現実

があるからだと理解される。もう一つの理由と

して、人間と環境との相互作用と見る、 AAMR

が採用している生態学的アプローチは、発達心

理学者のユーリー・プロンフェンプレンナーの

理論[1979=1的6]であり、必ずしも、生態学的

環境に埋め込まれた人間、そして環境の中にあ

る情報をピックアップする人間という存在を理

解する生態学的心理学をうち立てたジェームズ・

J・ギプソンの生態学的視覚論をベースにしたも

のではないため、新しいパラダイムに十分にな

り得ていない点が考えられる。すなわち、認識

論の違いが明確でなく、また、当該個人と家族

そして/あるいは擁護者の直接的な社会情況(ミ

クロシステム)のレベルへの分析が十分でない

ことからくると考えられる。

AAMRは、これまでの医学モデルに挑戦しな

がら も、 「精神遅滞 (知的障害)Jという実体を

保持することによって、個体論的アプローチを

保持しているため、両論併記という形で矛盾を

抱え込んでいると言えよう。社会のなかからIQ

テストを用いて統計的に一群の個体を取り出す

という手法は、また、社会的適応行動として個

体の外見から判断する手法は、環境に埋め込ま

れた人間の本質を理解することにはならない。
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3.個体能力論から生態学的環境に

埋め込まれた能力潜在論へ
一認知心理学 (間後知覚諭)から生態学的

心理学 (直接知覚論)へー

これまでの議論をまとめると、従来の 「障害j

に関わる研究は、知的障害者あるいは精神障害

者を欠陥ある存在として取扱い、その個体を排

除した上で、 i(正常な)人間とは何かJという

理論を構築してきたと言えよう。つまり、研究

者が意図する、しないとにかかわらず、それら

の理論に立っかぎり、知的障害、あるいは精神

障害があると見なされた人々は、欠損型として

社会の主流から排除され、人間として認められ

ないという現実が生みだされるのである。とこ

ろで、一般に知的障害とは、知的機能の欠損と

見なされているが、知的機能はどのようにして

特定されるのだろうか。

「医学モデル」の理論的問題点をいち早く指摘

した、精神科医の小浮勲が求める新しい研究パ

ラダイムは、すでに述べたように、次のよう な

ものであった。すなわち、小浮は、すべてを脳

に還元する生物学主義的な個体に限定した研究

モデルではなく、人と人との関わりの場である

子どもの生活世界のなかで子どもの発達を全体

的に捉えるモデル、つまり、個体的モデルでは

なく、関係論的モデルでなければならず、また、

障害児を正常発達の欠損と一方的に捉えるもの

ではなく、障害児も健常児もともに人開発達の

ー特殊型として捉える全体論的なアプローチの

研究枠組みでなければならないとする。小津は、

その視点から、流通している自閉症の言語・認

知障害説の基本にある認知心理学の根本的問題

を次のように指摘した。第ーに、認知心理学は、

対象とする領域を知的機能に限定し、第二に、「人

と入とのかかわりあいJを全く等閑に付してお

り、個体内の情報処理過程にすべてを還元しよ

うとする。そして、個体内→個人間→社会と い

う発達についての考え方そのものについても賛

同しがたいと言う。すなわち、小i畢は、認知に

しても、言語にしても、子どもの生活世界の中

で位置づけられることによって、はじめて意味

をもつことであり、言語・認知障害説は、人と

人との 〈交通性)も、子どもの生活世界も捨象

していると、認知心理学の問題を指摘する。こ

とばの獲得の過程はけっして摘象能力、概念化

の能力といった個体内の知的能力に還元される

ものではなく、深い情動性の関与と、人と人と

のかかわりあいを場とした子どもの生活世界の

分節化のなかで形成される筈のものであると指

摘した。では、このような現実理解に領野を拡

げる理論はどのようなものであろうか。

近代科学の淵源となる哲学は、デカルトの心

身二元論に基づくとされる。言い換えれば、近

代的個人観は、デカJレトの心身二元論を前提と

した人間観であると言えよう。

すでに述べたように、経済学者の川越は、障

害学の向かうべき方向性について、 「障害の社会

モデルJは精神・知的障答者の解放のためには

近代的な個人観を乗り越えるべきであることを

主張している。

本節では、議論をさらに深め、新しい人間観

に基づく理論とはどのようなものかを考えてい

きたい。そこで、認知心理学が前提とするデカ

Jレト的な心の理鎗とはま ったく異なる、新たな

パラダイムに立つジェームズ・ 1・ギプソンの生

態学的心理学について検討したい。生態学的ア

プローチが提起する人間観は、現在主流の認知

心理学がとる個体論的アプローチによる人間観

と大き く異なっている。
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(1 )実体の存在論 (間接知覚論)から過程

の存在論(直接知覚論)へ

現在流通している多くの「心の科学J(認知心

理学、認知科学、精神医学など)という 学問領

域は、科学的研究方法を用いる研究テーマを通

して、 19世紀に哲学から心理学が独立した後に、

心的な (認知的な)概念を否定した、行き過ぎ

た行動主義の結果を反省し、 20世紀半ばにコン

ピュータをアナロジーとした、心を入力一処理

過程と見なす情報処理モデルが大きな影響力を

持って推進された 「認知革命」をへて、誕生し

てきた。

ところで、ジェームズ・ J・ギプソン (1卯4-

1979)の生態学的心理学は、 これら新しく 登場

した学問領域の前提となる基本的な枠組みへの

理論的批判から生まれている紛。 心理学とはそも

そも、環境の中で行為し、思考し、知覚する人

間というレベルでの因果的な繋がりを探し求め

ることであり、有機体と環境からなるシステム

を中心に据えた発達論的なアプローチでなけれ

ばならないとするとともに、心理学が、背後に

存在する関係性のすべてを説明できるような包

括的な原理を求める営みであるためには、これ

までとらわれてきた古い民 (二分法)から自由

にならなければならないと述べる[エレノ ア・J.

ギプソン、 1的4==1997]。超えるべき、その二分

法とは、次の三つである。すなわち、 1)機械

論という前提を含んだ、心的な過程と行為を区

別する二元論 (dualism)であり、 2)意味を没

意味的因果関係に編成する還元論(reduclionjsm)、

そして、 3)そもそも不可分なものである遺伝

と環境を分ける二分法 (nature-nurluredicholomy) 

であるという。

哲学者の河野哲也 [2∞5:17-20]はまた、次

のことを指摘している。「心の科学」という学問

領域は、明確にあるいは暗黙にデカル ト的な心

の概念を前提とし、そしてニュート ン物理学 (原

子論的な近代自然科学)をモデルとして発展し

てきており、心と身体はま ったく別の存在であ

るとする心身分離の立場に立つ。そのようなデ

カルト的な心の概念には、次の三つの要素の原

型があると言う。すなわち、第一に、 「心j と

言えば、個人の内的な世界を想定し、人間の行

動は、すべてこの心のなかの出来事から発して

おり、それによって説明可能だとする個体主義

(i ndi vidualism)の立場に立つ。つまり、人間の

行動と経験は、個人の心の内側にある構造や過

程を探ることによって説明できると考えている。

第二に、この考え方は、心とは、感覚器官から

外界に関する情報を引き込み、出力系を通じて

身体のすみずみまで指令をゆきわたらせて行く

中央参謀本部のようなものであり、それは脳 (中

枢神経系)に存在しているという想定を導く。

そして第三に、 コンピュータのハードウエアと

ソフトウエアのように分離して考えることがで

きるように、心を考える場合にも身体やそれを

取り囲む環境についてはさしあたり考慮する必

要がないと考えることである。古典物理学の完

成者であるニュートンは、時間空間の絶対性と

原子論的自然観に立って、物質問の作用は二体

問相互作用が基本であると仮定した。すなわち、

ニュートン的な字宙においては、時空間や因果

性のような関係性は、原子に外から課される外

的秩序と見なされている。つまり、ある人の行

動を理解するためには、基本的に、その人がし

たいと思う内的なメカニズム (信念や欲求)を

知ればよいことになり、その人をとりまいてい

る環境や他の人々は、行動に変異をもたらす不

純な外力にすぎないと考える。
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一方、このような個体主義的な心の概念に抗

して、ジェームズ・ Jギプソンは、異なるパラダ

イムを提唱した。つまり、 「人聞は環境に立脚し

た存在であり、その心的活動も環境に埋め込ま

れ、環境との循環的な関係を通してはじめて成

り立つjとするギプソンの心の概念は、個体主

義的な心の概念と比べ、次のような二つの異な

る主張を含意する[河野、2005:21-22]。すなわち、

第一に、 「心は環境の中に拡散して存在するJと

いう心の分散性と、第二に、「心は、本質的に身

体に埋め込まれ、環境に立脚しているjという

心の立脚性である。そして、ギプソンの生態学

的心理学を継承する人々は、心的活動や機能は、

道具・装置・器具、自然環境、社会制度などの

環境中の事象を媒介にして成立しており、それ

によって制御されてもいる。したがって、脳は、

中央参謀本部でもなく、心の活動や機能を担う

一つの器官にすぎないのであると主張する。む

しろ感覚とは、対象に始まり、末梢神経器官を

刺激し、脳内の興饗で終わる過程ではなく、感

覚は 「測定するJという行為になぞらえるのが

適切であると考える、河野 [2011b:102-105]は、

その測定に脳が関わっているとすれば、「脳の役

割とは弁別器であるJと述べている。

以上のようなギプソンの生態学的心理学が定

義する「心」 は、脳の中に心的に表象される実

体として存在するという個体主義的な心の概念

とは異なり、身体一脳一環境のシステムに過程

として存在していると言う。このようなギブソ

ンから発展してきた心の概念を「拡張する心j

と呼ぼう。

ところで、認知心理学と生態学的心理学の立

場の違いをより明らかにするには、認識論的な

立場の違いとして捉えることが重要である初。

ギプソンが立脚する認識論は「直接知覚論Jと

呼ばれるが、それに対して、現在でも心理学者

や認知科学者や哲学者たちが明確にあるいは暗

黙に受け入れている認識論的立場は 「間接知覚

論jであるお}。

河野 [2∞2]は、間接知覚論 (表象説)について、

次のように述べている。すなわち、 i<間接知覚

論の)知覚世界は、実在の世界 (外にある現実

の世界)そのものではなく、心がっくりだした

実在の似像、あるいは表象である。実在の世界

からやってくるのは、知覚世界の構成要素 (感覚、

センス・データ)だけであり、複雑な知覚世界

は、心 (ないし脳)がこれらの要素を加工する

ことでつくりだされる。間接知覚論では、知覚

は中枢的 ・心的過程によって豊富化 (enrichment)

されたものだと考えられている。つまり、心が

身体的感覚の諸効果に秩序を与えるのであり、

知覚は心の働きによって豊かになるという。こ

うした考えは、実験心理学が成立した当初から

心理学のうちに根をおろしてしまい、現在でも

おおくの心理学者や認知科学者や哲学者たちが、

明確にあるいは暗黙のうちに受け入れている」

(203頁)と言う。すなわち、認知科学に代表さ

れる間接知覚論とは、知覚は、感覚器官を通し

て得られた感覚データを介して構成される世界

の内的表象を脳のなかに作り出すこと (表象主

義)によって得られるとする立場であり、した

がって、現実世界は間接的にしか知覚できない

とする立場である。表象主義によれば、私たち

が認識しているのは、世界 (実在、現実)その

ものではなく、その主観的表象であるという [河

野、2∞la]。

それに対し、ギプソンの生態学的心理学を基

礎づける直接知覚論は、このような考え方の強

力なアンチ・テーゼと なっている。河野[2002]は、

ギプソンの革新的な側面を、 「直接知覚論」とい
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う認識論的立場と、 「過程の存在論Jという哲学

的立場にあると述べ、ギプソンの生態学的心理

学の哲学的位置づけとして 「反認知主義」をあ

げ、ている。

ギプソンの直接知覚論 (direCIperception)とは、

現実世界は間接的にしか知覚できないとする間

接知覚論とは異なり、現実世界はそのまま現れ

ており、直接に知覚することができるとする立

場である。河野 [2002Jは 「私たちが知覚して

いるのは、身体に与えられた刺激でもなければ、

心のなか (ないし脳内)にできた表象やイメ ー

ジでもなく、実在の世界そのものであるJとして、

「世界を孤立した実体 (個物)の集合としてでは

なく、 一つの全体的過程として捉える過程の存

在論である。知覚は、 この動的な世界から普遍

の構造を差異化し、ピッ クアップする過程であ

るJ(202頁)という立場であると述べる。すな

わち、生態学的環境における高次の対象や事象、

および、それらの意味 ・価値 (アフオーダンス)

を直接に知覚することができるとする立場であ

り、言い換えれば、知覚とは世界 (環境)のあ

る部分に注意を向けることであ り、世界に気づ

くことであるという立場である。そして、ギプ

ソンが新たに創りだしたアフオーダンスという

概念も、直接知覚論と過程の存在論をもとにし

てはじめて正確に理解できると指摘する。

直接知覚論に立つギブソンの生態学的心理学

では、知覚と行為は切り離すことができないも

のとして捉えられ、知覚とは 「探索行為」であ

り、普通の行為は 「笑践的行為Jだとする [河野、

2∞8a:88J。

(2)生態学的心理学が捉える心・環境、そ

して言語について

ー 「拡張した心Jとアフオーダンス、ニッチー

さらに詳しく生態学的心理学が捉える人間そ

して環境とはどのような存在であるのかについ

て見てゆきたい。

ジェームズ ・J・ギプソン(1卯4-1979)は

その生涯において、生態学的心理学に関する三

部作を著し、最後の著作である 『生態学的視覚論j

[1979=1985Jによって生態学的心理学の一つの

到達点を示した。 最後の著作のなかでギブソン

は自らの革新的な直接知覚論に基づく人間と環

境との関わりについて体系的に明らかにしてい

る。三嶋博之 [2∞OJは、ギブソンの革新性を、

その著書の内容にそって次の三つのポイン トを

挙げている。まず初めに、ギプソンは、知覚さ

れる環境について記述し、次に、環境を特定す

る情報について、そして三つには、何が知覚さ

れ、いかにして情報がピックア ップされるかに

ついて記述している。このことをも って三嶋は、

一般的な知覚の教科書が、感覚器の解剖学から

始まることが多いのに対して、ギプソンの本は、

知覚される環境から舎かれている。このことか

ら見ても、従来の感覚の心理学とはま ったく異

なる ことが理解されるであろうと述べている。

それはすでに述べたように、ギプソンの心の概

念は、「人間は環境に立脚した存在であり 、その

心的活動も環境に埋め込まれ、環境との循環的

な関係を通してはじめて成り立つ」とするから

である。

生態学的環焼とは

一動物と環演の相互依存性一

ギプソンが定義する 「心Jは、身体ー脳一環
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境のシステムに過程として存在している。では、

ギプソンが捉える「拡張された心J、すなわち、

身体一脳一環境のシステムとして捉えられた 「環

境Jとは、どのようなものであろうか。

生態学的心理学を完成させたギプソンの後

期の理論について、 トマス・ J・ロンバード

[1987=2ぽぬ]は、次のように説明している。ロ

ンパートは、ギプソンの理論は、根本的に動物

と環境との (生態学的)相互依存性を合意して

いると言う。すなわち、「知覚者 (動物)と環境

は、相互に依存し合うものとして存在している。

動物は、環境内で実行される諸能力と生活様式

の統合体として記述される。動物は知覚するが、

知覚は生態学的なものである。例えば、人は歩

くが、歩行は環境内で起こる。知覚は環境内で

の動物の意識である。知覚系、そのシステムの

稼働、刺激の構造、特定化の関係性は、この生

態学的な現実のなかに埋め込まれている。動物

は自身の知覚系によって知覚するのであり、知

覚系が知覚するのではない。動物は、自身のシ

ステムがエネルギー関係を感知するがゆえに (外

界に合致するかたちで)知覚できるが、関係そ

のものを知覚するのではない。動物は関係性が

特定するもの、即ち環境を知覚する。動物と環

境の相互依存的関係は、動物の生存を支える諸

条件よりも包括的な構造化の水準に存在してい

る。知覚・行動・動機といった心理学的実在は、

このような包括的で生態学的な水準に存在する

(傍点引用者)J (446頁)と述べる。

さらに、ロンバード[1987=2000Jは、ギプソ

ンの環境観を理解する上で重要な概念は「包囲J

であると述べる。これは環境が動物を取り囲む

という生態学的事実を意味しており、動物は生

態学的文脈のなかに存在するものとして理解さ

れるべきものであるとする。すなわち、「動物は、

植物や無生物と異なり、活動し知覚する。(中略)

環境は、植物の成長のための認識されない必要

条件をもたらすだけでなく、知覚と駆動を支え

ることで、動物を支えている。最も広い意味で

は、環境の構造がこれら動物の知覚や行動といっ

た機能をアフォードしていると言える。動物の

生活を可能にしているのは、空虚な環境ではな

く、分化した環境である。面は、動物を取り臨み、

動物の身体を支持し、動物に分化した構造を与

え、従って定位を可能にする。媒質は、移動の

可能性をアフォードする。重要なのは、媒質は

面と接しているので (媒質は、支えのない空虚

な空間ではない)、動物が移動する際には、媒質

を通過し面を横切ると言うことである。面の分

化は包囲光配列に反映されるので、位置と経路

を特定する情報がもたらされる。エネルギーは、

分化した生態系を通過して反射するので、分化

した包囲エネルギーによって動物は取り固まれ

る。重要なことだが、この包囲エネルギー内の

構造は、取り囲む環境と取り閉まれる知覚者と

の両者がもたらす結果なのであるJ(452-453頁)

と述べ、加えて、 rr存在するもの』は、 (認識さ

れていないとしても)情報と認識者によって、“知

られ得る"という潜在性を有している。つまり、

知覚者は情報を感知できるので、知る能力を有

しているとも言えるのである。さらに、知覚者

と環境は共に生態系の部分をなし、ある知覚者

は他の知覚考の環境の一部となり得る限りにお

いて、知覚者は、環境内の認識対象とは存在論

的に区別されるような実体ではないJ(447頁)

と述べる。

「直祭知覚論Jーギブソンの生態光学と知覚系、

情報抽出理詰ー

ところで、ギプソンの理論を理解するには、
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間接知覚論に基づく伝統的な心理学とは異なる

考えに触れなければな らない。すでに述べたよ

うに、ギブソンの言うところの 「環境jとは、

そこで生活する動物にと っての環境、すなわち

生態学的環境であり、動物と環境とは相互依存

的であった。「環境Jとは物理学にとっての「空

間Jでもなければ、感覚器にとっての 「刺激環境J

でもない。そして、動物が取り劉まれている 「環

境Jには、動物が行為することの「意味」や「価値J

がつまっている。ギブソンは、動物が行為する

ことの意味や価値 (アフオ ーダンス)が、生態

学的環境にあり、それを動物は環境から 「直接的J

に知覚できると考えた。

ギブソンの情報抽出論は、従来の心理学が仮

定する知覚理論 (間接知覚論)と、次の 5つの

点で根本的に異なっていると言う [J.J.ギプソン、

1979=1985:254]。第一に、それは過程について

の新しい理論であるだけでなく、知覚の新しい

考え方を含んでいる。第二に、知覚されるもの

についての新しい過程を含んで、いる。第三に、

それは、 lつは環境、いま lつは自己についての、

つねに利用可能な 2種の知覚情報の新しい考え

方を含んでいる。第四に、それは、おのおのが

器官からの入力とともに調節可能な器官の出力

を持っとする重複した機能を持つ知覚系の新し

い仮定を要請する。第五として、光学情報抽出は、

徳造のある刺激作用の流動の持続と変化の両方

を同時に記録するという、これまでどの視覚科

学者も考えなかった系の活動を必然的に伴う制。

では、どのようにして動物は環境のアフオ ー

ダンスを直接知覚するのだろうか。そして、伝

統的な心理学とどのように違うのだろうか。三

嶋 [20∞:209-224]は、これまでのギプソンの理

論の誤解は、この直接知覚論の理解のむずかし

さにあると述べ、ギプソンの主張した立場と伝

統的な心理学の立場との違いを次のように説明

している。すなわち、伝統的な心理学の理論では、

諸感覚の機能は、感覚器の解剖学と密接な関わ

りを持っと考えられ、例えば、眼は視覚を司る

器官であり、そこでは、当然、足や首などの 「効

果器Jは、つまり、筋力によって環境にたいし

て実際に働きかける器官は、視覚に関わる器官

とは考えない。あくまでも、視覚は、解剖学的

に、外界の光に受動的に反応する「外受容感覚J

として定義される。それに対して、ギブソンは、

人間や動物のさまざまな感覚器は協調して、 「シ

ステムとしてj働いていると説く。それを「知

覚システム/知覚系 (perceptualsystem) Jと呼ん

だ。システムとして働く諸感覚が「人間や動物

の行為にと って意味のある情報 (アフオーダン

ス)Jを知覚できるという。つまり、視覚は 「見

るという活動jすべてから成立しているという

主張を展開した。すなわち、眼は、行為者の身

体の表面の、頭と呼ばれる身体上部の部位につ

いている。身体には移動のための脚がついてお

り、頭部は体幹や首をねじることによ って回転

させることができる。行為者が環境を視覚的に

探索するときには、行為者は動き回り、そして

見回す。つまり、視覚は、身体の全体的な活動

として捉えられなければならない。さまざまな

感覚器がそれぞれ独自に機能することにより、

熱さや冷たさや圧力などの 「ミク ロなJ感覚印

象が得られると同時に、それらの諸感覚が 「シ

ステムとしてJ働く ことによ って、対象につい

ての、より高次の知覚が得られると言う。

すなわち、これまでの伝統的心理学が捉えて

きた 「感覚jと「知覚jの理解の違いは、個体

主義に立つ間接知党論と、動物と環境とは栂互

依存的であるという立場の直接知覚論の違いに

ある。
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ギプソンは、 二番目の著作 I知覚系として捉

えられる諸感覚J[円66=2011]において、網膜

{象に視覚の基礎をおく考え方を放棄し、その代

わりに、移動視 (ambulatoryvision)と生物をと

りまく包囲光配列 (ambientoptic釘 悶y)を重視す

る生態光学 (ecologicaloptics)の立場をうちだし

た[河野、 2003・40-46]。

生態光学の立場では、視覚情報は、諸対象か

ら反射して知覚者をとりまいている光のパター

ン、すなわち、包閤光配列のなかに存在すると

説く。対象についての情報はすでに光配列のな

かに含まれていて、光や他のエネルギー形態 (音

など)のなかには、対象のみならず、事象やそ

の配置をも特定できる情報も含まれている。つ

まり、「知覚者を包囲している光の配列は、エネ

ルギーとして環境中に実在し、知覚者にとって

の潜在的刺激となっている。しかし、その潜在

的刺激がある動物にと って有効となるかどうか

は、その個体の状態によって異なってくる。た

とえば、その動物が主としてどのような解剖学

的構造の感覚器官をも っているかによって獲得

できる情報は異なってくる。さらに、個体のさ

まざまな条件、たとえば、成熟の度合、感覚器

官の調節能力、注意の習慣の差異、どのような

行動をとっているか、などによ っても獲得でき

る情報は変わってくる。光配列は環境中に実在

しているが、それが有効となるかどうかは、動

物個体の状態、に依存している。J[河野、 2∞3:44]

また、知覚者は環境を探索するときに頭や身体

の位置を変える。知覚者が移動しでも、対象の

方が移動しでも、光の配列パターンは流動し変

化する。自分が移動することによって対象の側

面や裏面が見えるようになるし、般を近づけた

り遠ざけたりすることでも対象の見え方は異

なってくる。知覚者は、自分の運動に逮動して

変化する刺激作用をコントロールできる。そこ

で、ギプソンは、知覚者に連動して変化する刺

激作用を知覚の変化項 (variant)と呼び、刺激作

用のなかの知覚者の動きに逮動することなく変

化せずに同一であり続ける高次特性を、知覚者

にはコントロールできない不変項 (invariant)と

呼んだ。そして、環境の配置や対象や事象を特

徴づけるのは不変項の方であるとした。そして、

知覚的な探索活動とは、運動や移動によって変

化項と不変項を分離し、後者を抽出 (pickup) 

する過程と見なした。ギブソンにとっての情報

抽出 (獲得)とは対象を周囲から差異化するこ

とであると言う。

こうして、動物の知覚においては、そもそも、

動きを伴った探索活動こそが本質であり、網膜

は受動的な受容器であり、視覚活動の一端をな

しているに過ぎない。環境を探索的に知覚する

には、身体全体を構造的に協働させる必要があ

る。そのための身体の機能的構造を、ギプソン

は知覚系 (perpetualsystem)と呼んだ。すなわち、

「知覚系とは、外界に注意を向けるための身体の

全体的な活動の様式ないし機能的な構造Jのこ

とである。また、ギプソンが 「情報抽出」と言

うときは、情報が何かから引き出されることを

指しているのではなく、環境をより詳細に弁別

し差異化することを意味しているのである。

アフオーダンスとニッチ

ギプソン[1979=1985:137-157]は、無限の可

能性を持つ全体としての環境、それは動物に先

んじて存在するということ を背景に、生態学の

用語である「ニッチJ(niche)という概念を用いて、

動物がいかに (how)住んでいるかに焦点、を当て

た。生態学では「ニッチ」は、動物にとって適切な、

比験的に言えば動物がフィ ットする環境の特徴
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のーセットであるが、 ギブソンは、環境に存在

する事物の 「価値」や 「意味j、すなわち、アフオー

ダンス仰 が、動物に直接的に知覚されることを

示した。ギプソンは、アフオーダンスの概念を、

主観的/客観的の二分法の範囲を超えるものと

して捉える。すなわち、 アフオーダンスは環境

の事実であり、問機に行動の事実でもある、 そ

してまた、物理的でも心理的でもあり、 あるい

はそのどちらでもなく、環境に対して、そして

観察考に対しての両方の道を示していると述べ

る。そして、生態学的心理学で用いる 「ニッチ」

とはアフオーダンスのセ ットのことであると言

ヲ。

河野 [2∞3]は、 アフオーダンスを次のよう

に説明する。「アフオーダンスとは、その環境中

において、 どのような行為が成立可能か、ある

いは成立させるべきかを告げている特性であり、

それを知覚することで私たちは行為を開始した

り、続行したり、停止したり、変化させたりし

ている。アフオーダンスを知覚することで、私

たちは自分の行為をコントロールしている。ょっ

て、行為をコントロールする図数ほどアフォー

ダンスはあり、あらたな行為が見出されれば、

そこにあらたなアフオーダンスが存在する (傍

点引用者)J(91頁)と言う。

ロンバード [1987=20∞]は、 「アフオーダン

スは、動物の生活様式との関係によって規定さ

れる、環境の相関的特性である。J(468頁)と述

べている。そして、動物の能力と環境のアフォー

ダンスとの関わりについて 「有効な刺激情報が

環境のアフオーダンスと知覚者の双方を特定す

る典型例について考察すると、光学的配列の相

互依存的特徴 (不変項と可変項)は、生態系の

相互依存的特徴 (アフオーダンスと動物の生活

様式)を特定することがわかる。アフオーダン

スは、環境の特徴と動物との潜在的な関わり方

である。動物の生活様式は、動物の能力であるが、

その"実現"のためにはアフオーダンスを必要

とするJ(468頁)と述べている。

ギブソン[1979=1985]は、人類の歴史をふり

返ってみた時、 人類はなぜその環境の形や物質

を変えてきたのだろうか、 それは、環境が人間

にアフォードするものを変えるためであると次

のように言う。すなわち、「人類は、人類に資す

るものをいっそう有効にし、 人類に害となるも

のをより抑えてきた。人類の生存を容易にする

ことは、言うまでもなく他の大部分の動物の生

存を困難にしてきた。数千年にわたり、人類は

人類のために食物を得やすく、暖を取りやすく、

夜でも見やすく、動き回りやすく子孫を教育し

やすくしてきた。J(140頁)と述べる。

さらに、 ギブソンは、環境概念を、 二つの環

墳があるかのように、自然環境と人工的環境と

を分離することは間違っていると言う。問機に、

自然環境と文化的環境を区別することも間違っ

ていると言う。多様ではあるが世界は一つしか

存在せず、人類は自分たちに都合の良いように

世界を変えてきたが、 その世界にすべての動物

が生きていると指摘する。そして、 ギプソンが

重視した環境の基本的なもの一一 物質、媒質、

面一ーはすべての動物にとって問じであるとす

る。人聞がいかに強くなろうとも、地球、空気、

水の事実一一 地殻岩石圏、大気圏、水聞、そし

てこれらを分ける海面も含めてーー を変えるわ

けにはいかない。すべての生き物は、環境の基

礎にさまざまな仕方で適合していると述べる。

ところで、われわれは、知覚する対象について、

例えば、 ペンチやねじ回しは道具であり、 ボッ

トゃなべは台所用品、剣やピストルは武器とい

うように分類している。それを、伝統的な心理
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学はこれらの対象の特性や性質を弁別すること

によって、これらの対象を知覚すると説明する

が、ギプソン [1979:;1985Jは、「我々が対象を

見て知覚するものは対象の性質ではなく、対象

のアフオーダンスである。(中略)しかし対象が

我々にアフォードするものは、我々が通常、注

意を払っているものである」と指摘し、「乳幼児

がまず対象の性質を弁別し、それから対象を特

定する性質の組み合わせを学習するようになる

のではないことは、数多く実証されている。現

象の対象は、いろいろな性質から作り上げられ

ているものではない。それは、実際には逆なの

である。乳幼児がまず気づきはじめるものは、

対象のアフオーダンスである。対象の持つ意味

は、対象の物質や、面、色、形態がそのような

ものとして見える以前に、観察される。アフ オー

ダンスは、さまざまな変数の不変項の組み合わ

せであり、それら変数全部を別個に知覚するよ

りは、このような不変項の単位を知覚する方が

容易であると考えてよいだろう。(中略)知覚は

経済的なものである。J(146頁)と説明する。

環境の置も豊かで精績なアフオーダンス

一同じ種に属する他の動物一

さらに重要なことであるが、 「環境の最も豊か

で精綴なアフオーダンスは、他の動物によって、

そして我々人間の場合には他人によって与えら

れる」とギプソン[1979:;1985]は指摘する。な

ぜなら、「他人や動物は、場所を移動し身体の姿

勢を変え、ある物質を摂取し放出し、またこれ

らのことをすべて自発的に行い、自分で動き出

す。動物や人の運動が生気がある (animate)と

言われるゆえんである。(中略)動物や人は普通

の対象とは非常に違う ので、乳幼児は動物や人

を植物や生命のない事物と区別することをすぐ

に覚えてしまう。動物や他人は、触れれば触り

返すし、叩けば、叩き返す。つまり観察者と相

互に関係しあう。行動は行動をアフォードする」

という。そして「性的行動、養育行動、闘争行動、

協同的行動、経済的行動、政治的行動一一これ

らすべての行動は、他人がアフオ}ドするもの

を知覚することに、時にはそれを誤って知覚す

ることに依存している。(中略)乳幼児が母親に

アフォードするものは、母親が乳幼児にアフォー

ドするものと相補的である。(中略)これら相互

的なアフオーダンスを知覚することは、非常に

複雑で-あるが、にもかかわらず規則性があるし、

感触、音、臭い、味、そして包囲光の情報の抽

出にもとづいている。それは、自分の足もと の

地面によって与えられている支えの知覚と同様

に、刺激情報にもと づいている。というのは、

他の動物や他人は、彼らが触り得るもの、聴こ

えるもの、臭うもの、味わえるもの、見えるも

のである。自らについての情報を発することが

できるからであるJ(147頁)と説明する。そして、

心理学および社会科学の全体問題は、この基本

的事実の精綴化であると考えることができると

指摘する。

このことを、ロンバード [1987:;2∞0]はまた、

次のように説明する。すなわち、 「アフオーダン

スの問題にとくに関連が深い、環境に関する注

目すべき二つの事実がある。それは、『道具jと

『同じ種に属する他の動物』である。ホモ ・サピ

エンスは、道具を作ったり使ったりする唯一の

動物ではない。しかし我々は、道具の作成や使

用の点で、他の種よりはるかに進んでいるよう

に思える。道具はアフオーダンスがある。しか

し、興味深いことに、道具のアフオーダンスは

道具として構築されている。道具は心の内にあ

るアフオーダンス (効用)によって作られてい
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るのである。道具や複雑な器具の発達によって、

環境のアフオーダンスは増強 ・洗練され、人間

の生活により適したものとなる。f他人j も、豊

富な社会的アフオーダンスを持っており、相互

依存性の概念によ って理解される。人間同士の

関係は、行動のループを含む力動的な相互依存

性として理解できる。相互依存性の基本的な循

環モデルは、知覚過程を理解する場合と同様に、

社会的生態系にも適用される。従ってギプソン

は、社会的 ・技術的領域がカ動的相互依存性と

いう自身の全般的な理論的枠組みに統合される

ことを望んでいる。J(469頁)

「言語Jと発達について

一環境のアフオーダンスを増強する知覚の補

助具一

ギプソン[1979=1985]は、 意識という語を、

広義の意識 (consciousness)を意味するのではな

く、「情報の直接的抽出Jを意味するのに用いる。

情報抽出の過程は、知覚系の入力一出力ループ

に依存すると仮定されている。したがって、 「拾

い上げられる情報は人から人へと伝えられて貯

蔵できるような既知の種類ではあり得ない。抽

出理論によれば、情報はつねに利用可能である

から記憶として蓄えられる必要がない。抽出の

過程は発達と学習に左右されやすいと仮定され

ている。注意の訓練、探索と調節、抽出と抽象

の機会は無制限である。知覚系の情報抽出容量

の増大は、しかしながらそれ自身で情報を構成

はしない。知覚能力とは、必ずしも知覚されう

るものについての観念を持つという意味ではな

い。観念をもつことは事実であるが、それが知

覚する うえの必要条件ではない。おそらくそれ

はー穫の拡張された知覚なのであろうJ(265頁)

と述べている。

ところで、ギプソンは言語を知覚の補助具と

して捉えるが、「認識は知覚の拡張であるJと捉

えた。ギブソン[1979=1985]は、認識と補助具

との関わりについて、次のように述べている。「子

供は、見回す、見つめる、聴く、感じる、かぐ、

味わうなどによって外界を意識するようになる

が、その際外界を意識させられるようにもなる。

(中略)玩具、絵、言葉は、親や教師によって与

えられる知覚の補助具ともなる。(中略)これら

の理解の援けによって、環境を特定する不変項

の抽出および抽象は、はなはだしく容易になる。

ただ、ついそう考えたくなるが、それら自体が

認識なのではない。(中略)これらの鉱張あるい

は補助された理解の様式は、刺激流動から情報

を抽出するすべての場合である。(中略)情報そ

れ自体は、主として刺激流動とは独立である。(中

略)認識を促し、知覚を援け、あるいは理解の

範屈を拡げる 3つの明白なやり方を考えること

はできる。それはすなわち、機械の使用、言語

技術の使用、画像の使用である。言語と画像は、

機械とは違った形で働くが、それというのも、

その情報は間接的に得られるものだからである」

(273-274頁)と述べている。したがって、機械 (顕

微鏡や望遠鏡など)と同様に、 言語も、環境に

ある情報の認識を促し、知覚を援け、理解の範

囲を拡げるための補助具である311と理解する。

ギブソン自身は言語の発達について十分に議

論を深めていないが、現実世界の直接的知覚と

言語について次のことを示唆している。「言葉で

表現された認識は暗黙のものではなくて、公然

のものだといえる。人間の観察者なら自分の意

識を言語化できるが、その結果はそれを伝達可

能にすることである。しかし、外界についての

意識はそれを言葉に直せる以前からあるにちが

いないというのが私の仮説である。いうことが
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できる以前に外界は見えていなければならない。

知覚は叙述に先行する。発達過程において幼児

はまず自分の知覚しているものについての話を

耳にする。その後、自分が知覚するものについ

て自分で語り始める。(中略)そして最終的に、

視覚系が視覚化するようになるのとまったく同

様にして、その系が協調される不変項の範囲内

に限って、刺激作用あるいは筋活動の強制によ

らずに、言語系が声に出さないで言語化するよ

うにたぶんなるのであろう。しかし、 (中略)ど

れほど巧みな説明者になっても、自分がいえる

よりも常に多くのものを見ているのだと私は思

う。成人、それも哲学者が、例えばマットのう

えにいるネコを見たという場合を考えてみよう。

(中略)言葉にならないあらゆる種類の事実があ

りのままに見えている。(中略)いわゆる拡がり、

遠近、重力、剛体性、水平等々の概念は、マ ッ

トの上のネコという豊富だが単一の知覚から部

分的に抽象したものに過ぎない。それの命名で

きる部分が概念とよばれるが、概念は見ること

ができるものすべてではない。J[J.J.ギプソン、

1979=1985: 275-276]つまり、ギプソンの考え

では、 言語は、暗黙の知覚的認識を明示的で共

有可能なものにする手段として働く如、つまり、

言語は、公共的知覚 (publicperception)を促進し、

社会的行動を構造化すると捉えている[ロンバー

ド、 1987=2ぽゆ:481-482]0

「言語Jは所作のー形態

→也者に向かう身体図式ー

ところで、直接知覚論の立場から言語行動は

どのように捉えられるのだろうか。河野管也

[2∞Oa]は、ギプソンと同じく、知覚とは統ー

された全体を差異化する過程であると主張した

現象学者のモーリス・メルロ=ポンティ (1908

-1961)の意味論を敷紡することによって、ギ

プソンの生態学的心理学における言語論をさら

に進めている。

メルロ=ポンティは、現実の環境の中で生き

る人聞を理解するために、人間とは外界の事物

と不断に関わり、それらと交流する行動的な身

体運動の図式であると捉えて、 「身体図式Jと

いう概念を提唱した却。 河野 [2α泌]によれば、

メルロ=ポンティの身体図式は、「第ーに、身体

諸感覚 (触覚、筋緊張感覚、視覚など)の統一

性を表現している。しかし彼が強調しているの

は、その統一位は部分に先行していることであ

る。さまざまな感覚の連合や総合によって全身

像が生まれるのではなく、身体の統一性はある

意味でそれらの諸感覚に先立ち、それらの 『連

合jを可能にするものなのである。(中略)身体

図式は、逮動する身体の図式であるばかりでな

く、事物との関わりに行動する身体の図式なの

である。(中略)(キャ ッチボーJレを例にとって)

これら身体の一連の動きは、運動系と知覚系を

ともにボーJレに向かつてシステマティックに連

動させることではじめて可能になる。対象に向

かう志向的な運動のなかで、全身を協働させ、

集極化させているのが身体図式である。身体図

式はあくまで世界の中の身体運動の図式である。

(中略)したがって、身体図式とは、たんなる脳

内の表象でもなく、身体についてのイメージや

自己意識でもない。それは、身体が環境に対し

て実践的に同調するための諸器官の統合機式を

表現しているのであるJ(207 -209頁)と言う。

後に、メルロ=ポンティは、環境に対して実践

的に同議する身体図式の舞台を身体 (co中s)と

いう語に変えて f肉体 (chair)Jと表現した。

ところで、間接知覚論である表象主義によれ

ば、私たちが認識しているのは、世界 (実在、現笑)
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そのものではなく、その主観的表象であり、言

語とは主体の内なる概念的カテゴリーであると

いう前提に立つが、 ギプソンと閉じ過程の存在

論という地平に立ち、表象主義を批判するメル

ロ=ポンテイの言語行動は、他者という環境に

向かう身体図式によって説明される。

メルロ=ポンティの言語論は、 言葉を語るこ

とが身体所作のー穫であるとともに、言葉を理

解することも、すなわち、意思の伝達または所

作の了解が獲得されることは、私の意図と他者

の所作の聞の相互性、私の所作と他者の行為の

なかに読み取り得る意図との聞の相互性によ っ

てであると見なす。つまり、言語は所作のー形

態であるとした独自の言語所作論に立って、 メ

ルロ=ポンティは、現代言語学の始まりとされ

るソシュールの言語論調}を言語行為論として再

解釈し、パロール(ないしメッセージ) だけで

なくラング (ないしコード)をも、所作として

捉えている[河野、 20∞a:2∞la]。

メルロ=ポンテ ィは、 ラングを、客観的な記

号体系、 つまり音声・語家・統辞論からなる社

会的諸規則としてではなく、 言語使用者に取り

込まれたかたちで、 むしろ所作やその理解の仕

方に関わる身体活動の図式 (身体図式) として

捉え直したのである。すなわち、 メJレロ=ポン

ティは、 ソシュールのラングを、身体図式、 な

いしはそれに基づいた身体的習慣であると言う。

メルロ=ポンティの言語論では、 言語は所作

の構造として理解され、知覚構造と言語構造が

行為のなかで結びあわされる仕組みが記述され

ている到。 河野 [2飢渇a]は、そのことを次のよ

うに説明している。すなわち、 「他者の所作を捉

えるためには、私は自分の身体を調節しながら

知覚しなければならない。他者を捉えるにして

も自分の知覚を欄整する能動性が要請されてい

る。(中略)他者の所作を理解するのに、知的解

釈によって媒介したり、内的経験に照らし合わ

せたりする必要はない。所作の意味は、所作の

背後にあるのではなく、所作の構造そのものに

書き込まれており、所作そのものの上に己を開

陳している。メルロ=ポンテイによれば、言語

的所作のあり方もこうした所作一般のあり方と

本質的には異ならない (傍点引用者)oJ(46-47 

頁)と述べている。

以上のように、 メ1レロ=ポンテ ィの言語論は、

1 )言葉の理解は、所作の理解のー形態であるこ

と、 2)他者の所作を、直接的に、 己の身体に

よって理解すること、そして、 3)所作の理解は、

私の意図と他者の所作の間の相E性、私の所作

と他者の所作の相互性に基づき、

身体図式によって保証されている、

この相互性は

と捉えた。

また、河野は、 このことを次のように述べて

いる。すなわち、「言語は対人関係と切り離して

考えることはできない。言語は他者から教えら

れるものであり、その発話を模倣することで獲

得される。言語獲得に先行して対人関係が取り

結ばれ、その文脈のなかで言語が学ばれる。言

語を獲得するには、すでに他者を模倣する態度

が成立している必要がある。(中略)模倣におい

ても、他者の所作の理解においても必要とされ

ているのは、 f他者のふるまいの知覚j と fそ

の結果を自分の身体の運動・行動によ って実現

することjの連帯である。この連帯は、感性系

と運動系が共働的統一体をなしているからこそ

可能となる。身体図式は、諸感覚内容相互の、

そして感覚ー遼動問の変換装置であり、 この点

において他者理解の基盤となっている。とする

なら、 言語の習得や理解も、 やはり身体図式の

働きを前提としているはずであろう (傍点引用

者)oJ(87-91頁)
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メルロ=ポンティにとって、 言語の共同体と

は、行為を共有している共同体である。つまり、

言語の共有とは、一定の仕方の身体的所作の共

有であり、それは、その言語共同体に入りなが

ら他者と行動をともにすることなのである[河

野、 2∞0a:205]。

(3)生態学的心理学から読み解く「筆談援

助法 (FC)J

一支援的ニッチの形成ー

FC批判派は、間接知覚論に立つ従来の伝統的

心理学の立場から、外に表れた表情や行動 (発

話ができず、見るからに関係を持つことができ

ないし、こちらも関わることができない)によ

る皮相的な (常識的な)判断とIQテストでもっ

て明示された知的障害者観、言い換えれば、知

的障害があるゆえに言語をもつことができない

という伝統的心理学の個体能力観に立つ人間観

から、重度知的障害者の筆談援助法 (FC)によ

る当事者の書字を、当事者のものではない、自

力ではないゆえにまやかしであり、ファシリテー

ターの錯覚、誤りと見なした。 しかしながら、

心を「拡張された心」、つまり身体一脳一環境

のシステムとして捉えるギプソンの直接知覚論

の立場、さらにメルロ=ポンティの言語論から、

筆談援助法 (FC)によるコミュニケーションを

説明することは可能で、ある。

では、直接認識論に立つ、ギプソンの生態学

的心理学ならびにメルロ=ポンティの言語論か

らは、筆談援助法をどのようなものとして説明

することができるのだろうか。

筆談援助法 (FC)による書字表出の健義への回

答

これまで見てきたように、毛塚 [2∞2、2∞4]

にみられる立場の研究者から発せられる筆談援

助法 (FC)による書字表出への疑義は、よって

立つ理論が間接知覚論にもとづく理論群ωから

導かれていることが理解された。

間接知覚論にたつ言語論は、会話をすること

が可能となるには、まず言語 (表象)を知らな

くてはならなかった。そしてその表象が脳に記

憶されていなくてはならなかった。話せないと

言うことは、表象が脳に記憶されていないこと

を意味していた。したがって、知的障害がある (=

もともと心的表象がない)人に、ないものを援

助して表象させることはできないと理解する。

しかしながら、メルロ=ポンティにとって、

言語の共同体とは、行為を共有している共同体

である。つまり、言語の共有とは、一定の仕方

の身体的所作の共有であり、それは、その言語

共同体に入りながら他者と行動をともにするこ

とであると捉えた。すなわち、同じ言語共同体

に位置する自己 (他者)である互いが、相手の

意図を読み取り、環境のアフオ ーダンスの知覚

補助具としての言語活動を支援しているのであ

る。直接知覚論に立つ言語論では、言語活動自

体が、共同作業なのである。同じ言語共同体に

位置する他者とは、相互依存的関係にあ り、 ギ

プソンの言う環境の中で最も精綾なアフオーダ

ンスである人間のことである。

また、メ Jレロ=ポンティの言語論では、言葉

を語ることが身体所作の一種であるとともに、

言葉を理解すること も、すなわち、意思の伝達

または所作の了解が獲得さ れるのは、私の意図

と他者の所作の関の相互性、私の所作と他者の

行為のなかに読み取り得る意図との間の相互性
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によってであると見なした。つまり、「パロール

が不調であるが、ラングは成立しているJこと

を仮定することは可能である。とすると、ギプ

ソンの生態学的心理学の理論からファシリテー

ターの技能、役割もまた、明らかである。

筆談援助法 (FC)とは、言語の身体図式の働

きを促進させる支援を行っていると解釈されよ

う。発声できないことは、発話できないことで

はない。また、 「知能」があるから発話するので

はない。すなわち、筆談援助法 (FC)において、

ファシリテーターは、身体所作の共有 (ラング)

を前提として、筆談後助利用者の制御しにくい

身体図式の微細の動き (アフオーダンスの情報

抽出)を容易にさせて文字で言語表出/発話 (パ

ロール)させている。つまり、筆談援助利用者

にとって、ファシリテーターは、身体の延長と

して意図を汲み取り動く環境のアフオーダンス

の知覚の補助具であり、 「拡張された身体Jと見

なすことができる。この身体図式は会話を可能

とするものである。

筆談援助法 (FC)は、まったく理解できない

不思議な現象として応用行動科学の人々が主張

するようなものとして、否定されるべきもので

はない。不思議な現象と捉えるのは、間接的知

覚論に立つ理論から生まれた個体能力論ならび

に外見の表情や行為にとらわれた皮相的な当事

者の理解から生まれる。それどころか、筆談援

助法 (FC)からもたらされた事実は、これまで

の認知心理学の立場から獲得されてきた観察知

見など、すべての知見をギプソンの生態学的心

理学から読み直されなければならないことを示

唆している。

心的能力を脳内部の働きとしてとらえること

は適切ではない。なぜなら、心的能力の成立は

環境の働きにもよるからだと、河野は次のよう

に指摘している [河野、2008a)orギプソンにとっ

て人聞は環境の一部をなす存在であって、心理

的な諸活動も、その人を取り囲んでいる自然的・

人間的 ・社会的環境から切り離されてはありえ

ない。生物の活動が適切に機能するためには、

それに見合ったニッチ (生態学的地位 ・楼みか)

が必要とされる。人間の能カに関しでも同機で

あり、一定のニッチにおいてはじめて成り立つ。

心的能力と環境とは双対をなしている。J(89頁)

以上の議論から、インペアメン トの理解には、

重度知的障害者に対する伝統的な心理学が捉え

る人間観、すなわち心=脳機能を前提とする個

体能力論ではなく、生態学的心理学が捉える人

間観へ、すなわち、生態学的環境に埋め込まれ

た能力潜在 (アフオーダンスを情報抽出する可

能体)論に向かう必要がある。認知心理学が捉

える脳内部の表象からあらかじめ蓄えられた知

識を表現するという理解ではなく、ギプソンの

生態学的心理学の立場から人間の能力を、生態

学的環境に埋め込まれた能力潜在性と捉えるな

らば、意思疎通が困難とされた重度知的隊害者

にとっての筆談援助法 (FC)とは、ファシリテー

ターによって書字による会話を可能とする「支

援的ニッチ」を作り上げていると捉えることが

可能である。

支援的ニッチの形成とファシリテーターの「構

えJについて一言語的所作への支援ー

直接知覚論は、生物学主義でも心理学主義で

もなく、 二分法を超え、個体主義でもなく、い

わゆる環境主義でもなく、現実世界を一つの全

体として、存在を過程として捉えている。言語

行動は、類としての人聞を模倣することによっ

て得られる言語所作(身体図式)として捉えられ、

人間の歴史文化を卒む価値の体系である環境中
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のアフオーダンスの抽出を行うことによって可

能となるものである。

本稿では、ファシリテーターは、身体所作の

共有 (ラング)を前提として、 支援的ニッチを

形成することによって筆談援助利用者の制御し

にくい身体図式の微細の動きを容易にさせて、

文字でもって、本人の言語表出/発話 (パロール)

を促す役割であることを明らかにした。ここで、

言語所作論から見た、 当事者と支援者との関係

性、また、支援者であるファシリテーターの 「構

えJについて、重要な点を指摘しておきたい。

筆談援助を自ら行い、また多くの筆談援助者

を育成している、「身体からの発信を大事にす

るJという心理学者の阿部秀雄 [筆談援助の会、

2008目 13]は、援助者 (ファシリテーター)への

注意として、「無意識を書かせてしまうこと」の

問題を挙げている。つまり、筆談援助者がとも

すると 「この人の書きたいことはこういうこと

ではないかjと援助者自身が無意識に思ってい

ることを、 無意識のうちに本人の手を借りて書

かせてしまう恐れについて注意を促している。

そして、「その恐れがあることについて常に自覚

的でなければならないjとし、 子どもと援助者

との「身体のやりとりjをすること、ファシリ テー

ター自らの態度、心のあり方について敏感であ

ることの重要性を述べている初。

また、ピクリン [8也len，1993: 20]は、FCを

行う際のファシリテーターの適切な態度として、

次の7点を挙げている。 まず、 FC利用者と関係

をつける態度については次の5点を指摘してい

る。すなわち、 1)自分を優位に立たせない、

公平で率直な態度であること、 2)感受性を高

くして、自分を目立たせなくすること、 3)ア

セスメント過程では、利用者に「申し訳ない」

という態度で行うこと (他の人と本人のことに

ついて批評することをわびる)、4)カ動的な支

援とは、一方的で専制的な関係を押しつけるので

はなく、双方向的な会話をもつこと、そして、 5)

利用者にレッテルを貼ってはならないことであ

る。さらに、ファシリテー ターが持つべき信念

として、次の 2点を挙げる。 1)相手の能力を

確信すること、 2)コミュニケーションは重要

だと信じること、そして、この信念を実践する

ことによ って、 あなた(ファシリテーター)が

相手(利用者)を重要な人として、仲間として、

「聴くJに値する人として見なしていることを相

手 (利用者)に伝えやすくなる、と言う。

片倉口995]は、 ファシ リテーターの構えの

態度として、筆談利用者が 「安心している情況

であれば、ほとんどの会話は聞き取れていると

考えているJという態度が重要であることを指

摘している。そして「周簡で話されていること

を全然聞いていない態度だからと言って、彼ら

が全然聞いていない、分かっていない、と考え

るのは間違いである。かれらの利害や将来に関

することはしっかり聞いていでほぼ分かってい

ると考えないと彼らとすれ違って しま うJ(156 

頁)と述べている。

以上の阿部やピクリン、片倉が指摘する、筆

談援助利用者本人の言葉(パローJレ)を嘗字表

出させるフ ァシリテーターの「構え」とは、共

同行為としての言語所作 (ラ ング:身体図式)

を見いだすためにファシリテーターが利用者の

「拡張された心Jに寄り添いあわせるための態度

であると理解することができる。

このようなファシリ テータ ーとの関わりを、

利用者に対する、環境にあるアフオーダンスを

適切に抽出するための 「支援的ニッチの形成」

として捉えたい。また、この支援的ニッチ形成

を理解する手がかりを知る上で、片倉!立、興味
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深いことを指摘している。片倉 [1995Jは、 さ

まざまなレベルの障害者と筆談援助法を試みて、

どの範閤までフ ァシリテーターが本人から離れ

ることが可能かと いう点について調べてみたと

ころ、 「彼らの言うところの『自分を分かつてく

れる人』が、 自分の身体に触っているときが、

一番頭や体がよく動き、 ついで、 1メートル以

内にいてくれると、いろいろなことがやれると

いうJ(l72頁)ことが指摘されている。支援的ニッ

チを形成する人々と当事者との関係は、まさに

「拡張された心Jそして「拡張された知覚Jr拡
張された身体Jであり、われわれは互いに環境

として、 身体一脳一環境のシステムのなかに過

程として存在していることを表していると言え

よう。また、明確に指摘できることは、好意的な、

信頼する他者(情緒的にサポートする他者)が「支

援的ニッチjを形成することができるという こ

とである。

4. r知的障害J概念の脱構築と新しい

人間観に基づく専門科学

一重度知的障害者と呼ばれる人々のインベ

アメン 卜とディスアピリティー

これまでの議論から、 「知的障害J概念は、間

接知覚論にもとづく理論群、それは心=脳機能

とする立場から、言語操作は高次脳機能であり、

つまり概念操作をするこ とが言語操作であ り、

言語操作が優れていることが知能が高いとする、

伝統的心理学の立場から生みだされてきたこと

が理解できる。いわゆる、 「知的障害Jの有無は、

その高次脳機能による言語操作が不自由である

という、当事者の外観から想定されてきた。し

かしながら、 その内実は、決して明確なもので

はない。

(1) r知的障害j概念の脱構築

知能の定義は難解で、その定義は知能を扱う

研究者の数だけあると言われている。現在、い

わゆる 「心の科学Jという認知能力、知的能力、

知的障害に関する専門科学において最も大きな

影響力を持つ領域には、 二つの理論的流れがあ

る。一つは、 ピア ジェ を始まりとする発達心理

学の理論の流れであり、 もうひとつは知能を測

定することを目指した知能テストの理論の流れ

である。この二つの流れが互いに影響を与えあ

い、 「知的障害j概念を実体化してきた。

ピアジェの発達理論

発達心理学者の ジャン ・ピア ジェ (1896 -

1980) の知能の発達論は、知能に関する最も大

きな影響をもっ理論である。発生的認識論に

立つピアジェの心理学は、知能の発達を生物学

的な概念によ って体系づけるところに特徴が

あるという [河野、 1991J。周知のように、 ピ

アジェは、生体は、周囲の環境に対して働きか

けながら、環境との関により安定した均衡を確

立していくものであり、知能もそうした外界へ

の 「適応 (adaptalion)Jの一種であり 、知能の

発達とはその過程にほかならないとする。子ど

もは、自分の既存の構造に外的な情報を 「同化

(assimilation) Jし、また、外的な事物に応じて

自らの構造を「調節 (accommodation)Jするこ

とで、知能を発達させるとした。

河野 [1明1]は、ピアジェの知能観について、 2つ

の点で、著しく知能の記号的側面を重視したも

のであると指摘している。すなわち、第一に、

抽象性、具体的経験からの独立性、普遍性、操

作性など、かれが知能に付与する特性は、すべ

て記号に関わる特性である。第二に、知能のメ
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カニズムの形式性、すなわち、論理的な徳造 (例

えば、加算性、可逆性、結合性、同一性をもっ

た群構造など)を強調するが、この特徴は、経

験的対象や事象を記号的に扱うこと、さらに記

号自身を操作することに必然的に伴う知能の特

徴である。つまり、ピアジェは、知能を、不在

の対象を象徴的・記号的に表象でき、また、現

前する対象についても、それを概念的な枠組み

でのみとらえることができるとして、知能を記

号的な額面きのうちに捉え、その活動の形式性や

操作性を重んじていた。そして、感性的なもの

と知性的なものを分離し、知覚は、知能の発達

から影響を受けるのであり、この知能の介入に

よって知覚活動は操作の域にまで近づき、客観

性を得ていくのであると捉えたピアジェは、子

どもの発達を、 中心化から脱中心化へと向かう

ものとして捉え、乳幼児に見られる一般的な思

考様式を「自己中心性jと呼んだ。そして、ピ

アジェは、知能の発達を、生物学的な適応行動

の一種であり、最終的に形式的な論理構造を獲

得していく過程と見る。すなわち、外界の真の

姿を捉えるのは知覚ではなく、知能であるとす

る。それゆえに、知覚に比べて知能に一段高い

地位を与えていると述べる。

このピアジェの子どもの発達にみる二元論的

考え方は，個体内→個体問→社会という発達の

考え方を生じさせるが、この考え方は、すでに

ゲシュタルト心理学者に批判され、またレフ-

s.ヴイゴツキー [LevS. Vygotsky、1956=19621

2∞1]によって、発達はむしろ全体からの分節

化であるとして、明確に否定された謝。 しかし

ながら、現在においても、ピアジェの発達理論は、

発達心理学、認知心理学に大きな影響を与えて

いる。すでに考察した、 AAMRが依然として「精

神遅滞 (知的障害)J定義、およびその診断に、

知能テストによって知的機能の程度、そして適

応行動スキル尺度を取り入れている事実を見て

も、その影響の大きさは明らかである。

知能 (IQ)テスト

すでに述べたように、伝統的な心理学に基づ

いた知的能力の定義をも って、精神遅滞児を発

見するための道具として知能テストは開発され

たが、知能測定の客観的な尺度としての知能テ

ストというアイデアを現実化するためには社会

統計学という学問的発想が必要であった。19世

紀は実証主義・経験主義の時代であり、人聞を

扱う学問についても、 〈客観性〉と 〈科学性〉が

求められた時代である。

アルフレッド・ピネー (1857-1911)と彼;カ主

知能テストを考案した19世紀末ヨーロッパの思

想風土、とりわけ社会統計学の思想との関係を

論じた重田園江 [2瓜均]は、ピネーの知能テス

トを発想する際の 2つの前提を指摘している。

すなわち、一つは、知的な 〈遅れ〉を遅れのな

い状態との量の相違として捉え、両者を閉じー

っの尺度で測る ことができることを前提とした

ことであり、 二つに、アドルフ ・ケ トレ (1796

-1874)の統計学的 〈平均)という基準を採用し、

正常なものを平均として価値づけたことである

と言う制。ピネー自身は、固定的で生得的であ

る生物学的モデルで子どもを捉えるのではなく、

子どもが育つ環境こそが重要であるという環境

主義に立つが、この2つの前提をもとに、ピネー

は、 「正常児の知的発達の通常の歩みを知ること

によって、その子が何年遅れているか、進んで

いるかを調べることができる」として、知的能

力の尺度を数値によって一元化できると考えて、

ピネーの知能テストが考案されたことを指摘し

ている。
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古生物学者のスティーヴン ・グールド

[1981=1998]は、アメリカにピネーの尺度を広

めた二人の指導入物として、心理学者のH.Hゴ

ダードと、スタンフォード・ピネー ・テストと

してアメリカ人のためのテストを体系化したル

イス・ M ・ターマンを挙げる。ゴダードは、遺

伝決定論と同時に、知能が単一の実体であると

いう見解をもち、ターマンは、知能は単一の資

質であるという見解をもっていたと言う。グー

ルドは、もともと遺伝決定論ではないピネーの

思想が、アメリカに導入されて知能テストがさ

らに改良を加えられ、 H.H.ゴダードとルイス・M'

ターマンのスタンフォード ・ピネ一式IQテスト

へと発展するなか遺伝決定論の解釈が与えられ

たと指摘する。

そして、グールドは、遺伝的決定請を継承す

るIQテストについて、社会統計学を知的能力測

定に使用することの問題を、因子分析 (複雑な

相関システムを数少ない次元に還元する数学的

手法)の企てと知能の具象化として批判してい

る咽J。

グールド [1981=1998]は、測定可能なものと

して知的能力を一つの実体として捉えることの

問題について、「知能際害という題目の下に集め

られた非常に多くの原因や現象を、単一物質の

相対的量によ ってランクづけることが可能であ

り、しかも知能障害は、普通の人よりその量が

少ないという意味を含ませて、単一尺度の上に

有効に順序づけることが可能であろうか?J (230 

頁)と疑問を呈している。IQテス トにおける統

計処理のからくりを rIQは知能についての最も

効果的なテストである。というのは、知能テス

トを因子分析する際にIQが第一主成分 (g)上に

非常に強力に投影するからであるJ(435頁)と

指摘する。

そして、 1920年代ヤーキーズによる陸軍知能

テスト川が作成される頃には、 IQ時代が到来し

たとして、グールド[1981=1998Jは、次のよう

に述べる。「彼 (ヤーキーズ)はそのとき175万

人の統一データをもち、アルファ ・テス トとベー

タ・テストとして量産できる知能についての最

初の室長記テストを考案したことになる。学校や

企業からの問い合わせが殺到した。(中略)テス

トはすべての人をランクづけ、能力別に編成す

ることを可能にした、大衆テストの時代が始まっ

たJ(279頁)と指摘する。

グーJレドがfIQ時代が到来したjと指摘した

時代はまた、教育において、社会的効率主義の

教育が普及した時代と重なる。教育学者の佐藤

学 [1996Jは教育の歴史について次のように分

析している。すなわち、社会的効率主義の教育

は1910年代から1920年代にかけて世界各国に普

及し、 20世紀における主要な教育理論となった。

そして、社会的効率主義の学習過程において基

盤とされているのは行動主義の心理学にもとづ

く学習理論であり、さらに、社会的効率主義の

教育においては、学習過程以外の部分にも産業

主義の原理が適用された。日本において一般的

に見られるような、段階的な学習や達成度のテ

スト、そして、教科 ・学年 ・校務分掌の分業形

態で運営される教師組織は、社会的効率主義に

もとづくものであり、その影響は現在でも続い

ていると述べる。社会的効率主義の教育の普及

により、学校教育は共通教養と国民道徳によっ

てナショナル ・アイデンティティを構成する国

家主義のイデオロギーによる支配に加え、社会

的な実用性と企業的な効率性を追求する産業主

義のイデオロギーの支配も受けることとなった

と、佐藤は指摘する。

すなわち、 IQテストは、社会的効率主義のも
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と学校や企業が用いることによって普及し、そ

れと同時に「知的障害J概念は実体化して、社

会に大きな影響を与えたと言えよう。

「知的障害」綴念の脱績築

一間後知覚論 (個体能力論)から直接知覚論

(生態学的環境に埋め込まれた能力潜在論)へー

これまでの議論から、知的障害があると見な

された人々を社会的に、制度的に排除する上で、

専門科学は大きな影響を与えていることが理解

された。また、その専門科学が定義する「知的

障害J概念は、デカルトの心身二元論、間接知

覚論に基づく伝統的心理学による知能概念をも

とにした個体能力論から生まれている。すでに

述べたように、ピアジェは、知能の発達を、生

物学的な適応行動の一種であり、最終的に形式

的な論理構造を獲得していく過程と見る。すな

わち、 外界の真の姿を捉えるのは知覚ではなく、

知能であるとする。それゆえに、知覚に比べて

知能に一段高い地位を与えていた。

加えて、現在の 「知的障害jという概念は、

社会統計学が、知能など物質量として計測不可

能な領域へと統計学の扱う対象が拡張されるこ

とから生まれた。つまり、個体能力論をもとに「知

的障害Jというインペアメン トが、 社会統計学

的思考、手法をもって、同一集団からの平均 (正

常)からの偏差として構成され、「知的能力jは

実体化され、測定可能なものであるとされたこ

とから生まれたことが理解された。

同時に、知的能力を見る上で、 言語は重要な

役割を果たしている。言語は、概念を蓄積する

ことによって高次脳機能のもとに使うことがで

きるもので、 言語を使えないことは知的能力が

ない、あるいは低いと見なされる。そのような

異常な人々である可能性をあらかじめ特定する

ために、正常 (平均)からの偏差 (異常)をも っ

た人を選び出す手段として知能テストは開発さ

れ使用されてきた。したがって、 IQテストで最

も注意しなければならないことは、誤って、 言

語発達の可能性のある人を選んでしまうことで

あった。

以上のように、知的障害概念の核となる知的

能力という概念は、間接知覚論に立つ諸理論、

すなわち、個体主義的アプローチのもと、心=

脳機能として、外界は心にイメ ージされるとし

た表象主義の立場に立ち、知的能力を概念操作

能力として、理解する理論から生まれている。

つまり、個体のなかにある能力として、知的能

力を笑体視することによって、「知的障害J概念

は実体視される。また、近代社会制度の中核を

担う f近代的個人jという概念は、個体能力論

に立つ人間観から生まれ、その人間観を近代科

学は導いてきた。心身二元論に基づく間接知覚

論にもとづく伝統的心理学は、正常性とは、平

均を基準にして決定される集団構成員の位置や

状態のことであると した結果、当事者に対して

社会的排除の科学的基準として用いられてきた。

しかしながら、直接知覚論に立つギプソンの

生態学的心理学から捉えると、「知的障害J概念

を実体化すること、すなわち、ある特定の人間

を脳機能の欠損、つまり f知的能力Jの欠損、

ないし f知的能力jの遅れ、あるいは 「知的発

達の遅れ」と捉えることは、人間本来の姿、あ

りのままの姿を捉えておわず、 人間理解に誤り

があると指摘される。

しかし、伝統的心理学の主流の立場は、依然

として間接知覚論に立った個体主義的アプロー

チである。そのため、専門科学の主流をなし、

多くの専門家がその理論的前提のもと研究して

いる。だが、間接知覚論による理論に基づく限り、
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特定の人々を排除する研究であると意図するし

ないにかかわらず、当事者の立場に立った役立

つ支援には結びつかない。

それに対して、すでに述べたように、生態学

的心理学者のエレノア・ギブソンは、心理学は、

背後に存在する関係性のすべてを説明できるよ

うな包括的な原理を求める営みでならなければ

ならないとし、心的な過程と行為を区別する二

元論、要素還元論、不可分な遺伝と環境を分け

る二元論を超えなくてはならないと述べた。人

間存在の現実を、最も的確に説明するには、実

体の存在論 (間接知覚論)から過程の存在論 (直

接知覚論)へ向かわなくてはならない。すなわち、

伝統的な間接知覚論は却下されなければならな

い。加えて、新たに向かうギプソンの生態学的

心理学は、 これら間接知覚論に立つ諸理論とは、

全く異なる人間理解を生みだした。

ギプソンの心の概念は、 「人間は環境に立脚し

た存在であり、 その心的活動も環境に埋め込ま

れ、環境との循環的な関係を通してはじめて成

り立つjとした。すなわち、 ギプソンが定義す

る 「心Jは、 「拡張する心jであり、身体一脳

一環境のシステムに過程として存在している。

また、 「知覚は、 個人の達成行為であって、個

人の意識の舞台での上演ではない。それは、外

界と接触を保つことであり、経験の所有ではな

くてむしろ事物の経験である。それは単なる意

識ではなくて、気づくことである。(中略)知

覚は、心か身体かの作用ではなくて、生きて

いる観察者の心身作用であるJ[J.J.ギプソン、

1979=1985:254]とした。

そして、 ギブソンは、環境に存在する事物の

アフオーダンス (価値や意味)が、動物に直接

的に知覚されることを示し、アフオーダンスの

概念を、主観的/客観的の二分法の範囲を超え

るものとして捉えた。アフオーダンスは、 その

環境中において、 どのような行為が成立可能か、

あるいは成立させるべきかを告げている特性で

あり、 アフオーダンスを知覚することで私たち

は行為を開始したり、続行したり、停止したり、

変化させたりしている。

環境のアフオーダンスを探索的に知覚するに

は、身体全体を構造的に協働させる必要がある

が、外界に注意を向けるための身体の全体的な

活動の様式ないし機能的な構造を、 ギプソンは

「知覚系 (perceptualsystem) Jと呼び、人間は知

覚系によって環境をより詳細に弁別し差異化(情

報抽出)していると捉えた。同様に、ギプソ ン

は言語を知覚の補助具として捉えたが、 さらに、

メルロ=ポンティ は、言語は所作のー形態、他

者に向かう身体図式であると捉えた。このこと

は、筆談緩助利用者が、生育した、その土地 (言

語共同体)の言語で容字表出する例からも証明

される。言語所作の学習 (模倣)は、 ニッチを

形成する環境から手に入れているのである。動

物 (人間)にと って、環境の最も豊かで精綾な

アフオーダンスは同じ穫に属する他の動物 (他

者)であると言う。

小津勲は、子どもの言語習得過程を 「その過

程はけっして抽象能力、概念化の能力といっ

た個体内の知的能力に還元されるも のではな

く、深い情動性の関与と、人と人とのかかわ

りあいを場とした子どもの生活世界の分節化の

なかで形成される筈のものであるJと述べた

が、生態学的心理学者のエドワード.s .リ ード

[19%=2∞6]は、「人間の発達」について次のよ

うに述べている。すなわち、「ひとりの人間 (a

person)になるということ一一 それは一人きり

ではできない何かだ。ひとりの人間になること

はその本質からして社会的過程なのである。(中

231 



232 

『人権問題研究J14号

略)生まれた乳児のほとんどは非常に能動的か

っ支援的な 『群棲環境 (populatedenvironment) J 

に包囲される。しかも、この群棲環境にはつね

に、乳児の発達の促進をねらいとした多数の構

造が内包されているJ(261頁)という。そして

現時点で言えることは、「乳児の環境の能動的構

造化はヒトの全文化に共通する普遍的特徴であ

る、ということ。しかし、人一対ー人の相互行

為を中心に据え、大人から子どものへの“世話"

的成分だけに焦点化した従来の『子育てjの概

念とはちがって、乳児の環境の生態学的分析は

もっと大きな網を投げる。一文化の全乳児のた

めに作られる特別な環境に含まれるのは人だけ

ではない。そこには選択されたもの・場所 ・事

象も含まれる。しかも、それは乳児の発達と (少

なくとも緩やかに)対応して変化する、発達的

に構造化されていく環境でもある。この発達的

ニッチには、養育者によ って有害ないしは不適

切とみなされた特定の物・場所・事象と子ども

との切り結びを防ぐ選択的障壁も含まれているJ

(262頁)と述べている。

リー ドは 「発達的ニッチjを次の 3つの次元

からなると指摘している。すなわち、 1)特別

な人、 2)赤ちゃんのために特別に選択された

物・場所・事象、 3)歌・ゲームの3次元であ

り、この複雑で、たえず変化し、 (いつもではな

いけれど)ほとんどの場合、「応答のある群棲環

境J(発達的ニッチ)こそ、ヒトの赤ちゃんがそ

のなかで育ち、 そのなかでひとりの「人間Jに

なる世界だと述べている。そして、ヒトの乳児

は動物としては全く無力な立場にあるが、かれ

らにはヒトの環境に適応するだけの精妙な能力

があるとして、リ ー ドは、次のことを指摘して

いる。「新生児の技能の中で最も重要なのは知覚

と相互行為の技能である。生後半年間の発達は

知覚システム群と相互行為システム群が支配し

ていると言っても言いすぎではない。西洋の伝

統的な考え方では、乳児は最初は事物のことを

学習しそれからはじめて人々のことを理解す

るようになるとしているが、これはほぼ完全に

逆さまである。一般に、乳児は事物ならびにそ

れを使って何をするかと言うことを他の人々を

通じて、少なくとも社会的に構造化された環境

内で学習している。(中略)生まれて聞もない乳

児さえ自分の周囲の世界から効果的に意味をハ

ンテイングできるだけの知覚と相互行為の技能

を備えている。新生児の口は乳を飲むことにか

なりよく適応していることに加えて、知覚情報

の豊かな源泉でもある。それはしばしば循環的

な活動パターンに組み込まれ、養育者とのふれ

あいを基礎として親密さの確立を助けている。

(中略)ヒトの新生児が対面的な相互行為だけに

進化的に特殊化され、それ以外のことはほとん

ど何もできないように見える理由の一つは、彼

らが姿勢制御に関してあまりにも無力だからで

ある。首と頭を身体の他の部分から独立に動か

せるようになるまでにほと んどの赤ちゃんは最

初 1- 2ヶ月もかかるし、一人で寝返りを打て

るようになるまでにも 2- 3ヶ月以上かかるの

がふつうである (傍点引用者)oJ (266←268頁)

ギプソンは、人間の社会性についても、次の

ように考えていた。「社会的学習は、他人との同

一化 (すなわち、共感)を基礎として発達 し、

道徳性や規範性も同一化によ って獲得されると

考える。 (中略)規範は、しばしば具体的な人物

に宿り、その人において表現される。私たちは

その人物に同一化 (共感)し、模倣することで

規範を身につける。模倣とは、自分の内側にモ

デルの表象を形成することではなく、実在のモ

デルを模倣して、自分の振る舞いを修正するこ
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とである。ギプソンの観点から見れば、人間が

動物より優れている点は、その強力な模倣 ・共

感能力にある (これはアリストテレスの考え方

でもある)、『他人の立場に立つjという道徳的

原則は、この同一化の行使なのである。J[河野、

2∞8a:102-103] 

ギプソンは、環境のアフオーダンスを直接知

覚する能動的な自己システムを 「知覚系jと呼

ぶが、それは、個体のさまざまな条件、たとえば、

成熟の度合、感覚器官の調節能力、注意の習慣

の差異、どのような行動をと っているか、など

によっても獲得できる情報は変わってくる。光

配列は環境中に笑在しているが、それが有効と

なるかどうかは、動物個体の状態に依存してい

る。

したがって、直接知覚論に立つ生態学的心理

学の視点から捉えると、いわゆる「知的障害j

があると見なされた人々のインペアメントとは、

「知的能力」の程度が問われるものではなく、つ

まり、知的能力がないと理解されるのではなく、

「環境のアフオーダンスの情報抽出を行う知覚系

の調整が上手くいかないことJに問題があると

理解されよう。つまり、「知覚系Jを自由にコン

トロールするための全身状態の不調にあると理

解されよう。

以上のように、直接知覚論に基づく人間観は、

身体諸機能において「脳機能jを特別視するこ

となく、したがって、個体が持つ言語能力の有

無を想定することなく、つまり、知能を想定す

ることなく言語活動や思考をとらえることがで

きる。生態学的心理学では、 言語活動や思考は、

むしろ身体全体を使って、環境のアフ オーダン

スを直接知覚し、人間は人間という種の言語所

作 (身体図式)により、現実世界を弁別し差異

化していく過程ととらえるものである。したがっ

て、当事者の f能力Jは、 「生態学的環境に埋め

込まれた能力潜在性jという理解によってなさ

れるべきものであり、周囲の環境のアフオ}ダ

ンスの情報抽出を促進するために知覚系の動き

をいかに高めるように 「支援的ニッチJを形成

するかが、本来の支援の課題となる。

(2)筆談援助法 (FC)の事例が示唆する

「インベアメントとディスアピリテイ

の社会モデルj

一 支 援 的 二 ツチ形成と合理的配慮

(Reasonable accommodation)一

「障害を分析の切り口として確立する学問、思

想、知の運動Jとして、 日本の障害学を立ち上

げた一人である石川准は、『障害学の招待J[1999J 

の「あとがきJで「機能と能力によって人を執

効に分類し、人の価値に細かく等級をつける近

代こそ、障害カテゴリーを構築し障害者を排除

し処遇する張本人なのではないかJ(314頁)と

問いかけた。

コリン・パーンズら[1999=2∞4]は、 「歴史

的に、障害のイメ ージは非障害者によ って生み

だされており、それは隊害者自身の経験という

よりは主流社会の偏見や思い違いといった部分

によるところが大きい。しかしながら、このよ

うな偏見に満ちたステレオタ イプは、障害者を

依存的にする仮定を伴い、チャリティの影響も

含めて、社会的相互作用、政策形成、サービス

供給といった領域における伝統的なパターンを

強固なものにするのに広範な影響をも っているj

(237頁)と指摘する。また、このような社会の

傾向に異議を申し立てるには、 「インペアメント

のある人々の価値を主張していき、また一方で

は不能力を美化することを拒絶するといった」
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姿勢が大事であり、 fこのような思考過程にはイ

ンペアメントとディスアピリテイの区別が中心

となるJ(270頁)と述べている。

本稿では、「障害Jを定義する 「専門科学のレ

ベルJに焦点を当て、「障害の個人(個体)モデルJ

に基づく、従来の専門科学が、いかなる形でイ

ンペアメン トのある人の社会的排除に寄与して

いるか、つまり、当事者を「無能力化 (disabling)J 

しているかを見てきた。現代社会では、その「障

害J概念のあり方が、間接知覚論に基づく専門

科学、ま た、統計学的な手法を用いる専門科学

であるがゆえに、言い換えれば、専門科学がと

る理論モデルが障害 (ディスアピリテイ =イン

ペアメン ト)の 「個人(個体)モデル」である

がゆえに、その科学的根拠が、「障害 (インペア

メント)Jのある人たちの社会的排除に結びつい

ていることを明らかにした。つまり、専門科学

の「個人 (個体)モデル」による知見がインペ

アメン トのある人の社会的排除を促す「社会的

障壁J、すなわち、「障害 (ディ スアピリティ)J

であることを明らかにした。

周知のように、現代社会の社会制度のほとん

どが「医学モデルJを用いている。すなわち、

統計学的手法を用い、その診断が教育や就職な

どに使われている。近代科学は、人間に対する

社会の価値基準を、集団の計調1)に基づく 正規曲

線の中心としての平均へと変えてしまった。つ

まり、正常性とは、平均を基準にして決定され

る集団構成員の位置や状態となったのである。

また、 lQテストは、社会的効率主義のもと学校

や企業が用いる ことによって社会的な実用性と

企業的な効率性を追求する産業主義のイデオロ

ギーの支配も受けることとなり、とりわけ、社

会成員の人生の入り口である学校教育制度が大

きな影響を受けている。

すべての事象を個や実体に還元する近代主義

的発想による 「障害の医学モデルJの問題を指

摘した小津勲 [198412∞7)は、 「障害児処遇をつ

らぬく国家の意思あるいは思想的原理は、端的

に言えば能力主義と社会防衛論である。もっと

も、能力主義とは基本的には人間を労働力商品

としてみると ころから発生するものであり、社

会防衛論と は権力が狭義には治安の問題として

被支配者に社会的規範を強制する構造であるか

ら、 単に障害児処遇に関するものとしてみるべ

きではない。だが、障害児処遇において、 この

ような国家的意思はもっとも鮮明な形で現れて

いる (傍点引用者)J(380頁)として、未だ処遇

が定まらず「動く障害児Jと呼ばれた子どもた

ちは、排除すべき人間として先に定められてい

た、 と述べた。そ して、そのことを正当化する

知識として専門科学が寄与してきた。

「障害の医学モデル」の思想的基本である間接

知覚論に立っと、 「知的障害」があるということ

は、知的発達をする個体能力はな く、識字能力

はないと言うことを意味している。 また、「知的

発達の可能性JはlQテストによって測定され、

将来の 「成長Jが早期に予測され、「知的能力」

にふさわしい教育プログラムが提供される。し

かしながら、「障害の個人 (個体)モデルJに基

づく専門科学による「知的障害Jという診断と

本人の外見からの思い込みは、 「知的障害」への

偏見を導き、識字教育が放棄される。つまり、

専門家は「知的障害jへの思い込みが先行し、

本人をありのまま に捉えることができない。

当事者にとってみれば、診断による、この不

可視性は識字能力を育てる活動に出会う機会の

欠如でもある。すなわち、重度知的障害者のディ

スアピリティ (社会的障壁)とは、間接知覚論

に基づく「障害の個人(個体)モデルJによる
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知見によ って、重度知的障害者を社会から排除

する専門科学と理解することができる。同様な

ことは、意思疎通が困難とされる重度知的障害

者と呼ばれる人々だけではない。「発達隊害」と

診断された人々が次のような主張を行っている。

すなわち、 「社会性がないJという特性 「診断J

によって、かえって、社会性がなくて当たり前

とされ、「当たり前の社会関係」を当事者たちと

結ぶことを周囲の人々が無意味とすることとな

り、社会性を学ぶ機会を失わさせる結果となっ

ているのではないか、つまり、われわれは、む

しろ「発達 『機会喪失j障害Jではないかと社

会に問いかけている [冠地情、 2013)0これらの

ことからも「障害の個人 (個体)モデルJでの

インペアメント理解によってなされる社会的対

応 (リハビリテーション)の問題を伺うことが

できる。

これまでの議論から、「障害の社会モデルjの

立場に立つ「インペアメントとディスアピリティ

の社会モデル」を捉えると、重度知的障害者の

ディスアピリティ(社会的障壁)とは、「知的障害J

概念によって、言語を用いることのできない「知

的に発達Jできない人と捉えられ、 言語表出を

可能とする筆談援助法の利用を否定する間接知

覚論にたっ専門科学であり、それが筆談援助利

用の 「社会的障壁Jとなり、結果として、周囲

の人々や社会から人間として理解される機会が

欠如し、社会の一員として参画することができ

ない。すなわち、彼らのディスアピリティとは、

間接知覚論に基づく専門科学によって社会的排

除が制度化されていることと見なすことができ

る。したがって、当事者への偏見、排除を導く

分維型の政策、制度ではなく、同じ社会成員と

して積極的に参加させていくためのインクルー

シプな諸制度に転換することが求められる。そ

のためには、新たな人間観に基づく専門科学 (直

接知覚論)が探求され、精綴化されなければな

らない。

また、直接知覚論にたつ生態学的心理学から

重度知的障害者の「インペアメントJを捉える

と、彼らのインペアメントとは、環境のアフオー

ダンスを的確に捉えるための、「知覚系における

不調」と見なすことができる。そのように捉え

たインペアメントへの真の支援とは、生態学的

環境に埋め込まれた能力潜在性を顕現化させる

ために、インペアメントのある人の個別の「不調J

からくる問題に対して、その個人が能力を発揮

するための 「支援的ニ ッチJを形成することと

とらえることができる。

ところで、インペアメントは、十人十色であ

り、個々人のニーズは多様で、ある。ギプソンの

生態学的心理学が捉えた個々のニーズに基づく

個々の 「支援的ニ ッチJの形成という理解は、

従来の個体モデルに基づく障害種別サーピスア

プローチを否定し、あらゆるインペアメントを

もっ人々の個別ニーズにもとづいて包含するこ

とができると示唆される。このことはまた、 い

わゆる身体障害者のバリアフリーも、環境に 「支

援的ニッチ」を形成することと理解できる。

そのためには、当事者のインペアメントへの

真の理解に迫り、つまり、当事者のリ アリテイ

に迫るために、 そして、各のイ ンペアメン トの

ニーズに添った個別の支援的ニッチ形成のため

に、直接知覚論に基づく専門科学が目指されな

ければならない。すなわち、 「インペアメントの

社会モデルjに向かう科学理論は、直接知覚論

に基づく理論群と言えよう。それぞれの個々の

ニーズにあわせた個別援助にもとづくことが重

要であり、そのニーズを把握するには、生態学

的心理学を基礎にもつ理論でなければならない。
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支援的ニッチ形成と合理的配慮 (Reasonable

accommodation) 

ところで、 ギプソンは、 さまざまな器官が共

同した結果生まれる動物の 「知覚システム (知

覚系)Jを、その基本的な機能によって、次の5

つに分類した [三嶋、 2ぼぬ:213-214J。すなわち、

姿勢の制御を行う 「基礎的定位システム」、 「聴

覚システムJ、「触覚 (haptic)システムJ、「味覚・

臭覚システムJ、そして「視覚システムjである。

これらのシステムは、いずれも多少とも 「姿勢j

を作ること、つまり基礎的定位システムという

全身の運動と関係している。それは、環境中の

アフオーダンス (その動物にと っての価値と意

味が表現されている)を知覚し、的確な情報を

抽出するために全身を使って活動していること

を意味している。

近年、 「自閉症j当事者の側から発信された著

書を手にする機会が増えた。話すことができる

ため、 「知能が高い」とされ、 アスペルガー症

候群あるいは発達障害と診断された当事者の側

から発信された、自らの身体の考察、環境に対

する自己の状態についてのインペアメントを検

討すると、いずれもギプソンのいう 「知覚系」

にかかわる問題を抱えていることが理解され

る。例えば、 ドナ・ウィ リアムズ[1992=1993; 

1994=1拘6; 1994=1996 ; 1998=2∞9J は、特に、

視覚系を中心とした情報抽出、 また、テンプ

ル・グランデイン[グランデイン&スカリアノ、

19部=1993:グランデイン&パネ夕、 2013=2014J

は、触覚系を中心とした情報抽出、そして、綾

屋紗月 [綾屋 ・熊谷、 2008Jは、聴覚系を中心

とした情報抽出に、つまり、それぞれが 「知覚

系の不調Jから来る自身の調整困難さに起因し

た、環境のアフオーダンスの知覚における情報

抽出問題をかかえていることが理解される。と

同時に、彼らとは異なるとされた、話すことが

できないため、低機能、あるいは重度知的障害

者と診断される人々もまた、知覚系における同

様な不術、とりわけ姿勢制御の困難もあわせて

かかえていると捉えることができる。すでに述

べたように、人間の価値を一元的に捉えた知能

による分割は、あくまで、能力主義的な社会的

適応、の程度 (個体能力論)

れているω。

とみる見方から生ま

ギプソン [1979=1985:273-274Jは、「認識は

知覚の拡張であるJとして、認識と補助具との

関わりについて述べている。つま り、 玩具、絵、

言葉は、親や教師によ って与えられる知覚の補

助具であり、 これらの理解の援けによって、環

境を特定する不変項の抽出および抽象は、はな

はだしく容易になる。そして、知覚を援け、あ

るいは理解の範囲を拡げる 3つの明白なやり方

として、機械の使用、言語技術の使用、画像の

使用を挙げている。

例えば、前述の当事者たちが苦闘の果てに見

出した補助具は、次のようなものであった。ドナ・

ウィリアムズは、光度を翻整する 「偏光レンズ

のめがねJでもって、また、テンプル・グランデイ

ンは、「抱っこ器 (グランデイ ン自身が開発した

自分でコントロールできる全身を適当な圧力で

包み込む機械)Jでもって、そして綾屋は、 ロ話

の代わりに 「手話Jを用いて、コ ミュニケーショ

ンにまつわる自身の「生きづらさjの問題の一

部の解決策を見つけている。これらの解決策の

理論的板拠は、いずれの場合も、 ギプソンの生

態学的心理学理論の環境のアフオーダンスを知

覚する情報抽出論によ って、より高い説明が可

能である。むしろ、認知科学で捉えると常に理

解不明の部分が生じてしまうであろうω。

社会に一般的なリハピリテーション領域にお



「知的障害j慨念の脱惰築

ける現状のサービスは、障害の「個人(個体)

モデル」の理論に基づく支援サービスであり、

いまだ個体能力論にもとづく隊害観から導かれ

ているため、インペアメントのある人の個別ニー

ズに適切に迫ることができない。また、公的制度、

サービスにおける社会統計学による一方的な集

団化は、当然のことながら、当事者が求める個

別的な一人ひとりのニーズにもとづく適切な支

援ができない。

「インペアメントの社会モデルJ(インクルー

ジョンを促進するモデル)における支援とは、

一人ひとりのニーズに合わせた個別援助によ っ

て生きづらい環境を適切なニ ッチに改善するこ

と (支援的ニッチの形成)を意味している。支

援が必要な一人ひとりへの適切な支援 (個別援

助)とは、間接知覚論が導く理論によって、そ

の個体能力を「正常Jの人と同じくすることを

目的とするのではなく、十分に環境をアフォー

ドできないその個人が埋め込まれているニ ッチ

への支援、つまりその他人のニーズのより繊細

な支援的関わりでなければな らない。

以上のようにインペアメントのある人への社

会的支援を捉えると、 2014年に日本政府が批准

した 『障害者権利条約 (Conventionon the Rights 

of Persons with Disabil ities) Jにおいて、障害者支

援で求められている「合理的配慮、 (Reasonable

accommodation) Jとは、 「障害の個人 (個体)モ

デルJで捉えた、近代的個人観による権利保障

ではなく、直接知覚論で捉えたインペアメント

に対応するものであり、ギプソンの生態学的心

理学で捉えるところの「支援的ニ ッチの形成J

を意味していると理解する必要がある州。 従来

の「障害の個人 (個体)モデルJで捉えた合理

的配慮では、個体能力観に基づく近代的個人へ

のものとなり、「主体jの自立を支援するという

理解となり、とりわけ、知的障害のあるとされ

た人々への権利擁護には向かわない。

本稿で取り上げた重度知的障害者と呼ばれた

人々へのコミュニケーション支援である筆談援

助法 (FC)は、従来のリハビリテーション理論

から知的障害のある人々に適用できないとされ、

AAC専門家は推奨しない。 しかしながら、ろう

者の手話通訳が認められる必要があるように、

話せない人々への個別のコミュニケーション保

障 (AACへの認定)がみとめられる必要があ

る。それだけでなく、情報アクセス ・コミュニ

ケーション保障としても認められる必要があろ

う。白井久実子 [2010]は、現在特別な場でし

か保障されない、ろう者への手話支援が日常的

に必要であることを例に、介助のパーソナルア

シスタント制度のように、情報アクセス・コミュ

ニケーション保障を「人につく 」サポートへの

転換を求めている山。 そのためには、すべての

社会成員は、あらゆる障害当事者一人ひとりに

当たり前に社会に参画するためのコミュニケー

ションの重要さに気づく必要があろう。筆談援

助法 (FC)を、親子のコミュニケーションを豊

かに育てるためにも、生育過程に用いることが

認められるようにすることが重要であろう。そ

のためにも、 「インペアメン トの社会モデルjの

基盤となる専門科学は、ジェームズ ・J.ギプソン

が定式化した直接知覚論にもとづく生態学的心

理学である必要がある。

*大阪市立大学大学院生活科学研究科教授

()i] 

1 ) r障害J概念を分析するといっても、書館表象だけを取り

mうことを意味していない.現実世界はその概念を生みだ

す物質的基盤が人間を取り囲む環境を構成するなかにす
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でに存在し、その実体を表すために宵穏を用いた調理念が

あるということを前提としている.r障害J概念は分析的

には三つの社会的水準に分けることが可鐙であるが、それ

が一つの「概念Jとして具現化するのは、人間存在を過

してである.r概念jは人と人との関わりのなかで構築さ

れる.それらを文化と曾つでもよい.近代社会においては、

社会を構成しているすべての生きる個人が短め込まれて

いる環焼(人聞を含む)からなる、あらゆる「状況jが「障

害の個人{個体)モデルjの枠組みによって概念化され

分節化されていると考える.そしてそれゆえ、インベア

メン卜のある人たちへの特定の排除のされ方が生まれる.

近代社会の成り立ちからいって、とりわけ尊門科学の比重

が大きい.現代社会の状況は、三つの社会的水準において、

その枠組みを修正、変化させながら再生産している.

2)日本で「知的障害Jという用語が公式に用いられるよう

になったのは、社会政策分野において、精神薄弱者福祉法

の法名改正によって知的障害者福祉法が成立し、それま

での「精神薄弱Jの用語に代えて公式表記になった1999

年以降である.現在、日本の 「知的障害Jに当たる概念は、

イギリスでは、 Learningdifficultiesのなかに位置づけら

れ、アメリカでは、 Developmentaldisabilitiesのなか

に位置づけられている.日本でも、医学用語としては、「精

神遅滞 (Mentalretardation) Jが用いられている.した

がって、グッドレイが用いた rLearningdifficultiesJは、

「学習陣容あるいは学習図録Jではなく、「知的障害Jと

釈すことがより日本の状況に近い.このように概念を定

後する用施は、言語(文化)を異にする社会によって異

なり、とりわけ「知的障害j関連分野は復雑である.近年、

障害政策分野が国際化するに当たって、日本社会でも使

局される用語が複雑に入り乱れている.上記の用穏でも、

英語からの直訳では、それぞれ f学習困雛Jr発達障害J

と訳せるが、その内実はそれぞれの社会でそれぞれ別の

定穫を持っており、[知的障害Jの分野がいかに社会的に

規定されているかが理解されよう.

3) 2006年に国際連合総会で銀択された「陣容権利条約

(Convention on Rights of Persons with Disabilities)J 

(日本政府は、 2014年批准)においても、障害概念に関

しては、今後の理諭の進展を配慮する記述となっている.

川島総東俊総[長瀬ほか、 2008]は、「隊害者の権利

条約と成立Jの章で、「最終的に篠択された障害者の権利

条約には『障害の定緩JIま定められなかった.その代わり

に、この条約は前文と第 1条で、 f鱒容の社会モデルjの

考え方を反映した I陣容の概念』と『障害者の概念』をそ

れぞれ定めることになった.J(20頁)また、 rr障害の社

会モデル』の理解を反映した I陳警の綴念』と I障害者

の概念』がこの条約に録期されたことは、たとえそれがf政

治的な妥協の産物jと評されるにせよ、実際のところ『妥

当な落とし所1であったように思われる.本条約が前文

でsgめたように、そもそも障害が I形成途上にある綴念

(徐々 に発展している概念)J(an evolving concept)で

あることから考えても、硬直的な定携をもうけることは

本条約の発展可能性を阻害する乙とにもつながりかねな

いであろうJ(21頁)と述べている.

4)従来から言語発達遅滞があるとされる子どもに対して、

話しことば指導以外でAAC(補助・代替コミュニケーショ

ン)で通常用いられる方略は、絵カードや特別なサイン

やシンボルを用いるマカトン法などの言語に準じた方法

であるが、書字表出援助である量産談援助法 (FC)は、そ

の土地の人々が使用する通常の雷鐙であるところが大き

く異なる.ところで、支援的コミュニケーション錠法(FC)

が知られ広まっていったきっかけは、実践の場で効果を

あげたことである.欧米では、 1974年に、アメリカのオッ

ベンハイム (R.C.Oppenheim)が発見し行った撮助

法をオーストラリアのR.クロスリー [Clossley.1980. 

1997]も悶織に用いていることを知り、 D.ピクリンが

技法をクロスリーから学び、アメリカに再紹介したこと

から始まる [Biklen.1990. 1993]. 1980年代後半か

ら1990年代前半には、たちまち多くの関係者の関心を呼

び、全国的な規績で研修織が生まれていく.D.ピクリンは

日本においても来日舗演をしている[ピクリン、 1996].

なお、このコミュニケーション援助妓j去を、 D.ビクリン

は、FacilitatedCommunication (FC)、Rクロスリーは、

Facilitated Communication Training (FCT)と呼ん

でいるが、本稿lま、援助実践に関しては伺ーであり、欧

米での用簡をFacilitatedCommunication (FC)に統ー

して用いる.日本では、 1973年に、若林慎一郎が r.字

によるコミュニケーションが可伎となった幼児島閉症の 1

伊IJJとして報告したことを始まりとして、さまざまな人々

が実際に量産絞援助法を訟みている.報告されただけでも、

片倉信夫 [1994、1997]、落合俊郎 [1996]、今野綾

孝 [1997]の実践報告がある.ぞれ以外にも、似たよう

な・字を促す技法の成果が取り上げられている.その後、

三浦千賀子 [2006]、2直後援助の会 [2008]の実践が報

告され、続いて、集田保之 [2012]、中村尚樹 [2013]

の報告がある。これまでも、多機な立場の、療育方法、リ

ハビリテーション後法の実践者によって、FC(筆滋鍾助法)
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は試みられている.日本での理諭的究明は、国立特殊教

育総合研究所 [2000]が行った、筆談緩助法のーっとし

て指られるSTA(Soft Touch Assistance)に関する報

告が挙げられる.

5)小学校入学前後より量産絞援助法によって文字を学習して

勉強していく場合は、成長と共に読み・きができるという

表現になるが、当事者がTX.人後に筆後援助法によって会

話ができたと言う場合、憲初から会話文を綴ること(.字)

ができるため、周囲の人々は、すでに、本人は文字を知っ

ていたと、実感することになる。例えば、本人の外見的

状態からできないと思っていた40般の当事者が、あるきっ

かけから指践ができたことに、実際に.，主援劫法の有効

性を知る技貨のあるファシリテーターも、本人の「能力J

の可能性に改めて驚くことになる.しかし、乙の驚きは、

あくまでも健常者の世間の経験であり、当の本人からすれ

ば、生まれてこの方、同じように生活する環績に生きてい

るのであるから、生活環完売から手に入れるものを手に入れ

ているにすぎないとも曾えよう.幼いときから筆絞援助

法によって文字を・いているうちに、声を出すことが可

能となる例もある.理治的にも、生活体験からも、文字

を知らないはずの人が・字をするという現実を前にして、

この事実の解釈をめぐって、 FCM争がある.

6)支援的コミュニケーション技法 (FC)は、北米やオース

トラリアでは、 1990年代療育の場で積径約に用いられる

こととなり、恩恵を被るFC利用者が士曽加する一方、その

結果、FC利用者が提訴した車件をめぐる霧車jにおいて、

裁判所が、本人の意見を参考にするうえで、FCで表出さ

れた言葉を本人の言葉として録用できるか否かの判断を

専門家に命じたため、 FC実践に係わる人や専門家と従来

の心理学に立つ専門家との問に「真偽蛤争J(専門家の聞

では、Authorship論争と呼ばれる)が生まれた。とりわけ、

アメリカでは、第般理事の児童虐待裁判において蟻鎗され

たためマスコミを巻き込んで大きな社会的議姶となった.

なお、日月らかにでっち上げとされる訴I'llでの告訴は、 一貸

して政府や連邦裁判所で退けられている.乙のアメリカで

の専門家たちの間でなされたFC輸争l草、 FC批判派、 FC

鎗Z重派双方が主張を述べているが、現時点において両者

とも相手のaraに納得していない [毛塚恵美子、 2002、

2004 :ピクリンほか、 2005=2009].同機にして日本

においても、普及し始めた時期に、国立特殊教育総合研

究所 [2000]が行った、筆E量援助法のーっとして箔られ

るSTA(Soft Touch Assistance)に関する理治的究明

が行われたが、 2002年、マスコミが新しいコミュニケー

ション援助役法として取り上げたドキュメンタリ一番組

をめぐって真偽輪争事件[毛塚、2004]が巻き起こり、

療育の主流となる行動分析科学の側の人々が「疑わしいJ

と判断した鎗果、一般社会での批判が強く、線本的な理

治的究明がなされないまま現在にいたっている.その後、

事件の後遺症から、類似した実践すべてをオープンな場で

吟味し、筆談緩助法を発達させるための穏鎗、およひ理諭

的解明はできなくなっていった.しかしながら.FC利用者、

そして筆畿銀助利用者と会話した者は、そこで展開されて

いるコミュニケーションを否定することができない.つま

り、コミュニケーションの目的である、その人自身と人

絡が関わる会E置ができた経駿も事実である.多微な実E量

例から見てもFC(筆駁援助法)を利用する人々や関係者

にとっては益要な援助役法であることが実感できる[マー

ティン、1994=2001;Clossley. 1997;筆絞媛助の会、

2008;柴田、 2012]..該援助法は、従来の療育、リハ

ビリテーションが行ってきた、発信が図録であるがコミュ

ニケーションが可能と判断される個人 (例えば、 中途失

語者、聴覚隊害者)の 「ロ話能力」を訓練することによっ

てスムーズな発話を可能とするというコミュニケーショ

ン支銀方法とはまったく異なるうえに、従来のリハビリ

テーションでは不可能とされる人々(例、知的障害がある)

に対する書字表出援助技法は常織的な理解を超えるもの

である.確かに、鍵破ある事例のなかには、その効果の大

きさから利用者が培えると共に、安易に行うファシリテー

ターが増えていたとも考えられる.また、閉じ利用者で

も体制や気分、 t重助者の関係性など情況によって異なり、

文字で寄かれたことが100%肯定されなければならない

と袋えることも伺鱈である.つまり、あくまでも通常の

会話なのである.したがって、 FC、ないし筆滋後助法事

例のさまざまな前向きな検討が必要とも言えよう.一方、

震度知的障害とされた人々へのAACの介入l立、行動科学

111&が優位を占めるため、きわめて限定的で、 FCI&争以

降FCは適用しないという傾向があるが、近年のAAC研究

者のなかには、援助技法には正攻法(主流のII諭)と裏道

(11愉としてはまだ発展段階にあるが、~す価値ある妓法)

とのこつのAAC方略の可能性を示唆し、独力でタイプで

きる自閉症「当事者J の~りを受け入れて、知的障害が

あるゆえに正攻法では否定され、いままで拭みられなかっ

た宮路表出潜在力をサポートする方略(後字教育の方略)

を、践す必要があると主張するAAC研究者 [Mirenda.

2006]も現れている.AAC領械の個別援助妓法の発達

のためにも、 FC(.絞援助法)に関する、よりE重治的な
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探求がなされるためには、tI助実践の当事者の生活を含

む偏見のない詳細な観察と共に、従来の心理学の理論的

約鍵を含めた線本的なIIIil的検討が温まれる領主重である.

7)実験心理学のなかの徹底的行動主穫の立場に立つパラス

F.スキナー(1904-1990)の場合、原因ー結果の関係は、

原因を独立変数とし結果を従属変数とする関数燭係とし

て捉えることができ、科学の目的はこの関数関係を明ら

かにすることであり、単一被験体法と呼ばれる実験計薗

法を事長用する.単一彼験体法では、実験者の錬作ずる独

立変数の効果は、単一の被験体をその変数の施された実

験条件下と、策されない統制条件下に置き、両者の結果

を比較することにより分析される[佐蔵方哉、 2002]と

考える.したがって、毛塚の主強は、そのような実験研

究を行わないかぎり科学的研究ではないと提えられる.

8) FC (筆談緩助法)によって表出される文が本人の言葉で

ある乙とが、 FC別用者とファシリテーターの用いる宮路

(母語)が異なる場合において検証された事例報告もある.

また、第三者のフ7シリテーターによる書字表出で、家

族しか知りえない君薬を使用して、貌が本人の語りであ

ると実感し確認した例もある.

9)スキナーは、行動はその結果をもたらされる環境の変化

に応じてその後の生起頻度が決まるとする、反応ー結果

パラダイムを磁立した [佐藤方哉、2002].そして、あ

る刺激のもとではある行動の直後にはつねに生存に有利

な結果が生じるならば、その刺激は世代を重量えて引き継

がれる.このような反射における行動を、スキナーはレ

スボンデント行動と名づけた.レスポンデン卜行動以外

の行動は、刺激により続発されるのではなく生体が自発

するものであり、そのような行動を、スキナーはオペラ

ント行動と名づけた.オペラント条件付けとは、オペラ

ント行動が自発された直後の環境の変化に応じて、その

後の自発頒度に変化をもたらす学習のことを官官う.

10)毛塚は、自らの理治的立場である実験心理学の立場に立

つ理諭的前提でのみ「科学Jを規定している.また、前

提となる心理学では、あくまで個人に帰属する「知能」と

いう能力だけが問題とされる.ところで、R.クロスリーは、

他者が本人の発言であると容易に認様できるように、ま

た、ファシリテーターの安易さを防ぐスキルを本人に身

につけさせるために、FC利用者の学習を「独力でタイプ

するjことをFCの畳終的自撮とした上で、FC利用者に対

してファシリテーターが心がける必要があることとして、

学習過程では、本人に、 1)キーボードで打つ文字をき

ちんと視線で確mさせる、 2)ファシリテーター鍾助の

限った動きに対しではNOを曾うことができるようにする

ために、ファシリテーターがわざと間違えたことに修正

させるようにする練習を含めることがE重要であると述べ

ている.

11)アレン ・フランシス [2013=2013]によると、 『精神

疾愈のE書断と統計マニュアルj(DSM)の淵源は、二つの

世界大破で兵士の精神鏡への対応 (兵役免除理由と帰還

兵の長期にわたる就業不能原因)のために軍医として精

神科医を必要とした銭果、続神医学がその領分を広げた

ことによって、まず陸軍が鯵断の広範囲な新分績を作り、

退役軍人庁がそれを修正し、さらに、それをアメリカ精

神医学会が修正して1952年に初版が発表されたことにあ

る.第二版までは注目されなかったが、 1970年代初めに、

イギリスとアメリカの園需要共同研究により、同じ患者でも

両国の精神科医の診断が大きく異なることが分かり、ま

た、偽症状の患者役による潰設に精神科医が容易に踊さ

れ、不正liIな診断に誘導できるという心理学者が行った実

験が示されたことによって、国際的な標権化を目指した

新たな診断基準を作成する後還が生まれた.以来、 1980

年に発表されたDSM・固からは、病因学とは無事事な、 f列

挙された症状に基づくチェックリストjをもとに統計学

的に級うことによって、疾患を分類する方法が線用され

た.乙の方法は、判定者による診断の一致率を高める一

方、症状のみに基づいているため、維自由に頼った心理学

的機念や社会的背景を拒んだことを埋め合わせるために、

f多紬Jシステムを導入している.すなわち、第 1紬 :臨

床的関与の対象となる障害書 (パーソナリティ障害と知的

障害を除く他の障害)、第2輸.パーソナリティ障害、知

的障害、第3軸 ;一般的身体疾患、第4輪 :心理社会的

およt用後上の状態、第5軸 :全体的機能評定 (DSM-m

では、社会適応水準と呼ばれていたれという 5つの軸に

よって障害を惨断することを特徴とする、多輸解定とい

う新しい手法を導入している.多輸診断において、「知的

鱒書J，まパーソナリティ障害とともに第2輸に位置づけ

られ、他の符神疾患とは異なる級いを受けている.

12) DSM-Nの定義では、f自閉症J，草、次の3つの基準から

診断されていた.すなわち、1)社会性の質的な障害で

ある、 2)コミュニケーションの質的なR章容である、そ

して、 3)制限的、反復的、常間的な行動・興味・活動

のパターンである.ところで、震原斉ら [2014]，立、日

本でのDSM・5の「自閉症スペクトラム障害 (Autistic

spectrum disorder) Jという惨断名の翻訳について、

Disorder に当たる適切な訳笛がないことからASDの駅函
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をめぐって次のような混乱が生じていると絡調書する.第

一に、ASDI草、そもそもdisease(疾患=症)なのか、

disability (障害)なのかという綴念上の混乱があると言

う.r症jと錠えると一つの明硲な病態をもっ治療すべき

疾愈というニュアンスが強く、 ASDの現状に合致せず、

一方「障害Jとして捉えると、治療不能の能力障害とい

うこユアンスが強くなる.それに対して、隊司害者織利条

約のいう陣容は、 disabilityであり、 disorderではない.

理由として、日本では、これまで、 disabilityとdisorder

を同ーの n.8Jと表してきたことによる混乱がその背

景にあると述べる.

13) DSM-IV作成委員長であったアレン・フランシス

[2013=2013]は、 DSM-5に掲nされている疾患が合

理的に取鎗選釈された疾患でないことや、新たに導入さ

れた「早期診断、早期治療jの目標段定によってまだ病

気になっていない人々まで鉱大することで、 DSM-5の診

断があまりに多くの人を締神疾懇の患者とすること (診

断インフレ} になり、 人々を過JlJ~療、薬漬けにするこ

と、その結果、人間に本来的に備わっている自己治癒偉力

(ホメオスタシス)が奪われてしまうことの問題に警告を

発している.なにゆえそのようなことが起きたのかにつ

いてフランシスは、次のことを指鏑している.すなわち、

DSM-mの基準が表面的な症状に基づいたことで、続神疾

患の生物学的、医学的モデルとうまくかみ合い、ぞれを

大きく発展させる一方、原因や治療について何も触れて

いない.そもそもDSMは惨断名を統計約処理による基準

(ベルカーブを箔く)によって範囲を決めていることから、

正常か異常かの焼界織が暖味となり、また一つの正常しか

ないという認織を導き、人聞の多嫌性が認められていな

いこと、そして、 DSMの使用が惨断の一郎ではなく、ま

た、医療以外の領fi(例え11教育、就労など)にあまり

に強いJ:;響力を持ちすぎていること、その結果、疾患の

暖昧な郎分をねらった高度消費社会における巨大製薬会

社のマーケッテイング峨略によって、本来ならば精神科

治療ではなく、人間の人生におげる鼠練と立ち向かうな

かでの症状であって自己治癒能力や周囲の人々の支え乙

そが.蔓な人々をも「障害 (disorder)J と~断され、治

療薬という商品を売る相手 (顧客)として、過剰診療の

対象となってしまっていると述べる.とりわけ、フラン

シスl草、現在の精神医学を肯定する立場でありながらも、

DSM-IVでは、注意欠陥 ・多動性障害 (ADHD)、自閉症、

成人の双毎性鱒容の過JlJな診断を促したと自戒すると共

に、 DSMが置かれている現状を非費量している.フランシ

スl草、 DSMが生物学的還元主援に傾斜しすぎていること、

そして精神医学診断を統計的に尺度化し、現実の状況に

合わせて対象を広げれば広がるほど、どの人もみな精神

陣容の級いとなり、)(に医療を必要とする人が分からな

くなると、DSM-5に対して警告を発している.この指摘

は、現状の仮鋭で用いられている個人が置かれている f環

演」を問わない個体モデルをとる医学モデルでは限界が

来ていることを示唆していると曾えよう.

14)そもそもf自閉症j診断の淵源をたどれば、19世紀末に巳ク

レペリンが早発性痴呆症 (Dementiapraecox)という

繍念を明確な疾患概念として発表して以来、阜発性痴呆

の発達初期における発症を求める研究が続けられてきた.

1943年に、アメリカの児童締神医学者レオ e カナーが、

「情緒的銭触の自閉的陽書J という~文において、 11例の

詳細な症例報告によって、発達初期の陣容に対してはじ

めて自閉的症状を紬に範略化を紙み、翌年、 20例の症例

を追加して「早期幼児自閉症Jというカテゴリーを確立し、

1949年にl草、 5叩 lの症例をもとに、疾病益的位置づけ

として本症は精神分裂病 (現・統合失調症)録早期発現

~と考えられると述べたことから、 f自閉症J に関する多

くの研究がスター卜したという.と同時に、現在では否

定されているが、Il!児の両貌像カf、「知的Jr心からの活

かさという母性性の欠知Jf冷静、客観的で綴械的人間関

係を持つ父親Jr強迫的Jなどと!2被され、カナーは極措

に筒親に(資任}を期すような 「原因鎗的方向づけJをもっ

た (精神力動〉を提示したことにより心理主穫に傾斜した.

小湾勲 [1984/2007]I立、カナーが注目を浴びたのは、

「まず、 (1 )発達初期の病理量にはじめて自閉症という綴

念を持ち込んで範略化を獄みたこと、 (2)特有な曾経症

状、良好なa知能力、脳障害の否定、特有な家族的背景

などをあげることで従来からある緒神遅滞、務質性脳陣

書などとはまったく異なるクリアカットな範噂であると

いう印象をあたえたことによって、世界的に大きな反響

を呼んだのであるJ(25頁)と述べている.

15) 1944年には、オーストリアの小児科医ハンス ・アスペ

ルガーが、カナーとは別にまったく独自に進めた研究によ

り、歩行より早くま置し始め、文法lま完霊だが喜重し方が単

調で他者の理解を求めていないかのようであり、動作1ま

不務用で、知的能力はきわめて高いのだが、興味の対象

から外れていることはまったく無関心であるために適応

力に欠けるとする r.物や人間への人格的な接触の狭さ

が本質的に基本的な障害Jとする4伊jの男児の症例報告

を行い、「自閉的精神病質 (AutistischePsychopatie) J 
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と名づけた.疾病論的には生得性の性格傭傍として位置

づけられ、子どもの周囲の環焼からでも、子どもの経験

からでもなく、遺伝に原因があるとされた.

16)英語では現在も、 sChizophreniaであるが、日本精神神

経学会は、「精神分裂病Jという病名は、偏見を生みだす

問題があるとして、 2002是正に「統合失踊症Jに変更した.

本請では、歴史研究として時代伎を担保するために、基

本的に引用文献当時の用語のまま使用する.

17)高橋傭 [2014]は、1980是正代末の研究で明らかにした、

①対人反応の重大な欠陥、 ②コミュニケーションの..大

な欠陥、 ③懇像的な活動を行うことの重大な欠陥 {象徴

的あそびの困鍵性、反復・常同行動など)の「三つ組みJ

とよばれる、ウィングの自閉症治を次のように践明してい

る.すなわち、「発達年紛が20ヶ月以上で、対人反応に

特有の園祭性を有するすべての子どもは、発達程度 ・年

働・状況によって程度と現れる行動には遣いはあるもの

の、コミュニケーション(ラターが雷窓を強鯛したのに

対し、ウイングらは言語に加え非奮源的コミュニケーショ

ンも含めた)と想4量的な活動の領減でも図書量性があるこ

と、自閉症の特異な行動はいつも『三つ組み』として現れ

ることが明らかになった.之の組み合わせはつねに不可

分な結合をしており、症候群としての要件を満たしてい

ることを明らかにした.(中略)ウィングらは、カナーの

早期幼児自閉症のような極織な規立や同一位保持行動が

箆められる事例のみに自閉症を限定すべきではなく、程

度の遣いがあっても『三つ組みjが毘められる得合には、

同じ症候群として認めるのが妥当であるとした.J(18頁)

18)小湾勲は、「脳後能によってすべてが説明されつくすJと

考える思想を f脳神話jと呼んでいる.

19)小湾 [1984/ 2007]は、自閉症児もヒトという生物

として生きているという側面を有するため、生物学的に

アプローチする乙とを問題としているのではなく、次の

ような生物学主磁的緩近について問題とする.すなわち、

自閉症兜にある種の生物学的均一性、つまり、健常児と

比殺した際の特異な生物学的異種性を無前鍵に認めてい

ること、そして脳機能によってすべてが説明されつくす

と考える脳神騒にいたるという自らの方法鈴が不毛であ

ることの可能性を含めて、検討する勇気を持たないこと.

さらに、生物学的研究が他の方法に比して、不可逆的使

a障を与える可能性がきわめて高いことから、研究に対し

ての倫理的規定は厳しすぎる乙とはありえないと、問題

を指織する.ところで、 1980年代に急速に発展したPET

(陽子放射断層樋野法)や、1990年代に普及したfMRI(機

能的核磁気共鳴法)、 NIRS(近赤外線分光法)などによっ

て脳研究は、外側から組織を傷つけずに富十測する、非侵録

的脳機幅E計測手法の発震が見られると指摘されるが、実

験における対象児 ・者へのまなざしゃ侵鰻性の時味にお

いて、小;翠が指摘した倫理問鍾の本質は依然変わらない

と言えよう.

20)小湾 [1984/ 2007 : 370] は、宮路.~知陣容鋭l立

ついに自らの治療治を持ち得なかったと述べる。自閉症

の治療として行動療法が広く用いられているが、あえて

治理的基盤をーにする治療法を求めるとすれば、行動療

法というよりむしろ感覚統合訓練あたりかもしれないと

言う.感覚統合訓練とはエアーズ [Ayres.1975=1978J

が学習障害は感覚統合障害に起因したものであり、 f感覚

統合、いいかえれば感覚情報を組織的に用いる能力は、脳

の機能が活性化される方向に入力をコントロールするこ

とによって改脅することが可能であるjと雷う考えに基

づいたものである.しかしながら、小津は、 1970年代以

降の、行動療法、感覚銃合訓練、薬物療法、 いずれをとっ

ても人と人との関係性において治療が展開されるのでは

なく、行動・神経生理-生体内般の物質系の変化へと還

元しつくすと乙ろから鐙衝が生じるようなあり方に、現

代の治療諭の本質的欠絡を見ると指嫡する.

21) IQテストが生まれるきっかけとなったのは、能力主礎的

な教育の学問的基盤をなす科学的実E的教育学に基づく

近代学校教育制度織築のために、 20世紀初頭に、フラン

ス教育当局がフランスの心理学者のアルフレッド・ピネー

に対して、特殊教育が必要とされる知的遅れを持った子

どもを発売するための客観的に検査する道具を作るよう

に依積し、ピネーが知的な遅れが見られる子どもを科学

的に特定するための知後尺度を開発したことからである

[日本臨床心理学会、 1979:245-287].ビネーはあくま

でも個別的診断に用いたが、アメリカに渡って後、 IQテ

ストはあらゆる人聞の知総を一律に濁定できる検査とし

て応用された.徴兵制に利用されていくなかで発展して

いき、知能テストに内包される緒神は、 1949年に作成さ

れた、言語伎と動作性から4構成されているWISCへ、そし

てその改訂版である現在のwlscmと緩続していく.

22)近代に入ると、富民国家の建股および産業化を背無とし

て国家による学校教育昔日IJl.UJIltがなされ、学校では国民

国家主主Iltと産業化のための人税育成を目的とする教育を

全ての子どもを対象として行うようになった.近代学校

教育においては、「一斉授業Jと呼ばれる形式でf聖書駐が行

われるが、 f一斉授業jの定型化をはじめ、近代学校教育



「知的障害J観念の脱構築

を形成する基礎理践となったのがドイツの教育学者J.Fへ

ルバルト (1776-1841)の教育理鎗である[佐蔵、

1996].佐藤学によると、 19世紀後半、ヘルバルトの教

育理論は、彼の理紛を継承したヘルバルト派と呼ばれる

教育学者たちが発展させ、ヘルバルト主穫の教育学とし

て世界各国に広がり、国民教育の構築と学校教育の制度

化を促進した.その後、 20世紀の学校改革と教育行政を

主導する、産業主義の教育として、 「科学的経営の原理j

を唱えたJ.F.ポピットを代表とする「社会効率主豪華の教育j

がアメリカで起乙った.社会的効率主続の教育を事基礎づ

けているのは、産業主義と行動主義心理学の2つの理Ia

であり、社会的効率主量産の学習過程において基盤とされ

ているのは行動主穫の心理学にもとづく学習環治である.

23)障害者と見なされた人々の中でも、口憶での会2置が可能

なため、機字能力を疑われなかった人々のカテゴリーと

して、盲人(視覚障害者)がいる.中t量、近世においては、

幕府体制のなかに一定の官聡 {盲官}が存在した.江戸期

には園学者でもあった満保己ーが有名である.このことか

らも、口結能力と知的能力との大きな結びつきが理解され

る.つまり、口信能力のなさ(不+分さ)が知的能力のなさ、

すなわち、社会的に無舵カとされることが漫角草される.

24)日鎗生活においても関わりを持つことができない「騒せ

ないJ人々、また、発話が錨い人々は、理解が十分でな

いと決めつけられることが多く、十分な会醤を過した関

わりを持つ機会がなく、能力ある存在とはおめられるこ

とがない.したがって、知らず知らずの問に、多くの場合、

無視されることが多い.逆に、会話fJl十分通じていると

&gめられると、人間としてふさわしい態度がその人に関

わる側に自然に生まれる.筆者l草、筆絞媛助法を使用する、

あるケアホームを調査した際に、40歳になって偶然に筆

駁緩助法で会醤を可能とした男性のエピソードを録取し

た.その事例の男性の場合、はじめての筆該援助での指

絞での会話は偶然であった.それは、危険回選のため介

助者 (ファシリテーターとしての技能をもっ)と手をつ

ないでの敏歩活動中に、本人の今後の生活について支鍾

者が諮りかげていたとき、それは高齢の両親と自身の生

活をめぐる内容の話であったが、突然指談で会話が始まっ

たという.その内容は、現在の生活をそのまま続けたい

というものであったが、その会t!ができたことを契慢に、

その後、周囲の目が変わり、彼に対して、周囲の人は、き

ちんとした考えをもっ人であるという箆織が生まれたこ

とによって、例えば、それまで、ケアホームでテレビを宛

ていた後に断りもなくチャンネルを変えていた介助者l立、

その後、きちんと断って硲認を取るようになったと曾う.

つまり、人として尊厳ある対応に変化したと曾う {その

ケアホームの介積は優秀であったが、会醤ができるとい

う認嫌が人間の心を変えることを意味している).その結

果、筆絞援助法による会E置をする以前、当の男性も、自分

の思いが伝わらないとき、かんしゃくを起こして皆がい

やがる行動(皆の前であえてズボンをおろして着替える)

を止め、みなに配慮した行動(自分の部屋でズボンを税ぎ、

着醤える}を取るようになったというエピソードがある.

互いの借銭と理解は、お互いの人間としての関わりから生

まれることが理解され、また、その際のコミュニケーショ

ンがとれることの重要性が理解される.

25) 1987年に、AAMRは、AAMD(the American 

Association on Mental Deficiency: AAMD)から名称

変更した.理由は、正式な名称を 「締神欠鍋Jから「精

神遅滞Jに用信を変更したことによる.一方、渓在日本

では、医学領媛において f精神遅滞jという用話は存在

するが、それ以外の領媛では、かつて 「精神薄弱jとい

う用絡が1999年に 「知的障害Jに変更されて以来、「知

的障害jが一般的である.したがって、『マニュアル (10

版)J[AAMR.2002=2004]の日本商への靭訳者たちは、

原奮は rMentalRetardationJ のままであり、正磁に~

せItr精神遅滞jとすべきであるが、日本で広く流通し

ている 「知的障害jという用穏を訳笛として用いたと述

べている.

26) 20世紀の心理学の変遷とギブソンが~知心理学に与えた

量3響について、エドワード・ S.リード [1988=2006: 

1・9]1主、;欠のように述べている.すなわち、行動主援と

精神分析学がアメリカの心理学の主流となっていた第一

次大戦後から1960年代まで、~知過程はほとんど研究関

心とはならずにいたが、言語や12憶の分野における行動主

穫と学習理治の限界が、音量の自にも明らかになっていた

ことを受けて、 1950年代以降、コンビュータの出現によっ

て、湾び心的過程が関心の的となった.そのような背景

で生まれたコンビュータの情報処理過程とのアナロジー

で考える1960年代の認知主穫の展開によって、認知心理

学は、新しいモデルと実験方法を提供し、心を入力一処

理過程と見なす伝統的理鎗にふたたび生命を炊き込んだ.

知覚とは感覚入力からの心的表象を編成することである

という理蛤は、入力、情報 「処理J、入力データからの世

界の心的モデルの構成、あるいは 「計算」といったコン

ビュータ用語で表現されるようになった.一方、この期間、

J.J.ギプソンの理E創立長い問、実質的に無視されていたが、

243 



244 

『人織問題研究J14号

心理学主流派の指導的立場にいたアルリツク・ナイサー

の『認知の構図J[1976=1978]が、ギプソンの知覚理

論を大幅に用いていたため、実験心理学者の雄もが非常

に驚くとともに、やっとギプソンの生態学的心理学が提

起した問題に注意が向けられることとなったと冨う.し

かし、リードは、実験心理学者によるギブソンの考え方

は深刻な続み間違えがなされているとも指嫡している.

27)ギブソンの知覚理論を取り入れた認知心理学者のアルリッ

ク-ナイサー後、心=脳の機能と考え、褒象主援の立場

をとる認知心理学には、現在、古典的計算主務 (心的状

態に含まれる心的表象が稿文治的繊造をもっ)と表象の

操作一般を計算と呼ぶコネクショニズム (ニユーロン爵

の興奮パターンが何かを表象すると考える)のニつの立

場がある.なお、現在、 古典的計算主事創立、ロボット工

学などの分野から批判を受けている[河野、 2003:164・

168].すなわち、古典的計算主携に基づくロボットは計

算に膨大な時聞がかかり全く使いものにならなかったの

に対し、ブルックスの 『表象のない知能Jのアイデアに

見るように、知覚装置と運動装置をiI緩につなげたロポッ

トを創作し成功させている.つまり、このことは生物が

計算主穫とは全く異なる原理によって動いていることを

意味している.ブルックス型の行為のプログラムは、ロ

ボットが実際のllUIに出合うことでそのつどに決定され

ていくのであり、環境そのものがモデルないし表象となっ

ているのである.さらに、コネクショニズムは、内的表

象と外的要!Ultとのこつに分け、脳に心のl!tをおくものの、

心は脳と身体とII演とがひとつの大きなシステムを形成

しているとも主張している [借原幸弘、 2000].したがっ

て、認知心理学と生態学的心理学との根本的遣いは、 感

覚器官から外界に関する情報を引き込み、出力系を通じ

て身体のすみずみまで指令をゆきわたらせて行く中央重量

謀:i:&!lの働きをなす脳 (中枢神経系)に心の盛を置くか

どうか、そして表象主様であるかどうかの点にあり、 E思

議論としての線本的立場の遣いにあると脅えよう.

28)河野 [2008a]はこれまでの嘗学の歴史における知覚理

自由を次のように説明している.知覚111歯は古代ギリシャか

らこつの流れがあり、一つは、プラトンやデモクリトス学

派における、外界と耳障の簡にインターフェイスを仮定する

表象主穫であり、 19世紀の構成主務心理学の先駆をなし、

一方は、アリストテレスの、知覚や思考は対象物の鯖性

質に直銭に銭触すると考える、直銭実在自由の立犠である.

直後実在愉では、インターフェイスとしての表象は不要

になる.直接実在検は、長らく褒.主豊富的伝統によって

隅に押しやられてきたが、 20世紀になってWジエームス.

やJ.デユーイに代表されるプラグマテイス卜たちゃ、アメ

リカ新実復輸省に再評価されたという.現在では、実E主

主事量的な科学哲学者たちが、直祭実在iiを支持している.

また、ギブソンの生態学的心理学の哲学的・科学史的背僚

を究明するT.Jロンバード[1987=2000:427-440]は、

デカル卜の心身ニ元自由に始まる間後実在自由l立、現代の.

も彫響力のある知覚の哲学であり、従来の心理学の間銀

事健在輸はすべて、プラトンーニュートン的な科学的実在

輸を反映しているのに対して、現在の科学理論のなかで

は、ギブゾンの理鎗だけが唯一、直後知覚鎗を主張して

いると述べている.ロンバードによれば、知覚を存在論的・

認様治的・因果的に間後的なものと錠える間後実在輸の

緩となる主彊は、次の3つであると言う.すなわち、1)

知覚の存在鎗的内容は、自己充足的で孤立した心や脳だと

考えられており、それらは存在としても質の函でも外的な

物理的世界とは明確に区別される.2)知覚は、最初のデー

タから憲終的な知覚に至る認線上の段隊を必然的に含ん

でいる.また、ある意味では、心的・生理学的な構成の段

階を含んでいる.3)知覚は因果的に媒介される.それは、

知覚者の外に始まる、 一連の個別の事象群の結果である.

29)ギブソン [1979=1985:261-262]は、環境を知覚す

る観察者にとって有効な情報について考える上で、物理

工学や、幾何学光学、生理光学とも遣う、ギブソンの言

う知覚にふさわしい光学を生態光学と名づけ、新たに定

式化している.視覚を脳への入力の経路ではなく、知覚系

だと考える情報抽出論では、視覚系 (システム)が持続と

変化の両者を一一場所、対象、物質が受けるあらゆる変

化とともに、それらの持続をもーー検出できることが必

要だと見なす.すなわち、知覚者は、 流動に注目しながら、

刺激作用の流動から構造の不変項を抽出する.とくに視

覚系については、知覚者i立、自分の運動によって引き起

こされる遠近法的精進の変化の基礎にある、包閤光配列

の不変的構造に波長を合わせると言う.また、ロンバー

ド [1987=2000]によれば、「ギブソンの考えでは、我々

は個体を知覚できるだけでなく、 関係性をも知覚できる.

知覚者は、二つの穆物が異なっていることだけでなく、 同

じだとか似ている乙とを理解できる.(中略)ギブソンl草、

生態光学(や生態音響学など)によって、どれほど多機

な生態学的実在が耳目l激事構造と情報において相互に依存し

合っているかを明示しているJ(481頁)と述べる.

30)ギブソン [1979=1985:150-152]は、アフオーダン

スの概念の起源として、ゲシュタル卜心理学者たちが事物
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の意味や価値が、色彩と同じように直ちに知覚されるよう

だと認援していたことにあると述べる.コフカl主、例え

ば、郵便ポストは手紙を出すことを r~いかけJ るよう

に、さまざまな事物は「それらを用いてすべきことを我々

に漏りかけているJとして、これらの事物が 「要求特性J

と名づけたものを所有しているとする.クルト ・レヴィ

ンは、 E量発伎という周踏を新しく作り出した.I量発f創立、

対応するベクトルを持ち、このベクトルはある対象の方

へ観者害者を近づけさせたり、遠ざけたりする矢印として

表される.ゲシュタル卜心理学者i立、自己(その当E芸者)

が経験のなかの対象物であり、そして「緊張jが現象的対

象と現象的自己との間に生ずると言うことを前鍵とする

ことによって、訴因価の経験の直接性と即時性を説明し

た.しかしながら、ギブソンは、ゲシュタル卜心理学者た

ちは、一般に受け入れられている知覚理鈴(問鎮知覚蛤)、

すなわち、 「感覚以外は直接的に経験されることはないし、

感覚以外のあらゆる種競の経験は感覚により嫌介されるJ

という主張に反対lましたが、それを超えていく乙とはな

かったと評した.ギブソンは、なせ.対象の持つ価値が即

時に、そして直後的に知覚されるように見えるのかをもっ

とずっと簡単な説明があるとして、「観察番にとって対

象のアフオーダンスが、刺激情報のなかに特定されてい

るJという説明をあげる.つまり、「対象のアフオーダン

スが直ちに知覚されるように見えるのは、直接的に知覚

されているゆえであるJと説明する.また、ロンバード

[1987=2000: 434]によれば、ゲシュタルト心理学者は、

刺激作用と動物一環境関係の領媛を要素主張的または二

元自書的な考え方から錠えてしまったが、ギブソンはそれ

らに全体論的概念を適用したと言う.そして、全体論的

な関係からはじめることによって、ギブソンは脳を自陣別

器と見なすようになったと述べる.

31)情報鎗出鎗において「知覚の補助具Jと言った湯合、間

接知覚!aに立つ「書簡Jのようにコミュニケーションの

道具としての記号としてのみ捉えているのではないこと

に注意が必要である.

32)ギブソン [1979=1985]は、宮路の短所について次の

ように述べている.r冨穏に直された環焼情報には;欠の短

所がある.すなわち、自然の情報の抽出に伴う現実吟味

が欠けている.題されるものであれ・かれたものであれ、

記述では流動する刺激配列を舗査はできない.不変項は

すでに姶出されてしまっている.だから是初の知覚者を信

用するほかない.(中略)子供は、現実的なものと想像上

のものとを対比させるのに図重量はなく、両者はとけあわ

ない.しかし、事実と作りごととはこ.っちゃになっている.

成人も実額と架空の醤とを必ずしも区別するとは隈らな

いo (中略)現実的なものと想像上のものとの遣いは、 2

つの異なる棟式の知覚系のはたらきによって特定される.

しかし、現実上のものと虚縞上のものとの違いは社会的

伝達系に依存していて、複雑な問題を持ち込む.電話的

記述l孟叙述としては真実にも虚偽にもなりうる.全く違っ

た形で、視覚的表現も正しくも綴りにもなりうる.命題

が真だという意味では画像は真ではあり得ず、それは人

生にとって真実であったりなかったりする.J(276-277 

頁)

33)神経生物学者のアントニオ.R.ダマシオ [1994=2000/ 

2005=2010]は、心は脳に限定されない、心は一つ

の統合された有線体のなかに、そしてその有機体のため

に、存在するとして、身体と脳との相互作用を説き、身

体は脳の表象に対する革本的な情報を提供していると述

べるソマティック-マーカー仮践を提出している.ただし、

ダマシオは、 SIと身体との強い相互作用を鋭いているが、

あくまでも心的繊能を脳に限定する表象主穫に立つ.

34)フェルデイナン・ド・ソシュール (1857-1913)の

言語自由について、丸山圭三郎 [1981)I孟次のように述べ

ている.ゾシュールl草、ある一定時期の言語の記述を共

時宮路学と呼び、 時代とともに変化する~IAのIi!述を通

略的曾館学と呼んだ.そして、言語の内的な構造を探求

する共時書商学において、 E面食や文法など社会的に共有さ

れる宮路上の約束事 (社会契約)をラング{コード}、 そ

して偏人における言語活動 {発話〕をパロール (メッセー

ジ)に二分し、ラングを共時言語学の対象とした.さら

に、ソシユールは、人間の持つ普遍的な言語能力・ 4由i像能

力 ・カテゴリー化の能力およびその路活動をランガージュ

(langage)とよび、個別書留共同体で用いられている多

種多織な国語体をラング(langue)と呼んで、この二つ

を峨別した.そして、ランガージュとは、 (ヒ卜のコトパ}

もしくは(君lA熊力〉と訳せる術婚で、これこそ人間文化

の綾底に見出される、生得的な普通的活在能力であると

指鏑した.ソシユールがランガージュとラングを峻別し

た視点に立つと、前者は潜在的能力であるのに対し、後

者は顕在的社会制度であり、ランクとパロール (parole)

の区別という視点に立つと、今度は前者が潜在的構造であ

り、後者はこれを顕在化し具体化したものということにな

る.パロールとl草、ラングという社会契約によって自ら

の能力を実現する個人の行ゐの初であるという.そして、

ラングとは、受動的で集団のなかに存在し、ランガージユ
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を組織化し、ランガージュ能力の行使に必要な道具を形成

する、社会的コードである。一方、能動的で個人的なパロー

ルには、 1)ランガージュを実現するための一般的能力

の行使(発声作用などれと 2)個人の恩懇に基づいた、

ラングのコードの個人的行使の二つがあると曾う.なお、

丸山は、これらラングとパロールの両者が相互依存な形を

とっていることに注意しなければならないとする.また、

次のようにも指嫡する[丸山圭三郎11、1985].すなわ

ち、 fわたしたちは日本人として日本語共同体の中に生ま

れ育った以上、日本路的思考からも逃れられなければ、日

本語的分節の仕組みからも逃れられないのである.もとも

とは内発的-主体的寓居活動が、{物象化}された形を取っ

て個人を規制するのがこの種の織成されたラングである.

そこでは、意味は、もはや人間釣憲自院が産出するもので

はなく、はじめからラングに内在しているものとして傭々

人に押しつ付られ、大衆は自分と無縁な必然的意味の世

界に閉じ込められる存在となる.しかし、乙の曾語のも

つ必然伎は、いわば社会制度の持つ強制力という意味で

の必然性であって、生物体としてのヒトがもっDNAの必

然性とは全く異質なものであることを忘れてはならない

だろうJ(87頁)と述べる.このことを次の例で説明する.

f人聞に鰻も近いといわれるチンパンジーの子供を人間と

同じように育て、人間の社会に参加させようとしても、

言葉を鱈すことはできない.遂に人間の場合でも、アヴ工

ロンの野生児やインドのアマラ、カマラ締妹に代表され

る例をみると、人聞が持っている直立歩行や雑食性など、

すべての本能的特性を顕現しながらも、言語は永久に持て

ないという.つまり、サルの場合にはランガージュとい

う潜在的能力を持たないが放に、社会という場におかれ

でもこれがラング化しないのに対し、野生児の場合には

ランガージュ健カを有しながら、人聞社会のなかにおか

れないためにこれが顕在化しないのである.ランガージュ

は、乙れがいかに生得の能力とはいえ、乙の点で他の呼

吸とか歩行といったすべての本能とははっきり区別され

ることを忘れてはならない.J(64-65頁)ただし、ランガー

ジユは構造化する能力 (港在能力)であり、 そしてラン

グはこれが社会的に顕在化した精進であり、あくまでノー

ム・チョムスキーのいう言語能力 (competence)とラ

ングとは同じではないと指嫡する.

35)丸山 [1985]は、哲学者のなかでメルロ=ポンティを、

ソシュールの業績に皐くから着目し、それを正当に評価

し、さらに批判的に乗り越えようとした人として評して

いる.言語行渇を言E査所作{身体図式)としてとらえる

メルロ=ボンティの着想は、「在るものは関係を創立する

人間の視点(=共同主観)だけであるjとしたソシユー

ルを終始奮しませたとする、次のような観点に立つ「単

位の非実在住j問題に対しての一つの回答でもある.rソ
シユールの体系は、何よりも関係としての価値の体系で

あり、自然的・絶対的特性によって定獲される個々の要

素が寄り集まって全体をつくるのではなく、全体との関連

と他の要素その相互関係で初めてこの価値が生ずる.ラ

ングなる体系は、動物としてのヒ卜の本能図式の反映な

いしは敷き写しではなく、人間の康史 ・社会的実践によっ

てはじめて決定される価値の体系であり、既成の事物が

どう配置されどう関係づけられているかというのではな

く、 単位という客観的な実態は存在しない体系なのであ

る.ラングはそれが体系である限り、不連続な単位の存

在を想定させる.しかしその単位は、ア・プリオリに自

存する実懲ではない.J[丸山編、 1985:68・69]

36)ロンバード[1987=2000]が、現代科学理鈴の立場では、

直接知覚自由はギブソンのみであると指摘しているように、

多くの科学理強は間接知覚蛤によるため、応用行動主穫の

立場だけでなく、伝統的な心理学、また近年の脳科学に

依鈍するDl知書官吾学も、表象主義に立つ[ジヤッケンドフ、

1993=2004] .そのため、民知書E語学で考察される言語

障害がある人の恵伊lの多くは、発憶を経験した中途障害

者であり 、 言語発達期は、 ピアジ工の発遠心理学の~響

もあり、とりわけ知的障害者はあらかじめ排除されてお

り理輸考療の対象にされていない.

37)阿郎秀雄は、情緒的発遣を促す f心のケアJとして『身

体のやりとりjが重要であると述べ、身体の緊張による

子どもを、関節や神経系を憲章量して抱くことによって感

情表出を促す、アメリカのアラン縛士が提唱したholding

therapy [ジョン・アラン、1983=1984]にヒントを得て、

よりマイルドで簡素なかたちで行う 「抱っこ法jという

子育て支緩の療育方法を開発した[阿部秀錐、 1988:阿

告書監修・さぽーと優&遊、 2008].なお、.該媛助法で

起きがちな f筆後媛助者の無意援を書かせてしまうことj

について、このことをもって、筆E長銀助利用者が、ファシ

リテーターの心をraむJと限解されてしまいがちである.

曾鐙所作蛤からすれば、「構えJができていないファシリ

テーターに、つまり、銀助すべき絹手の言語所作が読み

取れないために起きると推測される.

38)浜田寿美男 [2002]は、ピアジェの「自己中心性Jと

いう子どもの発達段階のm.について、ヴィゴツキーの理

治との違いを比較して次のように冨う.フロイトに彫響を



「知的障害」観念の脱梅築

受けていたピアジ工が3般から 7綾ぐらいまでの子供た

ちの思考の研究において.その幼児心性の特徴として「自

己中心性jという線念を取り出した..初3.ぐらいまで、

現実世界にぶつかることなく、快楽原則lに従う第一次過

程のもとに生きているとして、外界の現実との嬢点をも

たない自閉的思考があり、 7般から 8続になると子供た

ちに現実世界が開かれ、操作を諭Il的に処理できるよう

になる状態があるとした.この自閉的思考と量産E量的な思

考の聞に位置する過程には、外の世界に半It開こうとし

ながらなお自分の世界に閉じ、 自分の視点に箇われてい

る段階があるとして、この時期を自己中心性によって特

徴づけた.同時期に、ひとりごとがしきりに口をついて

でて、他者がすぐそばにいても変わらず、いわば集団的

独語とも雷える状態が生じることに、ピアジェは注目し、

他者への伝達を意図しないことばは子供が自己中心的で、

十分に社会化していない現れであるとアジエは捉え、これ

を「自己中心的なことばJと名づけて、社会的なことば

と区別した.その乙とから、ピアジ工は、幼児たちはま

だまだ社会牲を欠いた存在でしかない.そ乙から徐々に

自分の視点を脱してgJJの視点を取り、周囲世界を自由理的

に操作できるようになったり、あるいは他者と視点を交

換して周囲と可逆的な対人的問題を結んだりできるよう

になる.それが子どもの社会化であり、また自己中心性

からの目見中心化であると言う.これに対してヴィゴツキー

は、1)自己中的な言葉の観察事実に関わる問題、そし

て 2)r自閉的思考Jの問題からピアジ工の理諭を綴り

であると批判した.ビアジェの観察によれば、自己中心

的なことばは幼児のことばの大半を占めるが、それはや

がて減少し、.後にはなくなると考えられている.それ

に対しヴィゴツキーは、質的側面から全く相反する逆続

的な練絹があり、他者に向けられた社会的なことIt(外宮)

は、文.構i室も隻かになり、十全なものになっていくの

に対して、他者を愈自民しない独緒的こと1;1:(自己に向け

られたことば)1草、省略や圧縮し、内冒という新たなこ

とばへの過渡を見る.つまり、ヴィゴツキーは、ピアジ工

の自己中心的乙とばは、もともと社会的であったことは

(他者とのやりとりとして出発した外宮)が、 自己内のこ

とば(自己に向けて発する内宮)へと移行していく過渡

であると観察した.そこから「自倒的思考Jを批判し、〈個

体から始まり、そののち社会化していく}というピアジエ

の発達のイメージそのものに対して批判を加えた.ヴィ

ゴツキー [1956=1962/200 1 ]は、実験的な観覇軍から、

子どもの言語と恩考の発達を、養育者と触合的な現実世

界の全体からのより精微な分節化であるとした.

39)近代統計学の父とも呼ばれるアドルフーケトレ (1796

-1874)は、正規曲線 (ベル・ カーブ)という習をしい

幽線を用いることで、多数の個人の身体的 ・心的属性の

潟定から得られる平均値に(価値〉を与えた人である [重

田園江、 2000].19世紀の社会統計学は、人間にとって、

社会の価値基準を、集団の針演jに基づく正規曲線の中心

としての平均へと変えてしまった.つまり、正常性とは、

平均を基準にして決定される集団編成員の位置や状態と

なったのである.

40)量図 (米谷)園江 [1997]によれば、ケトレが兵士の

身長と絢図の計測において社会集団のなかに見出した(正

規幽線 normalcurve)を掻初に{ノーマル}と形容し

たのは遺伝学ー生物測定学biometry.優生学者で『遺伝

的天才J[1869]の著者であるイギリスのフランシスーゴー

ルトン (1822-1911)であると雷う.彼と 〈正規幽

線〉という語を作りだしたカール・ピアソン (1857-

1936)とによって、知骨Eなど物理量として計測不可能な

領自民へと統計学の緩う対象が鉱張され、正常さの度合に

よる人間の譲別が幅広く行われるようになった、と指矯

する.

41 )ヤーキーズらの計画には三積類のテストが含まれていた.

続み司書きできる新兵には陸軍アルファ ・テストと呼ばれ

る筆記Iit署員が際せられた.，売み司書きできない新兵とアル

フア・テストに失敗した人には、陸軍ベータ・テストとよ

ばれる絵や図からなるテストが課せられた.ベーターテ

ストに失敗した人は通常ピネー尺度のうちの一つの版に

よる個人テス トに呼び出されたと言う.なお、グールド

[1981 =1998 : 276-280]は、知能テストの主要なイ

ンパクトl主、陸軍が個人の得点を渋々利用したことによっ

て起こったのではなく、ヤーキーズの統計結果報告に付

随した一般向けプロパガンダから生じたと述べる.

42)小潟勲 [1974]は、学問的にはほぼ破産を宣告された 「精

神分裂病{現・統合失調症)J概念が今なお根強く生き残っ

ているのはなぜであろうか.それは、賜媛、収容と管E里、

抑圧を主旨とする現代続神科医療の道具として、今なお

便利だからに過ぎない.~断名をつけることだけが目的

であるような、幼児自閉症にしろ、精神分裂病にしろ、

「治績不能Jという奮い渡しとして機能しているだけの疾

病治的思考法の問題を克服できていなかったとして、自

己批判している.小;11草、「自閉jという症状のもつ意味

より以前に、「自閉Jという「症状jを一人の子どもの付

与するにいたる過程の意味、それは、ある集団や共同体
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がある子どもを自らに異質なものとしてことあるごとに

緋除している日常的過程であると指摘する.このように、

これまで近代知は、知的障害というカテゴリーから、理

論的条件が重った人々(知的発達能力があるとliE明され

た人々}を解放してきた.それは持組み内での許された

範囲内での解放であり、人間を分断し続けていることに

違いはない.そのような考えをさ主みだす背後には、『思考J

する人聞を優位に立たせる近代科学恩惣が伺える.

43)テンプル・グランデインの著.[2013=2014]において、

脳科学的理解からアスペルガー症候繁として自身の体駿

を解釈し、 グランディン自身の体験と研究とのズレにつ

いて多々言及しているが、それは、間接知覚愉に基づく

研究による限界であり、ギブソンの生態学的知覚論で解

釈することによって適切な説明が可能と思われる.

44)例えば、 東俊絡 [長瀬修ほか縁、 2∞8]は、司法にお

ける合理的配慮 {手続き上の配慮)として、 *幸IJ条約量t

;雀に際してのわが国の標題を、次のように指織している.

すなわち、「何が手続き上の配慮であるのかは、障害の特

性やニーズとの関係で定まるものではあるが、大まかな

ことを奮えば、物理的またはコミュニケーション上の障

壁を験去し、理解の閤重量さを軽減する支援措置であり、(中

略)例を挙げるとすると、法廷内部のみならず、すべて

の司法関係建築物における物理的バリアーの除去、手伝

通訳者・筆記者の選任・立ち会い箱、弁護士の立ち会い

権、知的障害者ゆえにもたらされる浬解の医健さの除去、

知的障害の特性を+分に理解した付添人による支援を受

ける糧利、視覚に陳害のある人への情報保障などである.

他にも、周囲の圧力の彫響を受けずに真意が表現できる

ような支援や痩査過程の可視化などの鎗置が、権利とし

て保障されなければならないJ(94-95頁}とする.

45)臼井 [2010]は、現在のコミュニケーション保障は、

障害者の集団として保障するアプローチであるため、例

えば、ろう者の手憶も「障害者のための-Jという集ま

りには保障されても、個人が自由に、人との関係、社会

生活を自分自身のものとしてトータルに社会に豊島自画する

ことを前鍵として保障されてはいない.結果として、障

害のある人とそうでない人との生活を分け、出会う割里会

を失わせることとなる.個々のニーズに合わせた情報ア

クセス・コミュニケーション保障となるには、会話のた

めのパーソナルアシスタントとして『人につくJサポー

トが必要であるという.
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